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「障 害 者
しょうがいしゃ

総合
そうごう

福祉法
ふくしほう

」（仮称
かしょう

）の論点
ろんてん

についての意見
いけん

 

（分野
ぶんや

D
でぃー

 支援
しえん

（サービス
さーびす

）体系
たいけい

) その１ 

 

（分野
ぶんや

D
でぃー

 支援
しえん

（サービス
さ ー び す

）体 系
たいけい

) 

＜項 目
こうもく

D
でぃー

-1 支援
しえん

（サービス
さ ー び す

）体 系
たいけい

のあり方
かた

について＞ 

論 点
ろんてん

D
でぃー

-1-1) これまで支援
しえん

の狭間
はざま

にいた人
ひと

たち（例
たと

えば発 達
はったつ

障 害
しょうがい

、高次
こうじ

脳
のう

機能
きのう

障 害
しょうがい

、 難 病
なんびょう

、軽度
けいど

知的
ちてき

障 害
しょうがい

など)に必 要
ひつよう

な福祉
ふくし

サービス
さ ー び す

とはどのようなもの

であるか？ ・・・２ 

 

論 点
ろんてん

D
でぃー

-1-2) 現 行
げんこう

の介護
かいご

給 付
きゅうふ

、訓 練
くんれん

等
とう

給 付
きゅうふ

と地域
ちいき

生 活
せいかつ

支援
しえん

事 業
じぎょう

という区分
くぶん

についてどう 考
かんが

えるか？総 合
そうごう

福祉法
ふくしほう

での支援
しえん

体 系
たいけい

のあり方
かた

についてどう 考
かんが

え

るか？ 障 害 者
しょうがいしゃ

の生 活
せいかつ

構 造
こうぞう

やニード
に ー ど

に基
もと

づいた支援
しえん

体 系
たいけい

はどうあるべきと 考
かんが

えるか？ ・・・１７ 

 

論 点
ろんてん

D
でぃー

-1-3) 現 行
げんこう

の訓 練
くんれん

等
とう

給 付
きゅうふ

についてどう 考
かんが

えるか？労 働
ろうどう

分野
ぶんや

での見直
みなお

しとの関 係
かんけい

で、 就 労
しゅうろう

移行
いこう

支援
しえん

、 就 労
しゅうろう

継 続
けいぞく

支援
しえん

等
とう

のあり方
かた

をどう 考
かんが

えるか？

また、自立
じりつ

訓 練
くんれん

（機能
きのう

訓 練
くんれん

・生 活
せいかつ

訓 練
くんれん

)のあり方
かた

についてどう 考
かんが

えるか？ 

 ・・・３４ 

 

論 点
ろんてん

D
でぃー

-1-4) 生 活
せいかつ

介護
かいご

、 療 養
りょうよう

介護
かいご

も含
ふく

めた 日 中
にっちゅう

活 動
かつどう

系
けい

支援
しえん

体 系
たいけい

の在
あ

り方
かた

をどうするか？ ・・・４９ 
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（分野
ぶんや

D
でぃー

 支援
しえん

（サービス
さ ー び す

）体 系
たいけい

) 

＜項 目
こうもく

D
でぃー

-1 支援
しえん

（サービス
さ ー び す

）体 系
たいけい

のあり方
かた

について＞ 

論 点
ろんてん

D
でぃー

-1-1) これまで支援
しえん

の狭間
はざま

にいた人
ひと

たち（例
たと

えば発 達
はったつ

障 害
しょうがい

、高次
こうじ

脳
のう

機能
きのう

障 害
しょうがい

、 難 病
なんびょう

、軽度
けいど

知的
ちてき

障 害
しょうがい

など)に必 要
ひつよう

な福祉
ふくし

サービス
さ ー び す

とはどのようなもの

であるか？  

 

【朝比奈
あさひな

委員
いいん

】 

○結論 

 まずは、その人
ひと

の生 活
せいかつ

のしづらさがどの点
てん

にあって、どのような支援
しえん

が必 要
ひつよう

かを

明 確
めいかく

にし、本 人
ほんにん

と 共 有
きょうゆう

すること。これには、相 談
そうだん

支援
しえん

事 業
じぎょう

に関わる
かかわる

者
もの

と、医師
い し

、

臨 床
りんしょう

心理士
しんりし

、ＰＴ・ＯＴ・ＳＴなどとの連 携
れんけい

が必 要
ひつよう

。当事者
とうじしゃ

の体 験 談
たいけんだん

なども

極めて
きわめて

有 効
ゆうこう

。必 要
ひつよう

な支援
しえん

としては、就 労
しゅうろう

支援
しえん

、家事
か じ

支援
しえん

、健 康
けんこう

管理
かんり

の支援
しえん

、金 銭
きんせん

管理
かんり

の支援
しえん

、人 間
にんげん

関 係
かんけい

の 調 整
ちょうせい

、手続き
てつづき

支援
しえん

などが考えられる
かんがえられる

。そのための福祉
ふくし

サービス
さ ー び す

としては、ホームヘルプ
ほ ー む へ る ぷ

、ガイドヘルプ
が い ど へ る ぷ

に加え
くわえ

、 現 行
げんこう

の地域
ちいき

活 動
かつどう

支援
しえん

センター
せ ん た ー

のような「場
ば

」を設 定
せってい

し、立ち寄って
た ち よ っ て

困り
こまり

ごとを相 談
そうだん

したり、セルフヘルプ
せ る ふ へ る ぷ

活 動
かつどう

をサポート
さ ぽ ー と

したりすることが有 効
ゆうこう

。 

○理由 

 発 達
はったつ

障 害
しょうがい

や高次
こうじ

脳
のう

機能
きのう

障 害
しょうがい

、軽度
けいど

知的
ちてき

障 害
しょうがい

などの人
ひと

たちの生 活
せいかつ

のしづら

さは、本 人
ほんにん

に自覚
じかく

がなく周 囲
しゅうい

にわかりにくいという点
てん

がより大きい
おおきい

。そのため、地域
ちいき

生 活
せいかつ

のなかでさまざまなトラブル
と ら ぶ る

に巻き込まれたり
ま き こ ま れ た り

、 必 要
ひつよう

な手続き
てつづき

ができずに

不利益
ふりえき

を被ったり
かぶったり

することも多い
おおい

が、一 方
いっぽう

で生 活
せいかつ

によって体 験 的
たいけんてき

に学んで
まなんで

きてい

ることも多く
おおく

、生 活
せいかつ

のしづらさには個人差
こじんさ

がある。 

 

【伊澤
いざわ

委員
いいん

】 

○結論 

 当該当事者
とうがいとうじしゃ

からの 十 分
じゅうぶん

なヒアリング
ひ あ り ん ぐ

ならびに 要 望
ようぼう

受理
じゅり

により得た
よ り え た

情 報
じょうほう

に

基づく
もとづく

施策
しさく

への反 映
はんえい

が必 要
ひつよう

 

○理由 

 一元化
いちげんか

のもとにないがしろにしてきた 障 害
しょうがい

の 特 性
とくせい

に応じた
おうじた

細やか
こまやか

な支援
しえん

サービス
さ ー び す

の開 発
かいはつ

や対 応
たいおう

の在り方
ありかた

は、総 合
そうごう

福祉法
ふくしほう

の基本
きほん

姿勢
しせい

だと思う
おもう

。一元化
いちげんか

では
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なく平 等 化
びょうどうか

(特 性
とくせい

踏まえ
ふ ま え

、対 応
たいおう

は個別性
こべつせい

重 視
じゅうし

)の必 要
ひつよう

を想う
おもう

。例えば
たとえば

、移動
いどう

支援
しえん

と言って
い っ て

も、一人一人
ひとりひとり

必 要
ひつよう

な支援
しえん

が違う
ちがう

。（身 体 的
しんたいてき

に関わって
かかわって

もらう方
かた

も有れば
あ れ ば

、側
がわ

に居て
い て

一 緒
いっしょ

に動いて
うごいて

くれる存 在
そんざい

も必 要
ひつよう

） 

 

【石 橋
いしばし

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 福祉
ふくし

と医 療
いりょう

、生 活
せいかつ

保 障
ほしょう

などを総 合 的
そうごうてき

サービス体 制
たいせい

が必 要
ひつよう

。 

医 療
いりょう

リハビリから社 会
しゃかい

復帰
ふっき

に向
む

けての相 談
そうだん

体 制
たいせい

と福祉
ふくし

施設
しせつ

におけるリハビリお

よび移動
いどう

支援
しえん

。 

社 会
しゃかい

での対 人
たいじん

関 係
かんけい

に関
かん

する課題
かだい

をサポートできるケアマネージャーやジョブコー

チなどの選 任
せんにん

も不可欠
ふかけつ

である。 

○理由
りゆう

 

 省 庁 間
しょうちょうかん

の縦割
たてわ

り行 政
ぎょうせい

（制度
せいど

）による歪
ゆが

みが支援
しえん

の狭間
はざま

を作
つく

った一 因
いちいん

でもある。

個人
こじん

の不便
ふべん

さや支援
しえん

の必 要 性
ひつようせい

に立 脚
りっきゃく

した制度
せいど

でなければならない。 

 また、狭間
はざま

の人
ひと

たちの年 齢
ねんれい

は、２０から６０代
だい

で現 状
げんじょう

の受入
うけい

れと認 識
にんしき

が家族
かぞく

を

含
ふく

めて時間
じかん

がかかり、社 会
しゃかい

参加
さんか

に遅
おく

れる。身 体
しんたい

障 害 者
しょうがいしゃ

の歩行
ほこう

弱 者
じゃくしゃ

と異
こと

なる支援
しえん

がないと社 会
しゃかい

参加
さんか

しにくい。 

 

【氏
うじ

田
た

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 ノーマリゼーション
の ー ま り ぜ ー し ょ ん

の理念
りねん

を損
そこ

なうことのないように、社 会
しゃかい

で生
い

きていくのに

困 難
こんなん

を抱
かか

える人
ひと

たちに対
たい

して、年 金
ねんきん

受 給
じゅきゅう

も含
ふく

めて三
さん

障 害
しょうがい

に使
つか

えるサービス
さ ー び す

は

保 障
ほしょう

すべきである。 

 その人
ひと

の固有
こゆう

のニーズ
に ー ず

に応
おう

じるためには専門家
せんもんか

によるアセスメント
あ せ す め ん と

評 価
ひょうか

が必 要
ひつよう

であり、身近
みぢか

な場所
ばしょ

での専 門 的
せんもんてき

相 談
そうだん

支援
しえん

や就 労 前
しゅうろうまえ

支援
しえん

なども有 効
ゆうこう

です。手 帳
てちょう

の

あり方
かた

を見直
みなお

す必 要
ひつよう

がある。菅
かん

政 権
せいけん

が提 案
ていあん

している「パーソナル
ぱ ー そ な る

・サポート
さ ぽ ー と

・

サービス
さ ー び す

(生 活
せいかつ

全 般
ぜんぱん

にわたって、全 人 格 的
ぜんじんかくてき

に関
かか

わる支援者
しえんしゃ

)」という考
かんが

え方
かた

に

賛 成
さんせい

である。支援
しえん

の狭間
はざま

にいた人
ひと

たちは「（知的
ちてき

障 害
しょうがい

や身 体
しんたい

障 害
しょうがい

がないがために）

困 難
こんなん

さ（障 害
しょうがい

）を抱
かか

えていることが理解
りかい

されない」という点
てん

が最
もっと

も大
おお

きな困 難
こんなん

さ

であったので、そこを通 訳
つうやく

できる人 材
じんざい

、ジョブコーチ
じ ょ ぶ こ ー ち

に倣
なら

って「地域
ちいき

生 活
せいかつ

コーチ
こ ー ち

」
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といったような人 材
じんざい

育 成
いくせい

が必 要
ひつよう

ではないか。また同時
どうじ

に、本 人
ほんにん

が地域
ちいき

生 活
せいかつ

をし

ていく上
うえ

で困
こま

ることの具体的
ぐたいてき

な解 決
かいけつ

策
さく

を本 人
ほんにん

に合
あ

わせて伝
つた

えていくような人 材
じんざい

が必 要
ひつよう

である。以 上
いじょう

のことから考
かんが

えると、「地域
ちいき

生 活
せいかつ

移行
いこう

支援
しえん

事 業
じぎょう

」といった感
かん

じで、施設
しせつ

や病 院
びょういん

や長 年
ながねん

ひきこもっていた自宅
じたく

から地域
ちいき

生 活
せいかつ

への中 間
ちゅうかん

施設
しせつ

を

準 備
じゅんび

し、そこを拠 点
きょてん

に地域
ちいき

生 活
せいかつ

への移行
いこう

練 習
れんしゅう

を 提 供
ていきょう

するような福祉
ふくし

サービス
さ ー び す

が

必 要
ひつよう

である。また、訓 練
くんれん

して移
うつ

していくということではなく、その人
ひと

に必 要
ひつよう

な支援
しえん

（発 達
はったつ

障 害
しょうがい

については精 神
せいしん

障 害
しょうがい

分野
ぶんや

で活 発
かっぱつ

になっている ATCのようなサービス
さ ー び す

）

を提 供
ていきょう

することで地域
ちいき

移行
いこう

が可能
かのう

となると考
かんが

える。 

○理由
りゆう

 

 就 労
しゅうろう

に関
かん

しては、就 労
しゅうろう

・生 活
せいかつ

支援
しえん

事 業
じぎょう

が地域
ちいき

移行
いこう

の中 間
ちゅうかん

サポート
さ ぽ ー と

を担
にな

ってい

るが、地域
ちいき

生 活
せいかつ

への移行
いこう

の難度
なんど

の高
たか

い人
ひと

たちが多
おお

くいる。この人
ひと

たちを支
ささ

える

サービス
さ ー び す

がない。 

 また二次
に じ

障 害
しょうがい

から精神科
せいしんか

に入 院
にゅういん

してある程度
ていど

寛 解
かんかい

した状 況
じょうきょう

であっても、地域
ちいき

生 活
せいかつ

には遠
とお

い人
ひと

たちがいる。この人
ひと

たちは自宅
じたく

で支援
しえん

するには難度
なんど

が高
たか

すぎ、さり

とて病 院
びょういん

に継 続
けいぞく

入 院
にゅういん

することにはならない。現 行
げんこう

制度
せいど

では、訓 練
くんれん

等
とう

給 付
きゅうふ

の

「自立
じりつ

訓 練
くんれん

（生 活
せいかつ

訓 練
くんれん

）」がそれにあたると思
おも

われるが、知的
ちてき

障 害 者
しょうがいしゃ

・精 神
せいしん

障 害 者
しょうがいしゃ

が対 象
たいしょう

となっているため、発 達
はったつ

障 害
しょうがい

に特化
とっか

した制度
せいど

設 計
せっけい

が今後
こんご

必 要
ひつよう

で

あり、事 業
じぎょう

を支
ささ

えられる専 門 的
せんもんてき

人 材
じんざい

が必 要
ひつよう

である。 

地域
ちいき

生 活
せいかつ

支援
しえん

事 業
じぎょう

の社
しゃ

会
かい

生
せい

活
かつ

力
りょく

を高
たか

めるための支援
しえん

（自立
じりつ

生 活
せいかつ

プログラム
ぷ ろ ぐ ら む

）

などもそれにあたるのかもしれないが、発 達
はったつ

障 害
しょうがい

や高次
こうじ

脳
のう

機能
きのう

障 害
しょうがい

の人
ひと

たちに関
かん

しては高
たか

い専 門 性
せんもんせい

を必 要
ひつよう

とするため、実 際
じっさい

には発 達
はったつ

障 害
しょうがい

の人
ひと

たちを対 象
たいしょう

とし

た自立
じりつ

生 活
せいかつ

プログラム
ぷ ろ ぐ ら む

は地域
ちいき

生 活
せいかつ

支援
しえん

事 業
じぎょう

では展 開
てんかい

が難
むずか

しい現 状
げんじょう

があるので

はないか。 

 

【大久保
おおくぼ

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 発 達
はったつ

障 害
しょうがい

や軽度
けいど

知的
ちてき

障 害
しょうがい

などのある人
ひと

たちについては、特
とく

に、暮
く

らし方
かた

全 体
ぜんたい

をサポートできる相 談
そうだん

支援
しえん

体 制
たいせい

（訪 問
ほうもん

相 談
そうだん

等
とう

）が望
のぞ

まれる。この場合
ばあい

、家族
かぞく

と

の同 居
どうきょ

が多
おお

いと想 定
そうてい

されることも踏
ふ

まえ、家族
かぞく

支援
しえん

の視点
してん

も重 要
じゅうよう

と考
かんが

える。その

他
ほか

、就 労
しゅうろう

支援
しえん

やソーシャルスキルトレーニングなども有 効
ゆうこう

なサービスと考
かんが

えられる。
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なお、それらに対 応
たいおう

できる専 門 性
せんもんせい

を有
ゆう

した人 材
じんざい

の養 成
ようせい

と確保
かくほ

が急
いそ

がれる。 

○理由
りゆう

 

 これまで福祉
ふくし

サービスの外
そと

にいた発 達
はったつ

障 害
しょうがい

や軽度
けいど

知的
ちてき

障 害
しょうがい

のある人
ひと

たちには、

暮
く

らしの中
ちゅう

で様 々
さまざま

な困 難
こんなん

や課題
かだい

に直 面
ちょくめん

している人
ひと

がいると想 定
そうてい

される（例
たと

えば、

触 法
しょくほう

、ホームレス、ひきこもりなど）。これらの人
ひと

たちは、適 切
てきせつ

な支援
しえん

がなされな

いまま孤立
こりつ

し、その状 態
じょうたい

が固定化
こていか

したり、さらに悪化
あっか

するなどが想 定
そうてい

される。 

 

【小澤
おざわ

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

・（知的
ちてき

障 害
しょうがい

をともなわない）発 達
はったつ

障 害
しょうがい

および軽度
けいど

知的
ちてき

障 害
しょうがい

では、教 育
きょういく

および

就 労
しゅうろう

の場
ば

における、いじめ、排 除
はいじょ

、偏 見
へんけん

の解 消
かいしょう

をめざした教 育
きょういく

支援
しえん

および就 労
しゅうろう

支援
しえん

。 

・痛
いた

みなどによる生 活
せいかつ

の支 障
ししょう

のともなう難 病
なんびょう

では、介護
かいご

サービス
さ ー び す

。 

○理由
りゆう

 

・実 態
じったい

調 査
ちょうさ

などによって、把握
はあく

が必 要
ひつよう

。思
おも

いつきで記載
きさい

することは困 難
こんなん

。 

・福祉
ふくし

サービス
さ ー び す

の定義
ていぎ

にもよるが、福祉
ふくし

サービス
さ ー び す

だけでなく、周 辺
しゅうへん

の人
ひと

の理解
りかい

があれ

ば、対 応
たいおう

できる問 題
もんだい

も多
おお

いのではないか。 

 

【小野
お の

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 それぞれの障 害
しょうがい

の特 性
とくせい

とそれにもとづく社 会
しゃかい

生 活 上
せいかつじょう

の困 難
こんなん

への支援
しえん

に重 点
じゅうてん

をおいた福祉
ふくし

サービス
さ ー び す

を拡 充
かくじゅう

する。 

○理由
りゆう

 

 上 記
じょうき

の障 害
しょうがい

の特 性
とくせい

は、さまざまなである。発 達
はったつ

障 害
しょうがい

は障 害
しょうがい

の程度
ていど

によって

困 難
こんなん

の度合
ど あ

いが異
こと

なり、高次
こうじ

脳
のう

機能
きのう

障 害
しょうがい

も記憶
きおく

や意識
いしき

障 害
しょうがい

に伴
ともな

う症 状
しょうじょう

はさまざ

まであり、難 病
なんびょう

は進 行 性
しんこうせい

のものも含
ふく

まれている。それゆえに、障 害
しょうがい

の特 性
とくせい

とそ

れに伴
ともな

う社 会
しゃかい

生 活 上
せいかつじょう

の困 難
こんなん

は、個別性
こべつせい

を特 徴
とくちょう

とするため、それらに応
おう

じた

社 会 的
しゃかいてき

支援
しえん

体 制
たいせい

が必 要
ひつよう

である。 
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【門屋
かどや

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 最 低
さいてい

でも現 在
げんざい

自立
じりつ

支援法
しえんほう

等
とう

で 提 供
ていきょう

している福祉
ふくし

サービス
さ ー び す

が必 要
ひつよう

。 

 基本
きほん

は相 談
そうだん

支援
しえん

の対 象
たいしょう

として支援
しえん

を始
はじ

めることです。特
とく

に軽度
けいど

の知的
ちてき

障 害 者
しょうがいしゃ

や高次
こうじ

脳
のう

、難 病
なんびょう

の方
かた

には障 害
しょうがい

受 容
じゅよう

や福祉
ふくし

への抵 抗 感
ていこうかん

のある人
ひと

の問 題
もんだい

や、自分
じぶん

でいろいろ考
かんが

え行 動
こうどう

できることなどから、相 談
そうだん

支援
しえん

というサービス
さ ー び す

によって、

本 人
ほんにん

の力
ちから

を引
ひ

き出
だ

し、困
こま

っていることに寄
よ

り添
そ

いながら時間
じかん

をかけて解 決
かいけつ

してい

く支援
しえん

が必 要
ひつよう

です。当 然
とうぜん

、具体的
ぐたいてき

な制度
せいど

利用
りよう

(福祉
ふくし

サービス
さ ー び す

/現 行
げんこう

の自立
じりつ

支援法
しえんほう

と

社 会
しゃかい

保 障
ほしょう

制度
せいど

全 般
ぜんぱん

等
とう

)と制度
せいど

があっても利用
りよう

ができない、資源
しげん

が具体的
ぐたいてき

に無
な

いと

すればインフォーマル
い ん ふ ぉ ー ま る

資源
しげん

サービス
さ ー び す

を探
さが

して提 供
ていきょう

すること。資源
しげん

開 発
かいはつ

に取
と

り組
く

む

ことです。障 害
しょうがい

特 性
とくせい

からサービス
さ ー び す

内 容
ないよう

は医 療
いりょう

サービス
さ ー び す

との連 携
れんけい

が多
おお

くなる

分野
ぶんや

であり多岐
た き

に渡
わた

るため、障 害 者
しょうがいしゃ

ケアマネジメント
け あ ま ね じ め ん と

の対 象
たいしょう

として支援
しえん

すべき人
ひと

も多
おお

く感
かん

じられます。 

○理由
りゆう

 

 安 心
あんしん

な地域
ちいき

生 活
せいかつ

支援
しえん

の継 続
けいぞく

が必 要
ひつよう

で、福祉
ふくし

サービス
さ ー び す

だけではなく医 療
いりょう

・労 働
ろうどう

などとの連 携
れんけい

支援
しえん

が福祉的
ふくしてき

サービス
さ ー び す

として重 要
じゅうよう

です。連 携
れんけい

の 要
かなめ

として障 害 者
しょうがいしゃ

ケアマネジャ
け あ ま ね じ ゃ

ーが本 人
ほんにん

のニーズ
に ー ず

を満
み

たすために必 要
ひつよう

な福祉
ふくし

サービス
さ ー び す

がどのような

ものであるべきかを検 討
けんとう

し結
むす

び付
つ

け、無
な

ければ開 発
かいはつ

を考
かんが

えなければならない

領 域
りょういき

と考
かんが

えます。具体的
ぐたいてき

に多様
たよう

な福祉
ふくし

サービス
さ ー び す

とともに平 行
へいこう

継 続
けいぞく

して必 要
ひつよう

な

支援
しえん

として相 談
そうだん

支援
しえん

の人 材
じんざい

確保
かくほ

が必 要
ひつよう

です。 

 

【川 崎
かわさき

（洋
よう

）委員
いいん

】 

○結論 

 身 体 的
しんたいてき

介護
かいご

支援
しえん

だけでなく、学 習
がくしゅう

、コミュニケーション
こ み ゅ に け ー し ょ ん

、医 療
いりょう

、就 労
しゅうろう

など個人
こじん

のニーズ
に ー ず

に添った
そ っ た

サービス
さ ー び す

連 携
れんけい

支援
しえん

の体 制
たいせい

。 

○理由 

 谷間
たにま

の な い サービス
さ ー び す

提 供
ていきょう

に は 、 個別的
こべつてき

な サービス
さ ー び す

の 提 供
ていきょう

が 必 要
ひつよう

。

ケアマネジメント
け あ ま ね じ め ん と

を制度化
せいどか

し、人 材
じんざい

育 成
いくせい

も必 要
ひつよう

。 
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【北 浦
きたうら

委員
いいん

】 

○結論 

 支援
しえん

の狭間
はざま

を 生
しょう

じないようにするためには、障 害
しょうがい

種 別
しゅべつ

に関 係
かんけい

なく支援
しえん

が 行
おこな

われる 制
せいど

度とする必 要
ひつよう

があるとともに、 障 害
しょうがい

特 性
とくせい

に適 合
てきごう

する必 要
ひつよう

な支援
しえん

の

内 容
ないよう

は何
なに

かを精査
せいさ

、理解
りかい

し、サービス体 系
たいけい

を組立
くみた

てること。 

○理由 

 どのような 障 害
しょうがい

を持った
も っ た

人
ひと

たちでも、必 要
ひつよう

とするサービスを受ける
う   

ことが出来
で き

るようなシステムが用意
ようい

されなければ、狭間
はざま

はなくならないからである。   

 

【君 塚
きみづか

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 レスパイト
れ す ぱ い と

としての短期
たんき

入 所
にゅうしょ

、専門家
せんもんか

による訪 問
ほうもん

支援
しえん

(家庭
かてい

・保育
ほいく

園
えん

・学 校
がっこう

)、

ペアレントトレーニング
ぺ あ れ ん と と れ ー に ん ぐ

や各 障 害
かくしょうがい

に関
かん

する講 演 会
こうえんかい

などの啓 蒙 的
けいもうてき

な支援
しえん

 

○理由
りゆう

 

 家族
かぞく

支援
しえん

の 柱
はしら

として基本
きほん

となるものと、 新
あら

たなニード
に ー ど

の 開 発
かいはつ

に 応
おう

じた福祉
ふくし

サポート
さ ぽ ー と

を構 築
こうちく

してゆくことが望
のぞ

まれる。 

 

【近 藤
こんどう

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 既存
きそん

の福祉
ふくし

サービス
さ ー び す

の利用
りよう

を可能
かのう

とするとともに、障 害
しょうがい

特 性
とくせい

に応
おう

じて必 要
ひつよう

な

サービス
さ ー び す

を検
けん

証
しょう

し、創 設
そうせつ

することも求
もと

められる。例
たと

えば、相 談
そうだん

支援
しえん

のより一 層
いっそう

の強 化
きょうか

やコミュニケーション
こ み ゅ に け ー し ょ ん

支援
しえん

、見守
みまも

り支援
しえん

等
とう

が考
かんが

えられる。 

○理由
りゆう

 

 これまで、福祉
ふくし

サービス
さ ー び す

を利用
りよう

できずにいた人
ひと

びとのニーズ
に ー ず

をまず、把握
はあく

すること

が重 要
じゅうよう

である。 

 

【齋 藤
さいとう

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 狭間
はざま

にいた人
ひと

たちだけに必 要
ひつよう

なサービスという考
かんが

え方
かた

ではなく、普通
ふつう

に社 会
しゃかい

生 活
せいかつ

を送
おく

るにあたって、社 会 的
しゃかいてき

に不利益
ふりえき

をこうむっている部分
ぶぶん

をなくする社 会 的
しゃかいてき
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サービスを普遍的
ふへんてき

に提
つつみ

供
きょう

することを考
かんが

えていくべきである。 

 

【佐野
さ の

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 総 合
そうごう

福祉法
ふくしほう

における聴 覚
ちょうかく

障 害 者
しょうがいしゃ

の定義
ていぎ

や範囲
はんい

を、障 害 者
しょうがいしゃ

権利
けんり

条 約
じょうやく

に基
もと

づい

て、国 際 的
こくさいてき

基 準
きじゅん

に基
もと

づいて定
さだ

め、谷間
たにま

の障 害
しょうがい

である中
なか

等 度
とうたび

難 聴
なんちょう

以 上
いじょう

の方 々
かたがた

が福祉
ふくし

のサービス対 象
たいしょう

から排 除
はいじょ

されないサービス体 系
たいけい

を構 築
こうちく

するべきです。 

 障 害
しょうがい

受 容
じゅよう

、個人
こじん

の尊 厳
そんげん

や自立
じりつ

、自律
じりつ

によるサービスを受
う

けるための自己
じ こ

決 定
けってい

や

自己
じ こ

選 択
せんたく

が可能
かのう

となるコミュニケーション等
とう

訓 練
くんれん

事 業
じぎょう

のサービスが必 要
ひつよう

です。 

○理由
りゆう

 

 難 聴 者
なんちょうしゃ

は聴 力
ちょうりょく

程度
ていど

による生 活 上
せいかつじょう

の困
こま

難
かた

さ、不便
ふべん

さに大
おお

きな差異
さ い

はありません。

高度
こうど

難 聴
なんちょう

以 上
いじょう

の障 害
しょうがい

認 定
にんてい

基 準
きじゅん

は国 際
こくさい

基 準
きじゅん

とはかけ離
はな

れた、難 聴 者
なんちょうしゃ

の生 活
せいかつ

実 感
じっかん

、実 態
じったい

と大
おお

きくかけ離
はな

れたものとなっている。これが身 体
しんたい

障 害 者
しょうがいしゃ

福祉法
ふくしほう

施行
しこう

から現 在
げんざい

まで継 続
けいぞく

されていることは、難 聴 者
なんちょうしゃ

の福祉
ふくし

を永
なが

い間
あいだ

、停 滞
ていたい

させて

いた大
おお

きな原 因
げんいん

である。難 聴
なんちょう

当事者
とうじしゃ

は、自
みずか

らの障 害
しょうがい

を受
う

け入
い

れることもできず、

社 会
しゃかい

からも援護
えんご

、支援
しえん

も受
う

けられないことで、自立
じりつ

や自律
じりつ

を妨
さまた

げられてきた。 

 

【清水
しみず

委員
いいん

】 

○結論 

 実
じつ

対 応 型
たいおうがた

相 談
そうだん

支援
しえん

の 拡 大
かくだい

充 実
じゅうじつ

（ 支 援 中
しえんちゅう

の支援
しえん

としての 相 談
そうだん

支援
しえん

）
｝

と

パーソナル
ぱ ー そ な る

な支援
しえん

と接 合
せつごう

させた支援
しえん

。 

○理由 

 相 談
そうだん

支援
しえん

、関 係
かんけい

調 整
ちょうせい

、エンパワーメント
え ん ぱ わ ー め ん と

支援
しえん

、権利
けんり

擁護
ようご

支援
しえん

との連 続 性
れんぞくせい

に

基づいた
もと

パーソナル
ぱ ー そ な る

支援
しえん

が必 要
ひつよう

。その人
ひと

の生きづらさ
い

を受けとめ
う

、その人
ひと

のことを

思って
おも

その時 々
ときどき

に応じて
おう

その人
ひと

らしく生きて
い

いくことを応 援
おうえん

していける仕組み
 しく

が

必 要
ひつよう

。 

 

【竹 端
たけばた

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 まいにちのくらしの支
ささ

え（生 活
せいかつ

の支援
しえん

）と、「○○したい」をかなえるための支
ささ

え
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（社 会
しゃかい

参加
さんか

の支援
しえん

） 

○理由
りゆう

 

 ○○ 障
しょう

がいだから、この支
ささ

えはいる・いらない、と決
き

められない。上
うえ

の二
ふた

つの支
ささ

えは、どんな 障
しょう

がいの人
ひと

であっても 共
きょう

つうする、福祉
ふくし

にもとめられている支
ささ

えで

ある。 

 

【田中
たなか

（伸
のぶ

）委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 自
みずか

ら意思
い し

決 定
けってい

することについて障 害
しょうがい

がある場合
ばあい

には、意思
い し

決 定
けってい

補助
ほじょ

等
とう

の支援
しえん

を

行
おこな

う必 要
ひつよう

があり、また、継 続 的
けいぞくてき

な相 談
そうだん

支援
しえん

を行
おこな

って、本 人
ほんにん

の意思
い し

やニーズ
に ー ず

を

確 認
かくにん

し、必 要
ひつよう

があれば支援
しえん

計 画
けいかく

を変 更
へんこう

していくことが重 要
じゅうよう

になる。なお、具体的
ぐたいてき

に必 要
ひつよう

な支援
しえん

については、十 分
じゅうぶん

に障 害
しょうがい

当事者
とうじしゃ

、家族
かぞく

等
とう

の意見
いけん

を聞
き

き取
と

る必 要
ひつよう

が

ある。 

○理由
りゆう

 

 障 害 者
しょうがいしゃ

が個人
こじん

として尊 重
そんちょう

されるためには、障 害 者
しょうがいしゃ

個人
こじん

の意思
い し

が尊 重
そんちょう

されなけ

ればならない。そのためには、障 害
しょうがい

特 性
とくせい

を理解
りかい

した相 談
そうだん

支援員
しえんいん

が、十 分
じゅうぶん

に障 害 者
しょうがいしゃ

本 人
ほんにん

の意思
い し

を確 認
かくにん

する必 要
ひつよう

がある。そして、この意思
い し

決 定
けってい

の前 提
ぜんてい

としては、複 数
ふくすう

の選択肢
せんたくし

が用意
ようい

される必 要
ひつよう

がある。 

 

【田中
たなか

（正
まさ

）委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 支援
しえん

の狭間
はざま

にいる人
ひと

が困
こま

ったときに適 切
てきせつ

な支援
しえん

に結
むす

びつけられるよう「相 談
そうだん

支援
しえん

」「ピアサポート
ぴ あ さ ぽ ー と

」などにより、社 会
しゃかい

から阻害
そがい

されることく在 宅
ざいたく

支援
しえん

を得
え

て生 活
せいかつ

基盤
きばん

を確保
かくほ

すること。基本
きほん

となる、個別
こべつ

支援
しえん

計 画
けいかく

の活 用
かつよう

が重 要
じゅうよう

。「地域
ちいき

」に年 齢
ねんれい

に関
かか

わらず何
なに

でも相 談
そうだん

ができる情 報
じょうほう

提 供
ていきょう

・相 談
そうだん

支援
しえん

センタ
せ ん た

ーがあり、地域
ちいき

で

生 活
せいかつ

を始
はじ

める際
さい

に課題
かだい

を持
も

つ本 人
ほんにん

とその家族
かぞく

の暮
く

らしの始
はじ

まりに必 要
ひつよう

な支援
しえん

を

整
ととの

える。障 害
しょうがい

のある人
ひと

の人 生
じんせい

の課題
かだい

（社 会
しゃかい

参加
さんか

の場
ば

、暮
く

らしの場
ば

の確保
かくほ

がされ、

余暇
よ か

が得
え

られるためのケアサポータ
け あ さ ぽ ー た

ーを持
も

つことなど）を踏
ふ

まえたサービス
さ ー び す

環 境
かんきょう

につ

なげる支援
しえん

の始
はじ

まりとして位置
い ち

づける。 

○理由
りゆう
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 支援
しえん

の狭間
はざま

にいる人
ひと

たち（だけでは無
な

いが…）の問 題
もんだい

は、活
い

き活
い

き生 活
せいかつ

している

人
ひと

と、そうでない人
ひと

の差
さ

が大
おお

きいことにある。支援
しえん

が必 要
ひつよう

となる入
い

り口
ぐち

で、窓 口
まどぐち

対 応
たいおう

でよくわかってない担 当 者
たんとうしゃ

に門 前 払
もんぜんばら

いにされ、そのまま時間
じかん

が止
と

まる人
ひと

。特
とく

に本 人
ほんにん

の日 常
にちじょう

の 要
かなめ

となる者
もの

が、家族
かぞく

の場合
ばあい

、多
おお

くの方
かた

が、すべての時間
じかん

を介護
かいご

に

当
あ

てざるを得
え

ず、自分
じぶん

のための時間
じかん

を持
も

つことがまったくできなくなり、余裕
よゆう

が無
な

くな

っている。また病 気
びょうき

や介護
かいご

の疲
つか

れで動
うご

けなくなりサービス
さ ー び す

の手続
てつづ

きや交 渉
こうしょう

に出向
で む

け

ない場合
ばあい

があり、第 三 者
だいさんしゃ

による支援
しえん

を原 則
げんそく

として整
ととの

える事
こと

は急 務
きゅうむ

である。 

 

【中 西
なかにし

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 その日
ひ

にニーズ
に ー ず

があればその日
ひ

にサービス
さ ー び す

が使
つか

えるしくみを構 築
こうちく

する必 要
ひつよう

があ

る。ニーズ
に ー ず

に基
もと

づくサービス
さ ー び す

支 給
しきゅう

をすべきである 

○理由
りゆう

 

 従 来
じゅうらい

のメディカルモデル
め で ぃ か る も で る

にのる 判 定
はんてい

ではサービス
さ ー び す

対 象 者
たいしょうしゃ

とみられない

障 害 者
しょうがいしゃ

、 難 病
なんびょう

など 状 態
じょうたい

よっては良
よ

くなったり悪
わる

くなったりするのが本 来
ほんらい

の

状 況
じょうきょう

なので、従 来
じゅうらい

の 6ヶ月
かげつ

障 害
しょうがい

が固定
こてい

しているのという判 定
はんてい

基 準
きじゅん

としては

全
まった

く 使
つか

えない。その日
ひ

にニーズ
に ー ず

があればその日
ひ

にサービス
さ ー び す

が 必 要
ひつよう

である。

高次機能障害
こうじきのうしょうがい

においても医 療 的
いりょうてき

なデータ
で ー た

として脳
のう

障 害
しょうがい

が認 定
にんてい

されなくても

現 実
げんじつ

の生 活
せいかつ

で頭痛
ずつう

がするといった理由
りゆう

でサービス
さ ー び す

を必 要
ひつよう

とすることがある。 

 

【中 原
なかはら

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 障 害
しょうがい

当事者
とうじしゃ

主 体
しゅたい

のサービス
さ ー び す

となるよう、生 活
せいかつ

実 態
じったい

や自立
じりつ

・社 会
しゃかい

参加
さんか

の視点
してん

に

基づいた
もと     

サービス
さ ー び す

が必 要
ひつよう

である。そのためには、ニーズ
に ー ず

調 査
ちょうさ

を 行 う
おこな  

必 要
ひつよう

がある。 

○理由
りゆう

 

 介護
かいご

を重 視
じゅうし

したサービス
さ ー び す

に特化
とっか

することなく、ケアマネジメント
け あ ま ね じ め ん と

を前 提
ぜんてい

とした

個々
こ こ

人
じん

の 障 害
しょうがい

特 性
とくせい

に応じた
おう  

サービス
さ ー び す

体 系
たいけい

とする必 要
ひつよう

がある。 
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【西 滝
にしたき

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 障 害 者
しょうがいしゃ

の範囲
はんい

を包 括
ほうかつ

規定
きてい

にすることにより、支援
しえん

の狭間
はざま

の障 害 者
しょうがいしゃ

の福祉
ふくし

制度
せいど

利用
りよう

を可能
かのう

にすべきである。また、高次
こうじ

脳
のう

機能
きのう

障 害 者
しょうがいしゃ

の記憶
きおく

訓 練
くんれん

・認知
にんち

リハビリテーション
り は び り て ー し ょ ん

・デイケア
で い け あ

など、狭間
はざま

にいた人
ひと

たちに新
あら

たに必 要
ひつよう

な事 業
じぎょう

を整備
せいび

するべきである。 

 各 障 害 者
かくしょうがいしゃ

に必 要
ひつよう

な福祉
ふくし

サ
さ

－ビス
び す

(社 会
しゃかい

資源
しげん

)を整備
せいび

する道 筋
みちすじ

をつくれるよう

検 討
けんとう

する必 要
ひつよう

がある。 

 ろう重 複
ちょうふく

障 害 者
しょうがいしゃ

など、重 複
ちょうふく

障 害 者
しょうがいしゃ

についても、単
たん

に障 害
しょうがい

の組
く

み合
あ

わせでは

なく、重 複
ちょうふく

することで特 別
とくべつ

なニーズ
に ー ず

を持
も

つことを十 分
じゅうぶん

に配 慮
はいりょ

する必 要
ひつよう

がある。 

 

【野原
のはら

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 難 病
なんびょう

については…さまざま実 態
じったい

への対 応
たいおう

が求
もと

められる。 

１．福祉
ふくし

・医 療
いりょう

・介護
かいご

など既存
きそん

の諸制度
しょせいど

（新
しん

も含
ふく

め）の啓 発
けいはつ

・利
り

活 用
かつよう

・相 談
そうだん

・

調 整
ちょうせい

・支援
しえん

機関
きかん

の設置
せっち

…医 療
いりょう

との関
かか

わりなどで一 般 的
いっぱんてき

に理解
りかい

されていない一部
いちぶ

事例
じれい

を次
つぎ

にあげてみる。 

（１）進 行
しんこう

の早
はや

い難 病
なんびょう

は、現 状
げんじょう

の福祉
ふくし

・医 療
いりょう

制度
せいど

ではそのテンポに支援
しえん

が追
お

い

付
つ

かない事例
じれい

が多
おお

くある。 

（２）医師
い し

の診 断 書
しんだんしょ

が患 者
かんじゃ

の実 態
じったい

とかけ離
はな

れて表 記
ひょうき

される場合
ばあい

がかなりある。 

（３）「難 病
なんびょう

」と診 断
しんだん

された直 後
ちょくご

（数ヶ月
すうかげつ

～2年
ねん

くらい）は、既存
きそん

の制度
せいど

が分
わ

か

らずに諸制度
しょせいど

の利用
りよう

が困 難
こんなん

になる事例
じれい

が多
おお

い。同
おな

じ状 況
じょうきょう

でありながら、

入 院
にゅういん

期 間 中
きかんちゅう

、身 障
しんしょう

・介護
かいご

などの他
ほか

の制度
せいど

利用
りよう

について、当事者
とうじしゃ

が知
し

らずに

制度
せいど

利用
りよう

ができる施設
しせつ

（病 院
びょういん

等
とう

が教
おし

えてくれる）とそうでない所
ところ

がある。

当事者
とうじしゃ

の「逸 失
いっしつ

利益
りえき

」が取
と

り返
かえ

せない場合
ばあい

もある。こういう状 況
じょうきょう

を救 済
きゅうさい

す

るには、確 定
かくてい

診 断
しんだん

をした直 後
ちょくご

の施設
しせつ

が、制度
せいど

利用
りよう

について丁 寧
ていねい

な説 明
せつめい

をす

ることを義務化
ぎ む か

（損 害
そんがい

賠 償
ばいしょう

も発 生
はっせい

する）することが大 切
たいせつ

である。 

 申 請
しんせい

主義
しゅぎ

の弊 害
へいがい

でもあるが、この種
しゅ

の問 題
もんだい

の解 決
かいけつ

には医 療
いりょう

機関
きかん

の代理
だいり

申 請
しんせい

などの制度
せいど

も考
かんが

える必 要
ひつよう

がある。 

（４）医師
い し

、医 療
いりょう

関 係 者
かんけいしゃ

が福祉
ふくし

制度
せいど

についての認 識
にんしき

にかなりの格差
かくさ

があり、



12 

 

診 断 書
しんだんしょ

が福祉
ふくし

制度
せいど

利用
りよう

について必 要
ひつよう

事項
じこう

記載
きさい

をしない場合
ばあい

がある。…医 療
いりょう

関 係 者
かんけいしゃ

への福祉
ふくし

制度
せいど

の啓 発
けいはつ

が必 要
ひつよう

 

（５）病 気
びょうき

の名 称
めいしょう

や原 因
げんいん

・治 療 法
ちりょうほう

が分
わ

からず、保険外
ほけんがい

の治 療
ちりょう

・薬
くすり

のために、

それぞれ異
こと

なる困 難
こんなん

を抱
かか

えながら、高 額
こうがく

の療 養 費
りょうようひ

に苦
くる

しむ疾 患
しっかん

が数 千
すうせん

ある。  

（６）これらの解 決
かいけつ

に、他
ほか

関 係
かんけい

機関
きかん

・専門家
せんもんか

などと効果的
こうかてき

に連 携
れんけい

する「相 談
そうだん

支援
しえん

センター」を拡 充
かくじゅう

したくさん設 立
せつりつ

することが有 用
ゆうよう

である。 

２．個別
こべつ

のニーズにきめ 細
こま

かく寄
よ

り添
そ

うサービス（ 重 篤
じゅうとく

患 者
かんじゃ

と 中 等 度
ちゅうとうど

の…

進 行 性
しんこうせい

障 害
しょうがい

）が必 要
ひつよう

である。 

 難治性
なんじせい

疾 患
しっかん

「難 病
なんびょう

」という概 念
がいねん

は、身 体
しんたい

・知的
ちてき

・精 神
せいしん

・発 達
はったつ

障 害
しょうがい

・それ

以外
いがい

の認知
にんち

されていない障 害
しょうがい

をすべて含
ふく

んでいる。それぞれの障 害
しょうがい

特 性
とくせい

に見合
み あ

った支援
しえん

が当 然
とうぜん

必 要
ひつよう

である。 

３．通 院
つういん

介 助
かいじょ

や移動
いどう

支援
しえん

を福祉
ふくし

サービスとして難 病
なんびょう

・長 期
ちょうき

慢 性
まんせい

疾 患
しっかん

患 者
かんじゃ

に

適 用
てきよう

すること。また、独 居
どっきょ

老 人
ろうじん

や老
ろう

老介護
ろうかいご

などで患 者
かんじゃ

が通 院
つういん

に困 難
こんなん

を来
きた

す

場合
ばあい

の通 院
つういん

介 助
かいじょ

も必 要
ひつよう

。 

 その他
た

、在 宅
ざいたく

での日 常
にちじょう

生 活
せいかつ

介 助
かいじょ

も長 期
ちょうき

慢 性
まんせい

疾 患
しっかん

患 者
かんじゃ

には必 要
ひつよう

。 

○理由
りゆう

 

 具体的
ぐたいてき

事例
じれい

についてみると以下
い か

（１）（２） 

（１）通 院
つういん

介 助
かいじょ

を必 要
ひつよう

とする場合
ばあい

 

 肝 炎 増
かんえんぞう

悪期
あくき

には、肝
かん

庇護剤
ひござい

などの静 脈
じょうみゃく

注 射
ちゅうしゃ

を週
しゅう

３回
かい

必 要
ひつよう

とする場合
ばあい

が

ある。そのような場合
ばあい

、かかりつけ医
い

までの通 院
つういん

距離
きょり

が遠
とお

い場合
ばあい

、車
くるま

などで

の送
おく

り迎
むか

えなどを必 要
ひつよう

とする場合
ばあい

、また、インターフェロン治 療
ちりょう

なども、週
しゅう

１回
かい

もしくは３回
かい

の注 射
ちゅうしゃ

で通 院
つういん

が必 要
ひつよう

な場合
ばあい

、医 療
いりょう

機関
きかん

までの距離
きょり

が遠
とお

い場合
ばあい

、通 院
つういん

が困 難
こんなん

な患 者
かんじゃ

に対
たい

する通 院
つういん

介 助
かいじょ

が必 要
ひつよう

となる。 

（２）肝
かん

硬 変
こうへん

などで、肝 性
かんせい

脳 症
のうしょう

や腹 水
ふくすい

が貯 留
ちょりゅう

し、日 常
にちじょう

生 活
せいかつ

が困 難
こんなん

になる

場合
ばあい

の通 院
つういん

や日 常
にちじょう

生 活
せいかつ

介 助
かいじょ

が必 要
ひつよう

になる場合
ばあい

がある。 

 

【橋本
はしもと

委員
い い ん

】 

○結論
けつろん

 

 利用者
りようしゃ

の個別性
こべつせい

を重視
じゅうし

するため、支援
し え ん

経験
けいけん

のある介護者
かいごしゃ

とパーソナルアシスタント
ぱ ー そ な る あ し す た ん と

の
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双方
そうほう

の組
く

み合
あ

わせによるサービス
さ ー び す

が望
のぞ

ましい。 

○理由
り ゆ う

 

 障害
しょうがい

の特殊性
とくしゅせい

を理解
り か い

するため、同時
ど う じ

に本人
ほんにん

のニーズ
に ー ず

に柔軟
じゅうなん

に対応
たいおう

できるため。 

 

【 東 川
ひがしがわ

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 高次
こうじ

脳
のう

機能
きのう

障 害
しょうがい

に必 要
ひつよう

な福祉
ふくし

サービスとは、①医 療
いりょう

・リハビリテーションと

福祉
ふくし

サービスが接 合
せつごう

したシステムが必 要
ひつよう

であること、②自
みずか

ら生 活
せいかつ

行為
こうい

を遂 行
すいこう

で

きるよう促 進
そくしん

、見守
みまも

りをする新
あら

たな援 助
えんじょ

、③就 労
しゅうろう

に定 着
ていちゃく

できるよう職 業
しょくぎょう

関 係
かんけい

機関
きかん

と連 動
れんどう

した生 活 面
せいかつめん

でのサポート、④家族
かぞく

の心理的
しんりてき

・経 済 的
けいざいてき

負担
ふたん

をアセスメ

ントし、その支援
しえん

をおこなうこと、などが挙
あ

げられる。 

 難 病
なんびょう

､発 達
はったつ

障 害
しょうがい

、軽度
けいど

知的
ちてき

障 害
しょうがい

についてもその生 活
せいかつ

実 態
じったい

にもとづき必 要
ひつよう

な

支援
しえん

を調
しら

べ、地域
ちいき

にある支援
しえん

が利用
りよう

できるように、支援
しえん

の仕組
し く

みを充 実
じゅうじつ

させる。 

（前 提
ぜんてい

は、法
ほう

の障 害
しょうがい

定義
ていぎ

や範囲
はんい

から排 除
はいじょ

されないようにすべきである） 

○理由
りゆう

 

 高次
こうじ

脳
のう

機能
きのう

障 害
しょうがい

や発 達
はったつ

障 害
しょうがい

は、日 常
にちじょう

生 活
せいかつ

動作
どうさ

は自立
じりつ

していながら社 会
しゃかい

生 活
せいかつ

行為
こうい

がうまくできない場合
ばあい

があり、それらは従 来
じゅうらい

の身 体
しんたい

介護
かいご

・家事
か じ

援 助
えんじょ

と

は異
こと

なる個別的
こべつてき

対 応
たいおう

が必 要
ひつよう

な福祉
ふくし

サービスが求
もと

められるため。現 状
げんじょう

では、「支援
しえん

の狭間
はざま

にいた人
ひと

たち」への支援
しえん

も、自立
じりつ

支援法内
しえんほうない

のサービス提 供
ていきょう

事 業 所
じぎょうしょ

が担
にな

う

が、適 切
てきせつ

な後 方
こうほう

支援
しえん

やコンサルテーションを受
う

けられず試行
しこう

錯誤
さくご

の中
なか

、必
かなら

ずしも

適 切
てきせつ

な支援
しえん

が提 供
ていきょう

できていない。 

 

【福井
ふくい

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

  

 いわゆる「谷間
たにま

の 障 害
しょうがい

」は、これまで疾 患
しっかん

・機能
きのう

障 害
しょうがい

など医 療
いりょう

モデル
も で る

を

重 点
じゅうてん

にしてニーズ
に ー ず

を推 測
すいそく

してきたため、適 切
てきせつ

な福祉
ふくし

サービス
さ ー び す

が 提 供
ていきょう

されてこ

なかった。相 談
そうだん

体 制
たいせい

の整備
せいび

、本 人
ほんにん

と家族
かぞく

の希望
きぼう

をもとに、日 常
にちじょう

生 活
せいかつ

・社 会
しゃかい

生 活
せいかつ

の改 善
かいぜん

、同 年 齢
どうねんれい

の市民
しみん

の生 活
せいかつ

基 準
きじゅん

に合
あ

わせていくことなどを含
ふく

めて支援
しえん

ニーズ
に ー ず

を決 定
けってい

し、対 応
たいおう

策
さく

を検 討
けんとう

、緊 急
きんきゅう

に実施
じっし

していく必 要
ひつよう

がある。 

○理由
りゆう
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 まず、これらの 障 害
しょうがい

別
べつ

の人
ひと

たちの福祉
ふくし

要 求
ようきゅう

の徹 底
てってい

した聞
き

き取
と

りと検 討
けんとう

、

実 現
じつげん

に至 急
しきゅう

取
と

り組
く

むべきであり、日々
ひ び

の生 活
せいかつ

の困 難
こんなん

を早 急
さっきゅう

に取
と

り除
のぞ

いていく

ことに全 力
ぜんりょく

をあげるべきである。その際
さい

、とにかく法
ほう

の狭間
はざま

に置
おき

かれてきた私
わたし

た

ち、全 国
ぜんこく

100万 人
まんにん

のてんかんのある人
ひと

たちの福祉
ふくし

サービス
さ ー び す

についても、検 討
けんとう

の

対 象
たいしょう

にしていただきたい。 

 

【藤井
ふじい

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 本 法
ほんほう

における障 害 者
しょうがいしゃ

の定義
ていぎ

や範囲
はんい

を、障 害 者
しょうがいしゃ

権利
けんり

条 約
じょうやく

に基
もと

づいて幅 広
はばひろ

く定
さだ

めたうえで、特 定
とくてい

の障 害 者
しょうがいしゃ

が排
はい

除
じょ

されないサービス体 系
たいけい

を構 築
こうちく

すべきである。 

○理由
りゆう

 

 権利
けんり

条 約
じょうやく

の障 害
しょうがい

及
およ

び障 害 者
しょうがいしゃ

の概 念
がいねん

は、特 定
とくてい

の障 害 者
しょうがいしゃ

を排
はい

除
じょ

しないもので

あり、サービス体 系
たいけい

のあり方
かた

や、具体的
ぐたいてき

な福祉
ふくし

サービスの設 計
せっけい

にあたっても、こ

れとの整 合 性
せいごうせい

を保
たも

つべきであるため。 

 

【藤 岡
ふじおか

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 「社 会
しゃかい

の 障 害
しょうがい

への無理解
むりかい

を改 善
かいぜん

請 求
せいきゅう

する権利
けんり

」を保 障
ほしょう

する。 

 権利
けんり

擁護者
ようごしゃ

は本 人
ほんにん

の有
ゆう

する当 該
とうがい

権利
けんり

を支援
しえん

する立場
たちば

に立
た

つ。 

 現 状
げんじょう

では極
きわ

めて 不 十 分
ふじゅうぶん

なジョブコーチやジョブコーディネーター制度
せいど

を

充 実
じゅうじつ

させる。 

○理由
りゆう

 

 共 通
きょうつう

項
こう

として、「周 囲
しゅうい

に 障 害
しょうがい

が理解
りかい

され難
がた

い」ことから適 切
てきせつ

な支援
しえん

がなさ

れず、また周 囲
しゅうい

の無理解
むりかい

に起因
きいん

して社 会
しゃかい

参加
さんか

が阻
はば

まれ、本 人
ほんにん

が対 人
たいじん

ストレス等
など

を感じて
かんじて

益 々
ますます

社 会
しゃかい

参加
さんか

出来
で き

難
がた

くなるという 悪 循 環
あくじゅんかん

がある。 

 まさに「 障 害
しょうがい

の社 会
しゃかい

モデル」とは 障 害
しょうがい

の本 質
ほんしつ

が社 会
しゃかい

の側
がわ

の無理解
むりかい

にあり、

障 害 者
しょうがいしゃ

支援
しえん

とは 社 会
しゃかい

の 側
がわ

こそ 変 革
へんかく

する 必 要
ひつよう

があることを 表
あらわ

す 典 型 的
てんけいてき

局 面
きょくめん

である。 

 



15 

 

【増田
ますだ

委員
いいん

】 

○結論 

 必 要
ひつよう

な福祉
ふくし

サービス
さ ー び す

について，それぞれの 障 害
しょうがい

や疾 病
しっぺい

のある人
ひと

の実 態
じったい

に

基づき
もとづき

，ニーズ
に ー ず

を把握
はあく

する必 要
ひつよう

がある．同時
どうじ

にすでに地域
ちいき

にある福祉的
ふくしてき

な支援
しえん

が利用
りよう

できるように， 従 来
じゅうらい

の支援
しえん

体 制
たいせい

の 充 実
じゅうじつ

を図る
はかる

． 

○理由 

 1
１

人
にん

1
１

人
にん

の 障 害
しょうがい

や疾 病
しっぺい

は幅広く
はばひろく

，個別的
こべつてき

な対 応
たいおう

が必 要
ひつよう

である．それぞれの

障 害
しょうがい

ごとに新た
あらた

な支援
しえん

体 制
たいせい

をつくるのではなく，現 状
げんじょう

の社 会
しゃかい

資源
しげん

を 充 実
じゅうじつ

さ

せることで，谷間
たにま

にいた人
ひと

，止む
や む

なく在 宅
ざいたく

でいる人
ひと

たちの支援
しえん

を進めて
すすめて

いく． 

 

【三浦
みうら

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 現 在
げんざい

のサービス
さ ー び す

利用
りよう

対 象 者
たいしょうしゃ

と 同 様
どうよう

に、 必 要
ひつよう

なサービス
さ ー び す

が受けられる
う    

よう

整 合
せいごう

を図 る
はか  

べき。具体的
ぐたいてき

には、生 活
せいかつ

支援
しえん

（医 療 的
いりょうてき

なケア
け あ

を含む）、社 会
しゃかい

参加
さんか

支援
しえん

、

就 労
しゅうろう

支援
しえん

、相 談
そうだん

支援
しえん

、経 済 的
けいざいてき

支援
しえん

等
とう

が総 合 的
そうごうてき

に 提 供
ていきょう

される必 要
ひつよう

がある。

また、 障 害
しょうがい

特 性
とくせい

による支援
しえん

の「個別性
こべつせい

」と、支援
しえん

提 供
ていきょう

体 制
たいせい

の検 討
けんとう

、対 応
たいおう

スキル
す き る

を持つ
も  

「専 門 性
せんもんせい

」の 向 上
こうじょう

等
とう

があわせて検 討
けんとう

されるべきである。 

○理由
りゆう

 

 発 達
はったつ

障 害
しょうがい

、高次
こうじ

脳
のう

機能
きのう

障 害
しょうがい

、 難 病
なんびょう

、軽度
けいど

知的
ちてき

障 害
しょうがい

等
とう

の新 た
あら  

な支援
しえん

の

対 象
たいしょう

となる人 々
ひとびと

が、地域
ちいき

で適 切
てきせつ

に、また、 良 質
りょうしつ

な支援
しえん

を受ける
う   

ことのできる

体 制
たいせい

を 整 え る
ととの     

必 要
ひつよう

があるため。 

 

【光 増
みつます

委員
いいん

】 

○結
けつ

論
ろん

 

 現
げん

状
じよう

では、居
きよ

宅
たく

介
かい

護
ご

、グループホーム、ケアホーム、短
たん

期
き

入
にゆう

所
しよ

と通
つう

所
しよ

の日
につ

中
ちゆう

活
かつ

動
どう

、 就
しゆう

労
ろう

の支
し

援
えん

等
とう

が必
ひつ

要
よう

な福
ふく

祉
し

サービスである。 

 １８歳
さい

未
み

満
まん

の人
ひと

でも一
いち

時
じ

的
てき

にグループホーム等
とう

の利
り

用
よう

が必
ひつ

要
よう

な場
ば

合
あい

は利
り

用
よう

できるようにする。 

相
そう

談
だん

支
し

援
えん

における、アセスメント機
き

能
のう

、カウンセリング（ピアカウンセリングを含
ふく

む）機
き

能
のう

、問
もん

題
だい

解
かい

決
けつ

（介
かい

入
にゆう

）機
き

能
のう

、そして、支
し

援
えん

のコーディネート機
き

能
のう

を 充
じゆう
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実
じつ

させるために、相
そう

談
だん

支
し

援
えん

機
き

能
のう

を制
せい

度
ど

的
てき

にもはっきりと位
い

置
ち

づけていく必
ひつ

要
よう

が

ある。 

○理
り

由
ゆう

 

 障
しよう

害
がい

の範
はん

囲
い

の見
み

直
なお

しは、障
しよう

害
がい

者
しや

基
き

本
ほん

法
ほう

のなかで定
てい

義
ぎ

づけがでると思
おも

うが、

障
しよう

害
がい

者
しや

手
て

帳
ちよう

を所
しよ

持
じ

しなくても、必
ひつ

要
よう

なサービスを受
う

けることができるように

する。 

例
れい

）山
やま

形
がた

県
けん

では高
こう

次
じ

脳
のう

機
き

能
のう

障
しよう

害
がい

は県
けん

が認
みと

めた医
い

師
し

の意
い

見
けん

書
しよ

があれば福
ふく

祉
し

サービス利
り

用
よう

が可
か

能
のう

。発
はつ

達
たつ

障
しよう

害
がい

も同
おな

じような仕
し

組
く

みが必
ひつ

要
よう

。 

 相
そう

談
だん

支
し

援
えん

の現
げん

状
じよう

は、市
し

町
ちよう

村
そん

格
かく

差
さ

が激
はげ

しく、既
き

存
そん

の福
ふく

祉
し

サービスで、「生
い

き

にくさ」を感
かん

じている者
もの

を、支
し

援
えん

するか、自
じ

己
こ

決
けつ

定
てい

、自
じ

己
こ

責
せき

任
にん

の中
なか

で放
ほう

置
ち

する場
ば

合
あい

もある。まずは、相
そう

談
だん

支
し

援
えん

機
き

能
のう

を 充
じゆう

実
じつ

させなければならない。 

 

【森
もり

委員
いいん

】 

○結論 

 サービス
さ ー び す

を 必 要
ひつよう

とする全て
す べ

の 障 害 者
しょうがいしゃ

のニーズ
に ー ず

にこたえられるように、

「 障 害 者
しょうがいしゃ

総 合
そうごう

福祉法
ふくしほう

」（仮 称
かしょう

）の 障 害 者
しょうがいしゃ

の定義
ていぎ

、範囲
はんい

を、 障 害 者
しょうがいしゃ

権利
けんり

条 約
じょうやく

に基づく
もとづく

ものとし、制 限
せいげん

列 挙
れっきょ

方 式
ほうしき

でなく、包 括 的
ほうかつてき

に定義
ていぎ

し、特 定
とくてい

の

障 害 者
しょうがいしゃ

が排 除
はいじょ

されないサービス
さ ー び す

体 系
たいけい

にすべきである。 

○理由 

 現 行
げんこう

制度
せいど

で生じて
し ょ う

いる 障 害
しょうがい

による制度
せいど

の谷間
たにま

をなくすためにも、 障 害 者
しょうがいしゃ

権利
けんり

条 約
じょうやく

に基づいた
も と

福祉
ふくし

サービス
さ ー び す

のあり方
かた

を考える
か ん が

べきである。 
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論 点
ろんてん

D
でぃー

-1-2) 現 行
げんこう

の介護
かいご

給 付
きゅうふ

、訓 練
くんれん

等
とう

給 付
きゅうふ

と地域
ちいき

生 活
せいかつ

支援
しえん

事 業
じぎょう

という区分
くぶん

についてどう 考
かんが

えるか？総 合
そうごう

福祉法
ふくしほう

での支援
しえん

体 系
たいけい

のあり方
かた

についてどう 考
かんが

え

るか？ 障 害 者
しょうがいしゃ

の生 活
せいかつ

構 造
こうぞう

やニード
に ー ど

に基
もと

づいた支援
しえん

体 系
たいけい

はどうあるべきと 考
かんが

えるか？  

 

【朝比奈
あさひな

委員
いいん

】 

○結論 

訪 問 型
ほうもんかた

～ホームヘルプ
ほ ー む へ る ぷ

、ガイドヘルプ
が い ど へ る ぷ

 

通 所 型
つうしょかた

～ 就 労
しゅうろう

や生 活
せいかつ

スキル
す き る

などについて一 定
いってい

の訓 練
くんれん

を受ける
う け る

タイプ
た い ぷ

／そこで

働 く
はたらく

タイプ
た い ぷ

／居場所
いばしょ

として利用
りよう

するタイプ 

宿 泊 型
しゅくはくがた

～期間
きかん

を区切って
く ぎ っ て

寝泊り
ねとまり

をするタイプ
た い ぷ

／そこで生 活
せいかつ

をするタイプ
た い ぷ

（ただし、

できるだけ小規模
しょうきぼ

とする。グループホーム
ぐ る ー ぷ ほ ー む

を想 定
そうてい

） 

○理由 

 自立
じりつ

支援法
しえんほう

のサービス
さ ー び す

体 系
たいけい

は複雑すぎる
ふくざつすぎる

ので、もっと簡素
かんそ

なものを望む
のぞむ

。 

 

【荒井
あらい

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 区分
くぶん

について、個別
こべつ

給 付
きゅうふ

とそうでないもの、全 国
ぜんこく

一 律
いちりつ

の義務的
ぎむてき

サービス
さ ー び す

と区
く

市 町 村
しちょうそん

の裁 量
さいりょう

による柔 軟
じゅうなん

な事 業
じぎょう

形 態
けいたい

によるサービス
さ ー び す

区分
くぶん

については、今後
こんご

も

必 要
ひつよう

と考
かんが

える。 

 このうち、地域
ちいき

生 活
せいかつ

支援
しえん

事 業
じぎょう

については、個別
こべつ

給 付
きゅうふ

になじむものは個別
こべつ

給付化
きゅうふか

す

るとともに特
とく

に法
ほう

で規定
きてい

する必須
ひっす

事 業
じぎょう

については適 切
てきせつ

な水 準
すいじゅん

・安 定 的
あんていてき

な事 業
じぎょう

運 営
うんえい

ができるよう、十 分
じゅうぶん

な財 政
ざいせい

措置
そ ち

を行
おこな

うべきである。（一部
いちぶ

義務的
ぎむてき

経費化
けいひか

又
また

は

補助
ほじょ

額
がく

や交付税
こうふぜい

算 定
さんてい

基 準
きじゅん

の再 検 討
さいけんとう

含
ふく

む。） 

 また、支援
しえん

体 系
たいけい

の検 討
けんとう

にあたっては、教 育
きょういく

・雇用
こよう

・医 療
いりょう

・まちづくりなど隣 接
りんせつ

分野
ぶんや

と密 接
みっせつ

な関 係
かんけい

を持
も

ち、一 体 的
いったいてき

な支援
しえん

を可能
かのう

とするような体 系
たいけい

とする。更
さら

に

いうと、現 在
げんざい

の「介護
かいご

給 付
きゅうふ

」、「訓 練
くんれん

給 付
きゅうふ

」というサービス
さ ー び す

体 系
たいけい

が介護
かいご

保険
ほけん

制度
せいど

と

の統 合
とうごう

を前 提
ぜんてい

に作
つく

られているものであり、障 害 者
しょうがいしゃ

の特 性
とくせい

に応
おう

じた真
しん

に必 要
ひつよう

な

サービス
さ ー び す

を利用
りよう

しやすい制度
せいど

となるよう検 討
けんとう

すべきであるが、一 方
いっぽう

でサービス
さ ー び す

給 付
きゅうふ

の支 給
しきゅう

決 定
けってい

の際
さい

の明 確
めいかく

な判 断
はんだん

基 準
きじゅん

や財 政
ざいせい

の裏
うら

づけが必 要
ひつよう

である。 
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○ 理由
りゆう

 

  利用者
りようしゃ

が真
しん

に必 要
ひつよう

なサービス
さ ー び す

を利用
りよう

しやすい制度
せいど

であると同時
どうじ

に、国 民
こくみん

の理解
りかい

が得
え

られ、安 定 的
あんていてき

な運 営
うんえい

が可能
かのう

な制度
せいど

を構 築
こうちく

する必 要
ひつよう

があるため。 

 

【伊澤
いざわ

委員
いいん

】 

○結論 

 「生 活
せいかつ

を支える
ささえる

支援
しえん

事 業
じぎょう

の給 付
きゅうふ

は一
いち

系 統
けいとう

でよいと思う
おもう

。介護
かいご

と訓 練
くんれん

のいずれ

かを選 択
せんたく

という 現 状
げんじょう

の構 造
こうぞう

は、人
ひと

の生 活
せいかつ

へのリアリティー
り あ り て ぃ ー

（どっちも必 要
ひつよう

）

や精 神
せいしん

障 害
しょうがい

の人
ひと

たちのもつ揺らぎ
ゆ ら ぎ

を基本
きほん

とする特 性
とくせい

（可 変 性 強
かへんせいつよし

）に対 応
たいおう

して

いないとも思う
おもう

。「生 活
せいかつ

支援
しえん

」という枠
わく

の中
なか

で、色 々
いろいろ

なサービス
さ ー び す

が有る
あ る

と良い
よ い

と思う
おもう

。

（基本
きほん

は、地域
ちいき

での生 活
せいかつ

をイメージ
い め ー じ

する事
こと

） 

○理由 

 二
に

種 類
しゅるい

の給 付
きゅうふ

事 業
じぎょう

（介護
かいご

／訓 練
くんれん

等
など

）は義務的
ぎむてき

、地域
ちいき

生 活
せいかつ

支援
しえん

事 業
じぎょう

は 裁 量
さいりょう

経費
けいひ

という区分け
く わ け

は、人
ひと

の暮らし
く ら し

のニーズを細分化
さいぶんか

し、またその支援
しえん

に重い
おもい

軽い
かるい

をつ

けており理不尽
りふじん

である。また、何時
い つ

までも訓 練
くんれん

の 対 象
たいしょう

で居る
い る

のか？という当事者
とうじしゃ

の

言葉
ことば

も忘れて
わすれて

はいけない。 

 現 行
げんこう

の地域
ちいき

生 活
せいかつ

支援
しえん

事 業
じぎょう

の必須
ひっす

事 業
じぎょう

に関して
かんして

は、一 定
いってい

の 水 準
すいじゅん

を定め
さだめ

、地域
ちいき

特 性
とくせい

として上乗せ
うわのせ

のできる市 町 村
しちょうそん

は 特 色
とくしょく

を出して
だ し て

いけるような仕組み
し く み

になれば、

最 低 限
さいていげん

の支援
しえん

内 容
ないよう

の地域
ちいき

格差
かくさ

は 解 消
かいしょう

され、上乗せ
うわのせ

という 形
かたち

で地域
ちいき

の 実 情
じつじょう

に

応じた
おうじた

支援
しえん

が 展 開
てんかい

できるのではないかと思う
おもう

（ 後 述
こうじゅつ

ナショナルミニマム
な し ょ な る み に ま む

とも

関 連
かんれん

） 

 

【石 橋
いしばし

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

区分
くぶん

についてどう考
かんが

えるか 

 「施設
しせつ

」を「日 中
にっちゅう

活 動
かつどう

」と「居 住
きょじゅう

支援
しえん

」分
わ

けたことを含
ふく

めて 概
おおむ

ね妥当
だとう

と考
かんが

え

ます。しかし、地域
ちいき

生 活
せいかつ

支援
しえん

事 業
じぎょう

を一 般
いっぱん

財 源
ざいげん

としたこと、活 動
かつどう

の場
ば

をつなぐ支援
しえん

策
さく

がともなっていない等
とう

、生 活
せいかつ

をつなぐという面
めん

が欠
か

けていた。 

 また、程度
ていど

区分
くぶん

審査
しんさ

の判 定
はんてい

を受
う

けた結果
けっか

が必
かなら

ずしも利用者
りようしゃ

にとって適 切
てきせつ

な判 定
はんてい

と言
い

えない場合
ばあい

が多々
た た

ある。審査
しんさ

方 法
ほうほう

の再 考
さいこう

が必 要
ひつよう

。 



19 

 

総 合
そうごう

福祉法
ふくしほう

での支援
しえん

体 系
たいけい

のあり方
かた

は 

 社 会
しゃかい

や生 活
せいかつ

での暮
く

らしにくさが障 害
しょうがい

のある人
ひと

の本 質 的
ほんしつてき

課題
かだい

とするならば、

介護
かいご

・訓 練
くんれん

・生 活
せいかつ

支援
しえん

を包 括
ほうかつ

する個別
こべつ

支援
しえん

計 画
けいかく

を具現化
ぐげんか

できるサービス体 系
たいけい

の

構 築
こうちく

が不可欠
ふかけつ

であり、個人
こじん

につながる支援
しえん

策
さく

は、全
すべ

ての支援
しえん

を自立
じりつ

支援
しえん

給 付
きゅうふ

と位置
い ち

づける。 

ニーズに基
もと

づいた支援
しえん

体 系
たいけい

は 

 利用者
りようしゃ

のニーズに基
もと

づく支援
しえん

策
さく

は、現 行
げんこう

の体 系
たいけい

を基本
きほん

とし、地域
ちいき

生 活
せいかつ

支援
しえん

事 業
じぎょう

の中
なか

でも個人
こじん

給 付
きゅうふ

に近
ちか

いものは自立
じりつ

支援
しえん

給 付
きゅうふ

とする。 

○理由
りゆう

 

 障 害 者
しょうがいしゃ

の生 活
せいかつ

構 造
こうぞう

やニーズは、個々人
ここじん

によって異
こと

なり、変
か

わるものであるから

構 築
こうちく

された支援
しえん

策
さく

が全 国 的
ぜんこくてき

なひろがりを持
も

っているかの判 断
はんだん

も大 切
たいせつ

となる。

国 民 的
こくみんてき

理解
りかい

がともなう。 

 個人
こじん

につながる支援
しえん

策
さく

は、全 国
ぜんこく

何処
ど こ

でも平 等
びょうどう

に受
う

けられることを原 則
げんそく

とし、地域
ちいき

生 活
せいかつ

を支
ささ

えるためにもグループホームは介護
かいご

給 付
きゅうふ

にする。 

 介護
かいご

給 付
きゅうふ

、訓 練
くんれん

給 付
きゅうふ

、地域
ちいき

生 活
せいかつ

支援
しえん

事 業
じぎょう

とも相互
そうご

に関 連
かんれん

しており実 態
じったい

調 査
ちょうさ

によりサービスメニューを明確化
めいかくか

にし、全 国
ぜんこく

で平
ひら

等
とう

なサービスにし、事 業
じぎょう

分 担
ぶんたん

を

明確化
めいかくか

し地域
ちいき

格差
かくさ

をなくす。費用
ひよう

は義務的
ぎむてき

経費
けいひ

とする 

 

【氏
うじ

田
た

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 本 人
ほんにん

のニーズ
に ー ず

にそって本 人
ほんにん

主 体
しゅたい

の支援
しえん

を考
かんが

えるべきであるが、現 在
げんざい

のように

区分
くぶん

された支援
しえん

体 系
たいけい

では、ノーマリゼーション
の ー ま り ぜ ー し ょ ん

は 実 現
じつげん

できないと考
かんが

える。「 最
さい

小 限 度
しょうげんど

を介護
かいご

給 付
きゅうふ

＆訓 練
くんれん

等
とう

給 付
きゅうふ

でまかないそれ以外
いがい

は地域
ちいき

生 活
せいかつ

支援
しえん

事 業
じぎょう

で」

という現 状
げんじょう

から「必 要
ひつよう

十 分
じゅうぶん

な範囲
はんい

を個別
こべつ

給 付
きゅうふ

でまかない、さらに地域
ちいき

特 性
とくせい

に応
おう

じて柔 軟
じゅうなん

に裁 量
さいりょう

し得
う

る部分
ぶぶん

を地域
ちいき

生 活
せいかつ

支援
しえん

事 業
じぎょう

で」という状 況
じょうきょう

に変
か

えていくこ

とが必 要
ひつよう

である。介護
かいご

か訓 練
くんれん

かという二分
にぶん

した考
かんが

え方
かた

自体
じたい

が差別的
さべつてき

である。また、

介護
かいご

給 付
きゅうふ

、訓 練
くんれん

等
とう

給 付
きゅうふ

、地域
ちいき

生 活
せいかつ

支援
しえん

事 業
じぎょう

を担
にな

う人 材
じんざい

の確保
かくほ

のためには、こ

れらの事 業
じぎょう

を義務的
ぎむてき

経費
けいひ

に位置
い ち

づけることが必 要
ひつよう

である。新 法
しんぽう

では基本的
きほんてき

な部分
ぶぶん

は公 的
こうてき

資金
しきん

を保 障
ほしょう

し、事 業
じぎょう

収 入
しゅうにゅう

で雇用
こよう

をするという形
かたち

が望
のぞ

ましいと考
かんが

える。 

○理由
りゆう
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 地域
ちいき

生 活
せいかつ

支援
しえん

事 業
じぎょう

のガイドヘルパ
が い ど へ る ぱ

ーを例
れい

にとると、ある市
し

では時間
じかん

報 酬
ほうしゅう

単価
たんか

3,600円
えん

、別
べつ

の市
し

では 1,000円
えん

と地域
ちいき

格差
かくさ

が大
おお

きく、また 1,000円
えん

ではボランティア
ぼ ら ん て ぃ あ

活 動
かつどう

の範 疇
はんちゅう

であり、支援
しえん

の難
むずか

しい人
ひと

の外 出
がいしゅつ

への対 応
たいおう

が困 難
こんなん

であり、障 害
しょうがい

の重
おも

い 人
ひと

の 社 会
しゃかい

参加
さんか

に 影 響
えいきょう

が出
で

ている。これらの分野
ぶんや

も義務的
ぎむてき

経費
けいひ

に位置
い ち

づけ、

専 門 性
せんもんせい

をもった職 業
しょくぎょう

として成
な

り立
た

たせることが必 要
ひつよう

である。 上 記
じょうき

の「必 要
ひつよう

十 分
じゅうぶん

」という観 点
かんてん

からは、あたりまえの地域
ちいき

生 活
せいかつ

を営
いとな

む上
うえ

で必 要
ひつよう

不可欠
ふかけつ

な福祉
ふくし

サービス
さ ー び す

および障 害
しょうがい

特 性
とくせい

に応
おう

じた専 門 性
せんもんせい

を求
もと

められる支援
しえん

については、現 行
げんこう

で

地域
ちいき

生 活
せいかつ

支援
しえん

事 業
じぎょう

に入
はい

っていても、個別
こべつ

給付化
きゅうふか

していくべきであると考
かんが

える。 

 

【大久保
おおくぼ

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 個別
こべつ

給 付
きゅうふ

（自立
じりつ

支援
しえん

給 付
きゅうふ

）と地域
ちいき

生 活
せいかつ

支援
しえん

事 業
じぎょう

の二
ふた

つに区分
くぶん

することが望
のぞ

ま

しいと考
かんが

える。個別
こべつ

給 付
きゅうふ

は、全 国
ぜんこく

のどこに暮
く

らしても一 定
いってい

水 準
すいじゅん

のサービスの

種 類
しゅるい

と量
りょう

が確保
かくほ

するものとし、地域
ちいき

生 活
せいかつ

支援
しえん

事 業
じぎょう

は、現 在
げんざい

、地域間
ちいきかん

格差
かくさ

がある

ものの、今後
こんご

の地域
ちいき

の成 長
せいちょう

を促
うなが

す意味
い み

も含
ふく

めて、地域
ちいき

が主 体 的
しゅたいてき

に創意
そうい

工夫
くふう

のなか

で地域
ちいき

福祉
ふくし

を推 進
すいしん

するという位置
い ち

づけで考
かんが

えたい。 

○理由
りゆう

 

 現 行
げんこう

の介護
かいご

給 付
きゅうふ

は介護
かいご

保険
ほけん

の活 用
かつよう

を意図
い と

したものと思
おも

われ、介護
かいご

保険
ほけん

の活 用
かつよう

を

将 来 的
しょうらいてき

にも排
はい

除
じょ

するものであれば、介護
かいご

給 付
きゅうふ

と訓 練
くんれん

等
とう

給 付
きゅうふ

の区分
くぶん

は無
な

くし、

自立
じりつ

支援
しえん

給 付
きゅうふ

（個別
こべつ

給 付
きゅうふ

）に一本化
いっぽんか

できる。実 際
じっさい

、介護
かいご

給 付
きゅうふ

と訓 練
くんれん

等
とう

給 付
きゅうふ

に

よりケアホームとグループホームに分
わ

かれるなど、その必 要 性
ひつようせい

には問 題
もんだい

があった。 

地域
ちいき

生 活
せいかつ

支援
しえん

事 業
じぎょう

については、現 在
げんざい

、地域間
ちいきかん

格差
かくさ

が顕 著
けんちょ

であるが、地域
ちいき

福祉
ふくし

はそ

の地域
ちいき

の主 体 的
しゅたいてき

な取組
とりく

みによって可能
かのう

であり、統 合
とうごう

補助
ほじょ

金
きん

による地域
ちいき

生 活
せいかつ

支援
しえん

事 業
じぎょう

の意義
い ぎ

はあるものと考
かんが

える。なお、現 行
げんこう

の地域
ちいき

生 活
せいかつ

支援
しえん

事 業
じぎょう

には、個別
こべつ

給 付
きゅうふ

が適 切
てきせつ

と思
おも

われる事 業
じぎょう

も含
ふく

まれているなど、内 容
ないよう

については再 検 討
さいけんとう

する必 要
ひつよう

があると考
かんが

える。 

 

【大 濱
おおはま

委員
いいん

】 

○結論
けつろん

 

 外出
がいしゅつ

の介護
かいご

は介護
かいご

給付
きゅうふ

に入
い

れて義務的
ぎむてき

経費
けいひ

として位置
い ち

づける必要
ひつよう

がある 
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○理由
りゆう

 

 外出
がいしゅつ

の介護
かいご

は、権利
けんり

条約
じょうやく

にうたう「 他
ほか

の者
もの

との平等
びょうどう

」を実現
じつげん

する社会
しゃかい

参加
さんか

に必要
ひつよう

不可欠
ふかけつ

なものである。（権利
けんり

条約
じょうやく

29条
じょう

 政治
せいじ

参加
さんか

・公的
こうてき

活動
かつどう

への参加
さんか

  権利
けんり

条約
じょうやく

30条
じょう

 

文化的
ぶんかてき

生活
せいかつ

・余暇
よ か

・レクリエーション・スポーツへの参加
さんか

） 

 地域
ちいき

生活
せいかつ

支援
しえん

事業
じぎょう

が限
かぎ

られた予算
よさん

で行
おこな

われているため、社会
しゃかい

参加
さんか

に制 限
せいげん

がおきてい

る。 

 

【岡部
おかべ

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 地域
ちいき

生 活
せいかつ

支援
しえん

事 業
じぎょう

のうち移動
いどう

支援
しえん

など実 質 的
じっしつてき

に個別
こべつ

給 付
きゅうふ

となっているものに

ついては介護
かいご

給 付
きゅうふ

との一元化
いちげんか

を図
はか

るべきである。また訓 練
くんれん

等
とう

給 付
きゅうふ

は障 害
しょうがい

をもた

ない人
ひと

の就 労
しゅうろう

支援
しえん

と可能
かのう

な限
かぎ

り統
おさむ

合
あわ

されるべきである。地域
ちいき

生 活
せいかつ

支援
しえん

事 業
じぎょう

はコ

ミュニケーション支援
しえん

事 業
じぎょう

や相 談
そうだん

援 助
えんじょ

事 業
じぎょう

、ピア・サポート事 業
じぎょう

、研 修
けんしゅう

事 業
じぎょう

などに対
たい

する運営費
うんえいひ

補助
ほじょ

事 業
じぎょう

として再 編
さいへん

されるべきである。 

○理由
りゆう

 

 個別
こべつ

の 生 活
せいかつ

を 支
ささ

えニードを 適
てき

えるための個別
こべつ

給 付
きゅうふ

が 財 源
ざいげん

も 支 給
しきゅう

決 定
けってい

の

体 系
たいけい

も異
こと

なる介護
かいご

給 付
きゅうふ

と地域
ちいき

生 活
せいかつ

等
とう

支援
しえん

事 業
じぎょう

に分 割
ぶんかつ

されているのは不都合
ふつごう

で

あり不自然
ふしぜん

である。 

 

【小澤
おざわ

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

・日 中
にっちゅう

活 動
かつどう

、社 会
しゃかい

参加
さんか

、居 住
きょじゅう

、移動
いどう

、コミュニケーション
こ み ゅ に け ー し ょ ん

の各支援
かくしえん

事 業
じぎょう

に再 編
さいへん

。 

○理由
りゆう

 

・現 行
げんこう

の介護
かいご

給 付
きゅうふ

、訓 練
くんれん

等
とう

給 付
きゅうふ

、地域
ちいき

生 活
せいかつ

支援
しえん

事 業
じぎょう

は、生 活
せいかつ

ニーズ
に ー ず

に基
もと

づ

いていない構 成
こうせい

になっている。 

 

【小田島
おだじま

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 制度
せいど

の区分
くぶん

を無く
な く

して一本化
いっぽんか

する。 

○理由 
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 制度
せいど

を一本化
いっぽんか

した方
ほう

がわかりやすくて使いやすい
つ かいや すい

から。 

 

【小野
お の

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 現 行
げんこう

の給 付
きゅうふ

体 系
たいけい

は廃
はい

止
し

し、新
あら

たな体 系
たいけい

とすべきである。 

○理由
りゆう

 

 現 行
げんこう

の給 付
きゅうふ

体 系
たいけい

は、介護
かいご

保険
ほけん

との統 合
とうごう

を前 提
ぜんてい

として組
く

み立
た

てられており、そ

のため新 法
しんぽう

は、統 合
とうごう

を前 提
ぜんてい

としない体 系
たいけい

とすべきである。その際
さい

、福祉
ふくし

制度
せいど

は国庫
こっこ

負担
ふたん

金
きん

を財 源
ざいげん

とする給 付
きゅうふ

体 系
たいけい

で「義務
ぎ む

(的
てき

)経費
けいひ

」などというあいまいな位置付
い ち づ

け

にしない。 

 

【門屋
かどや

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 現 行
げんこう

の介護
かいご

給 付
きゅうふ

、訓 練
くんれん

等
とう

給 付
きゅうふ

、地域
ちいき

生 活
せいかつ

支援
しえん

事 業
じぎょう

のわけ方
がた

は根 本
こんぽん

から考
かんが

え直
なお

すべきです。 

 生 活
せいかつ

支援
しえん

サービス
さ ー び す

と社 会
しゃかい

参加
さんか

サービス
さ ー び す

、社 会
しゃかい

活 動
かつどう

サービス
さ ー び す

などといった内 容
ないよう

に現 在
げんざい

の体 系
たいけい

を根 本 的
こんぽんてき

に考
かんが

え直
なお

すべきと考
かんが

えています。ただし、体 系
たいけい

内 容
ないよう

は

現 在
げんざい

思 案 中
しあんちゅう

です。 

○理由
りゆう

 

 介護
かいご

保険
ほけん

モデル
も で る

の現 在
げんざい

の体 系
たいけい

は、介護
かいご

と訓 練
くんれん

という医学
いがく

モデル
も で る

を基本
きほん

としている

ように感
かん

じています。社 会
しゃかい

モデル
も で る

を基本
きほん

とした体 系
たいけい

に考
かんが

え直
なお

すべきと思
おも

います。 

 地域
ちいき

生 活
せいかつ

支援
しえん

事 業
じぎょう

は本 来
ほんらい

憲 法
けんぽう

で保 障
ほしょう

されるべきコミュニケーション
こ み ゅ に け ー し ょ ん

支援
しえん

など

も含
ふく

まれており、地域
ちいき

生 活
せいかつ

継 続
けいぞく

条 件
じょうけん

の日課
にっか

支援
しえん

などは基本
きほん

生 活
せいかつ

支援
しえん

サービス
さ ー び す

であ

り、交付
こうふ

金
きん

対 応
たいおう

だけでは不 十 分
ふじゅうぶん

と考
かんが

えています。 

 

【河 崎
かわさき

（建
たつ

）委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

障 害
しょうがい

程度
ていど

区分
くぶん

同 様
どうよう

、現 行
げんこう

の支援
しえん

体 系
たいけい

は実 態
じったい

にそぐわず極
きわ

めて利用
りよう

しづらい。

障 害
しょうがい

特 性
とくせい

に応
おう

じた支援
しえん

体 系
たいけい

とすべきである。 

○理由
りゆう
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 それぞれの障 害
しょうがい

特 性
とくせい

を反 映
はんえい

した支援
しえん

体 系
たいけい

を考 慮
こうりょ

しない自立
じりつ

支援法
しえんほう

により、特
とく

に精 神
せいしん

障 害 者
しょうがいしゃ

が適 切
てきせつ

な支援
しえん

を受
う

けづらくなっている。「自己
じ こ

選 択
せんたく

・自己
じ こ

決 定
けってい

」

の原 則
げんそく

に沿
そ

った支援
しえん

体 系
たいけい

とすべきである。  

 

【川 崎
かわさき

（洋
よう

）委員
いいん

】 

○結論 

 現 行 法
げんこうほう

では機械的
きかいてき

な支 給
しきゅう

決 定
けってい

を行って
おこなって

いると思う
おもう

。一人
ひとり

ひとりのニーズ
に ー ず

に

基づく
もとづく

柔 軟
じゅうなん

な支 給
しきゅう

決 定
けってい

を困 難
こんなん

にしている。個別
こべつ

ニーズ
に ー ず

に基づく
もとづく

支 給
しきゅう

決 定
けってい

の

仕組み
し く み

が必 要
ひつよう

。 

○理由 

 障 害
しょうがい

程度
ていど

区分
くぶん

を廃止
はいし

して、本 人
ほんにん

中 心
ちゅうしん

計 画
けいかく

に基づく
もとづく

サービス
さ ー び す

提 供
ていきょう

をするた

めには、支援
しえん

の必 要
ひつよう

度
ど

を評 価
ひょうか

する方 法
ほうほう

の新た
あらた

な仕組み
し く み

を創 設
そうせつ

する。介護
かいご

。訓 練
くんれん

等
とう

給 付
きゅうふ

と地域
ちいき

生 活
せいかつ

支援
しえん

事 業
じぎょう

は連 動
れんどう

すべき。 

 

【君 塚
きみづか

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 もっとも利用者
りようしゃ

を知
し

っている家族
かぞく

の理解
りかい

・要 望
ようぼう

に応
こた

えているか否
いな

かを定期的
ていきてき

に

チェック
ち ぇ っ く

する仕組
し く

みを作
つく

り、区分
くぶん

に縛
しば

られない柔 軟 性
じゅうなんせい

をもつ体 系
たいけい

が望
のぞ

まれる。 

○理由
りゆう

 

 ひとりひとりが生 活
せいかつ

背 景
はいけい

が異
こと

なるので、できるだけ必 要
ひつよう

なきめ細
こま

かな支援
しえん

とす

るため。 

 

【倉田
くらた

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 介護
かいご

給 付
きゅうふ

と訓 練
くんれん

等
とう

給 付
きゅうふ

とを区分
くぶん

する必 要 性
ひつようせい

があるのか疑問
ぎもん

であるが、これら

と地域
ちいき

生 活
せいかつ

支援
しえん

事 業
じぎょう

との区分
くぶん

について、再度
さいど

整理
せいり

する必 要
ひつよう

がある。詳 細
しょうさい

はＤ-1-5

参 照
さんしょう

。 

○理由
りゆう

 

 Ｄ-1-5 に同 じ
おな  

。 
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【近 藤
こんどう

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 介護
かいご

給 付
きゅうふ

、訓 練
くんれん

等
とう

給 付
きゅうふ

の区分
くぶん

は不要
ふよう

と考
かんが

える。地域
ちいき

生 活
せいかつ

支援
しえん

事 業
じぎょう

については、

個別
こべつ

給 付
きゅうふ

になじまない事 業
じぎょう

もあるため区分
くぶん

そのものは必 要
ひつよう

であるが、基本
きほん

部分
ぶぶん

は

国
くに

の事 業
じぎょう

、地方
ちほう

の特 性
とくせい

は上乗
うわの

せ横出
よこだ

しとし、基本
きほん

部分
ぶぶん

では地域間
ちいきかん

格差
かくさ

を生
しょう

じさせ

ない仕組
し く

みとするべきである。なお、現 行
げんこう

の地域
ちいき

生 活
せいかつ

支援
しえん

事 業
じぎょう

のなかに、個別
こべつ

給 付
きゅうふ

がふさわしいものがないかどうか検 証
けんしょう

が必 要
ひつよう

である。 

○理由
りゆう

 

 介護
かいご

給 付
きゅうふ

、訓 練
くんれん

等
とう

給 付
きゅうふ

の区分
くぶん

は、障 害 者
しょうがいしゃ

福祉
ふくし

施策
しさく

を介護
かいご

保険
ほけん

と統 合
とうごう

する

前 提
ぜんてい

で考
かんが

えられたものであり、介護
かいご

保険
ほけん

統 合
とうごう

を前 提
ぜんてい

としない制度
せいど

においてその

区分
くぶん

は不要
ふよう

である。 

 地域
ちいき

の特 性
とくせい

を活
い

かすことは重 要
じゅうよう

であるが、そのことがナショナルミニマム
な し ょ な る み に ま む

の後 退
こうたい

につながらない工夫
くふう

が不可欠
ふかけつ

である。 

 

【齋 藤
さいとう

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 介護
かいご

給 付
きゅうふ

と訓 練
くんれん

等
とう

給 付
きゅうふ

、自立
じりつ

支援
しえん

給 付
きゅうふ

と地域
ちいき

生 活
せいかつ

支援
しえん

事 業
じぎょう

という区分
くぶん

を一
いち

から見直
みなお

しすべきであるが、国
くに

と地方
ちほう

の財 政
ざいせい

直 轄
ちょっかつ

のあり方
かた

をどうするかをまず見定
みさだ

める必 要
ひつよう

がある。 

○理由
りゆう

 

 そもそもこの区分
くぶん

は介護
かいご

保険
ほけん

制度
せいど

との一体化
いったいか

をめざして障 害 者
しょうがいしゃ

制度
せいど

の中
なか

を整理
せいり

するために生
う

まれたのであり、その方 針
ほうしん

が撤 回
てっかい

された以 上
いじょう

まず一
いち

から見直
みなお

すこと

は当 然
とうぜん

である。 

 

【佐野
さ の

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 介護
かいご

給 付
きゅうふ

、訓 練
くんれん

等
とう

給 付
きゅうふ

、地域
ちいき

生 活
せいかつ

支援
しえん

事 業
じぎょう

については一元化
いちげんか

を図
はか

るべき。 

 中 途 失 聴
ちゅうとしつちょう

・難 聴 者
なんちょうしゃ

への支援
しえん

は、個人
こじん

や自助
じじょ

組織
そしき

・当事者
とうじしゃ

団 体
だんたい

等
とう

を通
つう

じた

両 面 的
りょうめんてき

な訓 練
くんれん

・支援
しえん

の必 要
ひつよう

があります。聴 覚
ちょうかく

生理
せいり

や聴 覚
ちょうかく

補 償
ほしょう

に基
もと

づく基本的
きほんてき

知識
ちしき

の習
ならい

得
とく

・訓 練
くんれん

が必 要
ひつよう

とされ、情 報
じょうほう

保 障
ほしょう

手 段
しゅだん

の獲 得
かくとく

まで、一 連
いちれん

の支援
しえん

策
さく
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が総 合 的
そうごうてき

・具体的
ぐたいてき

に行
おこな

われる必 要
ひつよう

があります。 

○理由
りゆう

 

 介護
かいご

給 付
きゅうふ

、訓 練
くんれん

等
とう

給 付
きゅうふ

、地域
ちいき

生 活
せいかつ

支援
しえん

事 業
じぎょう

が統
おさむ

合
あわ

され、一元化
いちげんか

することに

よって、介護
かいご

・リハビリ・地域
ちいき

生 活
せいかつ

支援
しえん

の各 事 業
かくじぎょう

が、中 途 失 聴
ちゅうとしつちょう

・難 聴 者
なんちょうしゃ

の福祉
ふくし

を進
すす

める上
うえ

で重 要
じゅうよう

です。 

 一人一人
ひとりひとり

障 害 者
しょうがいしゃ

が事 業
じぎょう

の区分
くぶん

により、分 断
ぶんだん

させるような支援
しえん

体 系
たいけい

は好
この

ましい

ものではありません。また、３事 業
じぎょう

が有機的
ゆうきてき

に結
むす

び付
つ

けられる事
こと

による、サービス

体 系
たいけい

を構 築
こうちく

していくことは、分 断
ぶんだん

された支援
しえん

体 制
たいせい

を包 括 的
ほうかつてき

に運 用
うんよう

できること

につながります。 

 

【清水
しみず

委員
いいん

】 

○結論 

 基本的
きほんてき

にその理念
りねん

と 構 造
こうぞう

を一人
ひとり

ひとりの 存 在
そんざい

の価値
か ち

に基づき
もと

、 根 本 的
こんぽんてき

に

組みなおす
くみ

べき。個別
こべつ

給 付
きゅうふ

としての「
｛

かつどう・はたらく」支援
しえん

給 付
きゅうふ

と、「
｛

くらし・

じりつ」
｝

支援
しえん

給 付
きゅうふ

。そして、市民
しみん

が市民
しみん

として含みこむ
ふく

インクルージョン
い ん く る ー じ ょ ん

事 業
じぎょう

（地域
ちいき

生 活
せいかつ

支援
しえん

事 業
じぎょう

）
｝

 

○理由 

 「かつどう・はたらく」支援
しえん

は、本 人
ほんにん

の存 在
そんざい

の社 会 的
しゃかいてき

価値化
か ち か

。みんなが自分
じぶん

の

ねうちを発揮
はっき

して、みんなが新た
あらた

な気持ち
きも

でいきいきとできるようにするために。「く

らし・じりつ」支援
しえん

は、一人
ひとり

ひとりがその人
ひと

らしく生きる
い き る

ことの実態化
じったいか

、そのことに

よってみんながお互い
  たが

に認め合い
みと   あ

大切
たいせつ

にしあい暮らして
く

いけるようにするために。

インクルージョン
い ん く る ー じ ょ ん

事 業
じぎょう

は、市民
しみん

がみんな幸せ
しあわ

になるための居場所づくり
い  ばしょ

、拠 点
きょてん

整備
せいび

。

みんながこのまちに居て
い

くれないとこまる人
ひと

として、輝いて
かがや

生きれる
い

社会
しゃかい

を実 現
じつげん

す

るために。 

 

【竹 端
たけばた

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 本 人
ほんにん

の障 害
しょうがい

やくらしづらさゆえに求
もと

められる（障 害 者
しょうがいしゃ

の生 活
せいかつ

構 造
こうぞう

やニード
に ー ど

に

基
もと

づいた）支
し

えんの体
たい

けいは、次
つぎ

の５つからなりたつのではないか。 

 １，ひとりひとりの状
じょう

たいにあった介
かい

じょ（パーソナルアシスタント
ぱ ー そ な る あ し す た ん と

：個別
こべつ

ケア
け あ

） 
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 ２，「○○したい」をかなえるための支
ささ

え（社 会
しゃかい

参加
さんか

支援
しえん

：日 中
にっちゅう

活 動
かつどう

の場
ば

、就 労
しゅうろう

支援
しえん

） 

 ３，住
す

まいの提 供
ていきょう

 

 ４，でかけられない・みえない・きこえない、の支
ささ

え（移動
いどう

と情 報
じょうほう

の保 障
ほしょう

） 

 ５，なやみや不安
ふあん

、ふまんへの支
ささ

え（ピアサポート
ぴ あ さ ぽ ー と

、相 談
そうだん

支援
しえん

、権利
けんり

擁護
ようご

） 

○理由
りゆう

 

 いまの法
ほう

は、おかねのしくみ（財 源
ざいげん

体 系
たいけい

）と支
ささ

えるしくみ（支援
しえん

構 造
こうぞう

体 系
たいけい

）

がまざっている。さらには、介
かい

ごほけんのしくみとも「似
に

すぎた」しくみである。い

まの法
ほう

がつかいづらいのは、このしくみ（体 系
たいけい

）そのものの、ゆがみやひずみがある

からではないか。 

 であれば、本 人
ほんにん

の障 害
しょうがい

やくらしづらさゆえに求
もと

められる支
し

えんの体
たい

けいとして、

まとめて考
かんが

えたほうがよい。 

 また、教
きょう

いくや労
ろう

どうに近
ちか

い支
し

えん（自立
じりつ

訓 練
くんれん

や就 労
しゅうろう

移行
いこう

）は、労
ろう

どうや教
きょう

い

くを支
ささ

えるしくみ（政 策
せいさく

）にいれたほうがいいのではないか。 

 

【田中
たなか

（伸
のぶ

）委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 介護
かいご

給 付
きゅうふ

、訓 練
くんれん

等
とう

給 付
きゅうふ

と地域
ちいき

生 活
せいかつ

支援
しえん

事 業
じぎょう

の区分
くぶん

の合理性
ごうりせい

には疑問
ぎもん

がある。

障 害 者
しょうがいしゃ

の人 権
じんけん

保 障
ほしょう

の実質化
じっしつか

の見地
けんち

からは、生 命
せいめい

・身 体
しんたい

の保護
ほ ご

に関
かか

わる権利
けんり

、

精 神 的
せいしんてき

自由
じゆう

に関
かか

わる権利
けんり

の保 障
ほしょう

に資
し

する支援
しえん

については、それが国
くに

の負担
ふたん

か、地方
ちほう

公 共
こうきょう

団 体
だんたい

の負担
ふたん

かに関
かか

わらず、義務的
ぎむてき

給 付
きゅうふ

とすべきである。また、支援
しえん

体 系
たいけい

につ

いては、各 障 害 者
かくしょうがいしゃ

のライフステージ
ら い ふ す て ー じ

や具体的
ぐたいてき

生 活
せいかつ

場面
ばめん

に応
おう

じて必 要
ひつよう

な支援
しえん

を定
さだ

めるべきである。 

○理由
りゆう

 

 新 法
しんぽう

における支援
しえん

は、障 害 者
しょうがいしゃ

の人 権
じんけん

保 障
ほしょう

の実質化
じっしつか

を支
ささ

えるものであり、重 要
じゅうよう

な人 権
じんけん

を支
ささ

える支援
しえん

については、義務的
ぎむてき

給 付
きゅうふ

とされなければならない。また、支援
しえん

体 系
たいけい

は、障 害 者
しょうがいしゃ

のニーズ
に ー ず

を十 分
じゅうぶん

に聞
き

き取
と

って定
さだ

められるべきであるが、障 害
しょうがい

の

多様性
たようせい

に鑑
かんが

みれば、そのように法 定
ほうてい

される支援
しえん

は例示
れいじ

列 挙
れっきょ

とすべきであって、個別
こべつ

の障 害 者
しょうがいしゃ

のニーズ
に ー ず

に柔 軟
じゅうなん

に応
おう

じられるよう、創 設 的
そうせつてき

支援
しえん

の途
みち

を開
ひら

くべきである。 
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【田中
たなか

（正
まさ

）委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 介護
かいご

給 付
きゅうふ

、訓 練
くんれん

等
とう

給 付
きゅうふ

の区分
く わ

けが、義務的
ぎむてき

経費
けいひ

の位置
い ち

づけで全 国
ぜんこく

一 律
いちりつ

の基 準
きじゅん

で給 付
きゅうふ

されるという視点
してん

は重 要
じゅうよう

なため、名 称
めいしょう

を含
ふく

め個別
こべつ

給 付
きゅうふ

の位置
い ち

づけの整理
せいり

が

必 要
ひつよう

である。介護
かいご

給 付
きゅうふ

については、支援度
しえんど

に応
おう

じて報 酬
ほうしゅう

が段 階 的
だんかいてき

に位置
い ち

づく視点
してん

は重 要
じゅうよう

であり残
のこ

す必 要
ひつよう

がある。名 称
めいしょう

変 更
へんこう

について検 討
けんとう

が必 要
ひつよう

。訓 練
くんれん

等
とう

給 付
きゅうふ

については、期限
きげん

と目 標
もくひょう

を定
さだ

めて実施
じっし

する視点
してん

は重 要
じゅうよう

であると思
おも

うが、訓 練
くんれん

の

名 称
めいしょう

は否定
ひてい

したい。 

 支援
しえん

体 系
たいけい

は、「暮
く

らしに必 要
ひつよう

な範囲
はんい

を個別
こべつ

給 付
きゅうふ

でまかなう。さらに地域
ちいき

特 性
とくせい

に応
おう

じて柔 軟
じゅうなん

に裁 量
さいりょう

し得
う

る部分
ぶぶん

を地域
ちいき

生 活
せいかつ

支援
しえん

事 業
じぎょう

で実施
じっし

する。」という状 況
じょうきょう

に変
か

え

ていくことが必 要
ひつよう

である。 

○理由
りゆう

 

 個別
こべつ

給 付
きゅうふ

が義務的
ぎむてき

経費化
けいひか

され全 国
ぜんこく

一 律
いちりつ

の基 準
きじゅん

で支 給
しきゅう

する仕組
し く

みであることの

理解
りかい

が届
とど

いていない、もしくは理解
りかい

されても実施
じっし

されていないため、この際
さい

、個別
こべつ

給 付
きゅうふ

の位置
い ち

づけを整理
せいり

し改
あらた

める必 要
ひつよう

があるため。 

 

【中 西
なかにし

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 福祉的
ふくしてき

就 労
しゅうろう

と 就 労
しゅうろう

移行
いこう

支援
しえん

はともに基本的
きほんてき

生 活
せいかつ

支援
しえん

金
きん

を支 給
しきゅう

することに

よって 働
はたら

く意味
い み

を明 確
めいかく

な労 働
ろうどう

基本法
きほんほう

に 則
のっと

った 形
かたち

で整備
せいび

し直
なお

し、最 賃 法
さいちんほう

を

守
まも

らせるようにし不足分
ふそくぶん

については補助
ほじょ

金
きん

で政府
せいふ

がカバー
か ば ー

するという仕分
し わ

けをすべ

きである。 

○理由
りゆう

 

 現 行
げんこう

の 就 労
しゅうろう

移行
いこう

支援
しえん

、継 続
けいぞく

支援
しえん

はすべての 障 害 者
しょうがいしゃ

が 就 労
しゅうろう

できるという

視点
してん

に立
た

った、 誤
あやま

った判 断
はんだん

を 導
みちび

いて 障 害 者
しょうがいしゃ

に労 働
ろうどう

への過 剰
かじょう

な負担
ふたん

を課
か

して

いる。その一 方
いっぽう

で自己
じ こ

負担
ふたん

を福祉的
ふくしてき

就 労
しゅうろう

の場
ば

で求
もと

めたり、就 労
しゅうろう

移行
いこう

の場
ば

で求
もと

め

るなどの 誤
あやま

りを犯
おか

している。労 働
ろうどう

は権利
けんり

であり、すべての 障 害 者
しょうがいしゃ

に保 障
ほしょう

する

ことは国家
こっか

の義務
ぎ む

である。労 働
ろうどう

の場
ば

を 創 出
そうしゅつ

するのは国家
こっか

の義務
ぎ む

であり、障 害 者
しょうがいしゃ

は

賃
ちん

労 働
ろうどう

の場
ば

に参加
さんか

することも社 会
しゃかい

参加
さんか

の場
ば

、例
たと

えば 障 害 者
しょうがいしゃ

運 動
うんどう

等
とう

に参加
さんか

する

ことも同 等
どうとう

の労 働
ろうどう

として価値
か ち

を認
みと

められなければならない。 
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【中 原
なかはら

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 現 行 の
げんこう  

介護
かいご

給 付
きゅうふ

と訓 練
くんれん

等
とう

給 付
きゅうふ

は一本化
いっぽんか

し、地域
ちいき

生 活
せいかつ

支援
しえん

事 業
じぎょう

の２区分
くぶん

とす

べきである。また、障 害 者
しょうがいしゃ

自立
じりつ

支援法
しえんほう

の施行
しこう

により複 雑
ふくざつ

となったサービス
さ ー び す

体 系
たいけい

は

簡素化
かんそか

すべきである。 

○理由
りゆう

 

 介護
かいご

給 付
きゅうふ

と 訓 練
くんれん

等
とう

給 付
きゅうふ

により、 日 中
にっちゅう

活 動
かつどう

サービス
さ ー び す

は 複 雑
ふくざつ

になり、

グループホーム
ぐ る ー ぷ ほ ー む

とケアホーム
け あ ほ ー む

に分かれる
わ     

など、利用者
りようしゃ

支援
しえん

や事務
じ む

に煩雑化
はんざつか

が生 じ て
しょう   

いる。 

 そもそも介護
かいご

給 付
きゅうふ

は介護
かいご

保険
ほけん

との統 合
とうごう

を意図
い と

したものと思われる
おも     

ことから、介護
かいご

保険
ほけん

との統 合
とうごう

を前 提
ぜんてい

としないのであれば、介護
かいご

給 付
きゅうふ

と訓 練
くんれん

等
とう

給 付
きゅうふ

は一本化
いっぽんか

し

シンプル
し ん ぷ る

なサービス
さ ー び す

体 系
たいけい

とすべきである。 

 

【西 滝
にしたき

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 まず、障 害
しょうがい

程度
ていど

区分
くぶん

によって利用
りよう

できるサ
さ

－ビス
び す

を制 限
せいげん

する仕組
し く

みを廃止
はいし

すべき

である。 

 就 労
しゅうろう

か介護
かいご

かの 2分 割
ぶんかつ

による体 系
たいけい

ではなく、就 労
しゅうろう

も介護
かいご

も視点
してん

に納
おさ

めた支援
しえん

体 系
たいけい

を確 立
かくりつ

すべきである。個々
こ こ

の生 活
せいかつ

構 造
こうぞう

や環 境
かんきょう

、課題
かだい

等
とう

を踏
ふ

まえて必 要
ひつよう

な

福祉
ふくし

サ
さ

－ビス
び す

が効 率 的
こうりつてき

かつ迅 速
じんそく

に利用
りよう

できるよう、相 談
そうだん

支援
しえん

事 業
じぎょう

の充 実
じゅうじつ

と位置
い ち

づけの強 化
きょうか

が必 要
ひつよう

である。 

 聴 覚
ちょうかく

障 害 者
しょうがいしゃ

（ろう重 複
ちょうふく

障 害 者
しょうがいしゃ

）の相 談
そうだん

・対 応
たいおう

ができる社 会
しゃかい

資源
しげん

が尐
すく

ない中
ちゅう

で、「聴 覚 障
ちょうかくしょう

害 者
がいしゃ

情 報
じょうほう

提 供
ていきょう

施設
しせつ

」に福祉
ふくし

の専門家
せんもんか

等
とう

を配置
はいち

して相 談
そうだん

機能
きのう

を強 化
きょうか

することが必 要
ひつよう

であり、そのための財 政 的
ざいせいてき

な支援
しえん

を国
くに

・都道府県
とどうふけん

が責 任
せきにん

をもって

行
おこ

なう体 制
たいせい

を作
つく

るべきである。 

 ろう重 複
ちょうふく

障 害 者
しょうがいしゃ

の情 報
じょうほう

保 障
ほしょう

などは、「市 町 村
しちょうそん

地域
ちいき

生 活
せいかつ

支援
しえん

事 業
じぎょう

」による

コミュニケーション
こ み ゅ に け ー し ょ ん

支援
しえん

の補填
ほてん

という考
かんが

え方
かた

ではなく、手話通
しゅわつう

訳 者
やくしゃ

の雇用
こよう

配置
はいち

の

方 法
ほうほう

で懇 切
こんせつ

丁 寧
ていねい

なコミュニケーション
こ み ゅ に け ー し ょ ん

支援
しえん

を可能
かのう

ならしめること。 
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【野原
のはら

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

  

 介護事
かいごこと

業 者
ぎょうしゃ

や地域
ちいき

包 括
ほうかつ

、ハローワークなどの難 病
なんびょう

の理解
りかい

が前 提
ぜんてい

…  

 社 会
しゃかい

資源
しげん

の貧 困
ひんこん

さの抜
ばっ

本 的
ぽんてき

解 決
かいけつ

… 

 患 者
かんじゃ

の残 存
ざんぞん

能 力
のうりょく

や多様
たよう

なニーズに応
こた

えられる仕事
しごと

を創
つく

って提
つつみ

供
きょう

する支援
しえん

 

 疾 病
しっぺい

の増
ぞう

悪
あく

、病 気
びょうき

の進 行
しんこう

を抑
おさ

えるための援 助
えんじょ

としての在 宅
ざいたく

介護
かいご

や通 院
つういん

介 助
かいじょ

、日 常
にちじょう

生 活
せいかつ

介 助
かいじょ

が患 者
かんじゃ

には必 要
ひつよう

。現 行
げんこう

の身 体
しんたい

障 害 者
しょうがいしゃ

福祉法
ふくしほう

の身 障
しんしょう

手 帳
てちょう

交付
こうふ

基 準
きじゅん

を前 提
ぜんてい

にせず、重 篤
じゅうとく

になる前
まえ

に福祉
ふくし

サービスが受
う

けられるような

支援
しえん

体 系
たいけい

が必 要
ひつよう

。 

○理由
りゆう

 

 肝 臓 病
かんぞうびょう

の重 度
じゅうど

（チャイルドＢ
びー

）では、現 行
げんこう

の身 障
しんしょう

福祉法
ふくしほう

の身 障
しんしょう

手 帳
てちょう

交付
こうふ

基 準
きじゅん

に該 当
がいとう

しません。疾 病
しっぺい

の増
ぞう

悪
あく

を阻止
そ し

するためにも、在 宅
ざいたく

介護
かいご

や通 院
つういん

介 助
かいじょ

サービスが必 要
ひつよう

。長 期
ちょうき

慢 性
まんせい

疾 患
しっかん

である肝 臓 病
かんぞうびょう

の場合
ばあい

、重 篤 化
じゅうとくか

するとその回 復
かいふく

に相 当
そうとう

期間
きかん

を要
よう

し、逆
ぎゃく

に重 篤 化
じゅうとくか

する場合
ばあい

も多
おお

くあります。重 篤
じゅうとく

になる前
まえ

に、

通 院
つういん

介 助
かいじょ

や日 常
にちじょう

生 活
せいかつ

介 助
かいじょ

により、病 気
びょうき

の進 行
しんこう

を抑
おさ

える援 助
えんじょ

が必 要
ひつよう

となる。 

 

【 東 川
ひがしがわ

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 給 付
きゅうふ

区分
くぶん

は廃止
はいし

する。包 括 的
ほうかつてき

な援 助
えんじょ

ができるかどうかが課題
かだい

である。例
たと

えば、

訓 練
くんれん

等
とう

給 付
きゅうふ

(就 労
しゅうろう

継 続
けいぞく

B)を受
う

けながら、介護
かいご

給 付
きゅうふ

(訪 問
ほうもん

介護
かいご

)や地域
ちいき

生 活
せいかつ

支援
しえん

事 業
じぎょう

(移動
いどう

支援
しえん

を利用
りよう

し、日 常
にちじょう

生 活
せいかつ

用具
ようぐ

を受
う

ける)ことは一 般 的
いっぱんてき

なことであるが、

それらが何 回
なんかい

も交 渉
こうしょう

することなく、ケアマネジメント体 制
たいせい

を整
ととの

え必 要
ひつよう

なサービス

が過不足
かふそく

なく一 括
いっかつ

で受 給
じゅきゅう

できることが求
もと

められる。 

○理由
りゆう

 

 生 活
せいかつ

を円 滑
えんかつ

に行
おこな

うためには、支援
しえん

メニューに翻 弄
ほんろう

されるのではなく、個々人
ここじん

の

ニーズに合
あ

わせて過不足
かふそく

なく対 応
たいおう

する体 制
たいせい

が必 要
ひつよう

であるため。 

 障 害
しょうがい

のない人
ひと

と同 等
どうとう

の暮
く

らしを実 現
じつげん

できるように社 会
しゃかい

全 体
ぜんたい

が支
ささ

える考
かんが

えが

必 要
ひつよう

である。 
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【広田
ひろた

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 障 害 者
しょうがいしゃ

の地域
ちいき

格差
かくさ

がないことを望
のぞ

む 

○理由
りゆう

 

 どこにすんでもその人
ひと

らしく生
い

きられる様
よう

にするため 

 

【福井
ふくい

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 財 政
ざいせい

給 付
きゅうふ

形 態
けいたい

でのこの分
わ

け方
かた

には、介護
かいご

保険
ほけん

との統 合
とうごう

という方 向
ほうこう

が感
かん

じられ

る。実 質
じっしつ

は、 障 害
しょうがい

程度
ていど

区分
くぶん

の高
たか

い人
ひと

は介護
かいご

給 付
きゅうふ

、低
ひく

い人
ひと

は訓 練
くんれん

等
とう

給 付
きゅうふ

しか

使
つか

えないことになり、両 者
りょうしゃ

の分 断
ぶんだん

にもなりかねないので、現場
げんば

での考 慮
こうりょ

が必 要
ひつよう

で

ある。今後
こんご

のあり方
かた

として、国
くに

は、公 的
こうてき

責 任
せきにん

の明確化
めいかくか

と、「現 物
げんぶつ

給 付
きゅうふ

」として

の福祉
ふくし

施策
しさく

提 供
ていきょう

のシステム
し す て む

を再 構 築
さいこうちく

していくことが急 務
きゅうむ

である。また、市 町 村
しちょうそん

、

都道府県
とどうふけん

、相 談
そうだん

支援事
しえんじ

業 者
ぎょうしゃ

、 障 害
しょうがい

当事者
とうじしゃ

が一 体
いったい

となって支援
しえん

体 系
たいけい

を作
つく

り上
あ

げ

ていくことが必 要
ひつよう

である。市民
しみん

の相互
そうご

理解
りかい

に立
た

って、 障 害
しょうがい

者
しゃ

理解
りかい

を進
すす

め、個別
こべつ

ニーズ
に ー ず

をしっかりと見
み

ることができる自治体
じちたい

、専 門
せんもん

職 員
しょくいん

を育
そだ

てることである。 

○理由
りゆう

 

 雇用
こよう

と福祉
ふくし

分野
ぶんや

との連 携
れんけい

を期待
きたい

したいが、実 現
じつげん

に至
いた

らず、多
おお

くの問 題
もんだい

が指摘
してき

さ

れていて、現 行
げんこう

の区分
くぶん

ではその役 割
やくわり

を果
は

たしていない。障 害
しょうがい

程度
ていど

区分
くぶん

に頼
たよ

っての

支 給
しきゅう

決 定
けってい

は画 一 的
かくいつてき

で、公 平
こうへい

な支 給
しきゅう

決 定
けってい

を得
え

られないことが明 確
めいかく

になっている

ので、廃止
はいし

すべきと考
かんが

える。 

 

【藤井
ふじい

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 介護
かいご

給 付
きゅうふ

、訓 練
くんれん

等
とう

給 付
きゅうふ

、地域
ちいき

生 活
せいかつ

支援
しえん

事 業
じぎょう

については一元化
いちげんか

を図
はか

るべき。 

○理由
りゆう

 

 介護
かいご

保険
ほけん

制度
せいど

との統 合
とうごう

策
さく

を前 提
ぜんてい

とした現 行
げんこう

の仕組
し く

みであり、統 合
とうごう

策
さく

がなくな

った今
いま

、論理的
ろんりてき

にも介護
かいご

給 付
きゅうふ

と訓 練
くんれん

等
とう

給 付
きゅうふ

を分離
ぶんり

する必 然 性
ひつぜんせい

はない。また、地域
ちいき

生 活
せいかつ

支援
しえん

事 業
じぎょう

を給 付
きゅうふ

事 業
じぎょう

から分
わ

けたのは財 政 的
ざいせいてき

な理由
りゆう

からであった。事 業
じぎょう

全 体
ぜんたい

の財 政 面
ざいせいめん

からの均 衡 性
きんこうせい

からみても、柔
じゅう

軟 性
なんせい

を確保
かくほ

したうえで一元化
いちげんか

すべき
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である。 

 

【藤 岡
ふじおか

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 介護
かいご

給 付
きゅうふ

と訓 練
くんれん

等
など

給 付
きゅうふ

の区分
くぶん

は廃止
はいし

。 障 害
しょうがい

支援
しえん

給 付
きゅうふ

でいい。 

 地域
ちいき

生 活
せいかつ

支援
しえん

事 業
じぎょう

のようなものは、当 該
とうがい

地域
ちいき

、自治体
じちたい

の独自
どくじ

の上乗
うわの

せ事 業
じぎょう

の

範 疇
はんちゅう

で認
みと

められるべき「企画
きかく

もの」の性 質
せいしつ

のもの。 

 障 害
しょうがい

支援
しえん

給 付
きゅうふ

の個別
こべつ

給 付
きゅうふ

のなかに、障 害
しょうがい

医 療
いりょう

支援
しえん

、補
ほ

装具
そうぐ

（ 日 常 生
にちじょうせい

活 用
かつよう

具
ぐ

含
ふく

む）支援
しえん

などもあるが、細 々
こまごま

と施策
しさく

を分 類
ぶんるい

することに大
おお

きな意味
い み

はない。人 生
じんせい

をトータルに支援
しえん

し、社 会
しゃかい

参加
さんか

を総 合
そうごう

的
てき

に支援
しえん

できるよう、労 働
ろうどう

はもとより、

教 育
きょういく

、交 通
こうつう

、法務
ほうむ

、外務
がいむ

等
など

様 々
さまざま

な 省 庁
しょうちょう

が基本的
きほんてき

に管 轄
かんかつ

する分野
ぶんや

に対して
たい

も

横 断 的
おうだんてき

に適 用
てきよう

できるような法
ほう

体 系
たいけい

が望
のぞ

まれる。 

○理由
りゆう

 

 介護
かいご

給 付
きゅうふ

と訓 練
くんれん

等
など

給 付
きゅうふ

の区分
くぶん

に合理的
ごうりてき

な根 拠
こんきょ

も必 要
ひつよう

性
せい

もない。 

 グループホームが訓 練
くんれん

で、ケアホームが介護
かいご

など、机 上
きじょう

の議論
ぎろん

。 

 しかし 就 労
しゅうろう

移行
いこう

支援
しえん

が「介護
かいご

」給 付
きゅうふ

もそぐわない。 

 

【増田
ますだ

委員
いいん

】 

○結論 

 区分
くぶん

についてはすべて廃止
はいし

する． 働 く
はたらく

ことは 障 害 者
しょうがいしゃ

の労 働
ろうどう

に対する
たいする

法 律
ほうりつ

（ 障 害
しょうがい

のある人
ひと

の労 働
ろうどう

に関する
かんする

法制化
ほうせいか

を図る
はかる

）に位置
い ち

づける． 

総 合
そうごう

福祉法
ふくしほう

には 障 害
しょうがい

の重い
おもい

人
ひと

の社 会
しゃかい

参加
さんか

の場
ば

，疾 病
しっぺい

や 障 害
しょうがい

からの回 復
かいふく

のた

めの支援
しえん

を位置づける
い ち づ け る

．また，地域
ちいき

生活を送る
おくる

ための移動
いどう

支援
しえん

・コミュニケーション
こ み ゅ に け ー し ょ ん

支援
しえん

・家事
か じ

援 助
えんじょ

や身 体
しんたい

介護
かいご

などを利用
りよう

し，障 害
しょうがい

のない人
ひと

と同 等
どうとう

の暮らし
く ら し

を実 現
じつげん

する． 

 

【三浦
みうら

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 権利
けんり

条 約
じょうやく

において個人
こじん

の権利
けんり

として示されて
しめ     

いる事項
じこう

を前 提
ぜんてい

に、個別的
こべつてき

に

給 付
きゅうふ

すべきもの、一 定
いってい

のグループ
ぐ る ー ぷ

等
とう

に対する
たい   

支援
しえん

を提
てい

供 す る
きょう    

ものを整理
せいり

し、
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個別
こべつ

給 付
きゅうふ

と地域
ちいき

生 活
せいかつ

支援
しえん

事 業
じぎょう

のメニュー
め に ゅ ー

を整理
せいり

する必 要
ひつよう

がある。特
とく

に、「生 活
せいかつ

構 造
こうぞう

やニード
に ー ど

に基 づ く
もと    

支援
しえん

」を実 現
じつげん

するカギ
か ぎ

となる継 続 的
けいぞくてき

な相 談
そうだん

支援
しえん

について

は個別
こべつ

給付化
きゅうふか

するべきである。 

○理由
りゆう

 

 今後
こんご

の支援
しえん

体 系
たいけい

を 考 え る
かんが    

上
うえ

では、権利
けんり

条 約
じょうやく

を踏まえ
ふ   

、これまでのサービス
さ ー び す

体 系
たいけい

の課題
かだい

や問 題 点
もんだいてん

を 克 服
こくふく

することを目指す
め ざ  

とともに、「 社 会
しゃかい

参加
さんか

支援
しえん

」の

明確化
めいかくか

が必 要
ひつよう

である。また、個別
こべつ

給 付
きゅうふ

は、国
くに

としてどの地域
ちいき

でも保 障
ほしょう

する（地域
ちいき

格差
かくさ

を生まない
うま    

）支援
しえん

として位置づける
い ち    

べきである。 

 

○結
けつ

論
ろん

 

 現
げん

在
ざい

の支
し

援
えん

体
たい

系
けい

の３区
く

分
ぶん

にこだわらない支
し

援
えん

体
たい

系
けい

の抜
ばつ

本
ぽん

的
てき

な見
み

直
なお

しが必
ひつ

要
よう

である。また 

特
とく

定
てい

の生
せい

活
かつ

構
こう

造
ぞう

を、結
けつ

果
か

として押
お

し付
つ

けるような支
し

援
えん

体
たい

系
けい

は作
つく

るべきではない。 

○理
り

由
ゆう

 

 障
しよう

害
がい

程
てい

度
ど

区
く

分
ぶん

が廃
はい

止
し

され、 障
しよう

害
がい

程
てい

度
ど

区
く

分
ぶん

で利
り

用
よう

できないサービス、 障
しよう

害
がい

程
てい

度
ど

区
く

分
ぶん

で支
し

給
きゆう

量
りよう

が制
せい

限
げん

されている現
げん

在
ざい

の介
かい

護
ご

給
きゆう

付
ふ

は抜
ばつ

本
ぽん

的
てき

に見
み

直
なお

さ

れるので、 障
しよう

害
がい

当
とう

事
じ

者
しや

にとって必
ひつ

要
よう

な支
し

援
えん

体
たい

系
けい

はなにが必
ひつ

要
よう

か 改
あらた

めて論
ろん

議
ぎ

する必
ひつ

要
よう

がある。 

 

【森
もり

委員
いいん

】 

○結論 

 介護
かいご

給 付
きゅうふ

、訓 練
くんれん

等
など

給 付
きゅうふ

と地域
ちいき

生 活
せいかつ

支援
しえん

事 業
じぎょう

については一元化
いちげんか

にすべきである。 

○理由 

 生 活
せいかつ

全 体
ぜんたい

を踏まえた
ふ

総 合 的
そうごうてき

なサービス
さ ー び す

を必 要
ひつよう

とする場合
ばあい

、財 政 的
ざいせいてき

、事務的
じむてき

な

支援
しえん

だけでなく、ケアマネジメント
け あ ま ね じ め ん と

の手 法
しゅほう

を活 用
かつよう

し、 障 害 者
しょうがいしゃ

一人ひとりが、

主 体 的
しゅたいてき

に自ら
みずか

の実 現
じつげん

可能
かのう

な生 活
せいかつ

全 体
ぜんたい

の 目 標
もくひょう

を設 定
せってい

し、 現 状
げんじょう

とのギャツブ
ぎ ゃ つ ぶ

埋める
う

手 法
しゅほう

の面
めん

からも、現 行
げんこう

体 系
たいけい

は適 切
てきせつ

なサービス体 系
たいけい

とは言
い

えない。 
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【山 本
やまもと

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 見直
みなお

すべきである。すべての区分
くぶん

を廃
はい

止
し

して一元化
いちげんか

すべきである 

○理由
りゆう

 

 一人一人
ひとりひとり

の生 活
せいかつ

において、障 害
しょうがい

があっても他
ほか

のものと平 等
びょうどう

な人 権
じんけん

享 受
きょうじゅ

のため

の支援
しえん

制度
せいど

として、枠
わく

にとらわれない、切
き

れ目
め

のない支援
しえん

制度
せいど

を構 築
こうちく

すべきである 
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論 点
ろんてん

D
でぃー

-1-3) 現 行
げんこう

の訓 練
くんれん

等
とう

給 付
きゅうふ

についてどう 考
かんが

えるか？労 働
ろうどう

分野
ぶんや

での見直
みなお

しとの関 係
かんけい

で、 就 労
しゅうろう

移行
いこう

支援
しえん

、 就 労
しゅうろう

継 続
けいぞく

支援
しえん

等
とう

のあり方
かた

をどう 考
かんが

えるか？

また、自立
じりつ

訓 練
くんれん

（機能
きのう

訓 練
くんれん

・生 活
せいかつ

訓 練
くんれん

)のあり方
かた

についてどう 考
かんが

えるか？ 

 

【荒井
あらい

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 福祉的
ふくしてき

就 労
しゅうろう

のうち 特
とく

に雇用
こよう

契 約
けいやく

を 締 結
ていけつ

しない福祉的
ふくしてき

就 労
しゅうろう

事 業 所
じぎょうしょ

等
とう

の

利用者
りようしゃ

であっても，社 会
しゃかい

や産 業
さんぎょう

の担
にな

い手
て

の一人
ひとり

であることを明 確
めいかく

にし，サービス
さ ー び す

提 供
ていきょう

事 業 所
じぎょうしょ

への 財 源
ざいげん

措置
そ ち

を 考 慮
こうりょ

しつつ， 労 働 法
ろうどうほう

適 用
てきよう

の 必 要 性
ひつようせい

について

検 討
けんとう

する必 要
ひつよう

がある。 

 また、標 準
ひょうじゅん

利用
りよう

期間
きかん

の設 定
せってい

について、利用者
りようしゃ

個々
こ こ

の能 力
のうりょく

や訓 練
くんれん

の進
すす

み具合
ぐあい

に

より、必 要
ひつよう

に応
おう

じて適宜
てきぎ

期間
きかん

を延 長
えんちょう

可能
かのう

にする等
とう

、柔 軟
じゅうなん

な制度
せいど

に見直
みなお

す必 要
ひつよう

が

ある。 

○理由
りゆう

 

 就 労
しゅうろう

移行
いこう

支援
しえん

，就 労
しゅうろう

継 続
けいぞく

支援
しえん

事 業
じぎょう

は一 般
いっぱん

就 労
しゅうろう

が困 難
こんなん

な障 害 者
しょうがいしゃ

の就 労
しゅうろう

機会
きかい

を提
てい

供
きょう

するものとして，その必 要 性
ひつようせい

は明
あき

らかであるが，就 労
しゅうろう

するために

サービス
さ ー び す

料
りょう

を支払
しはら

うことや雇用
こよう

契 約
けいやく

がなく最 低
さいてい

賃 金
ちんぎん

が保
ほ

証
しょう

されないなど課題
かだい

が

ある。 

 このことから労 働 法
ろうどうほう

適 用
てきよう

の必 要 性
ひつようせい

について検 討
けんとう

を行
おこな

うとともに，検 討
けんとう

にあ

たっては費用負担増
ひようふたんぞう

となる事
じ

業 者
ぎょうしゃ

が安 定
あんてい

して運 営
うんえい

を継 続
けいぞく

できるよう財 源
ざいげん

措置
そ ち

を考 慮
こうりょ

すべきである。 

個々
こ こ

の障 害
しょうがい

特 性
とくせい

やリハビリ
り は び り

を必 要
ひつよう

とする期間
きかん

の長 短
ちょうたん

、個々
こ こ

の利用者
りようしゃ

の訓 練
くんれん

の進
すす

み具合
ぐあい

の違
ちが

い等
とう

により、一 律
いちりつ

の訓 練
くんれん

期間
きかん

（就 労
しゅうろう

移行
いこう

支援
しえん

は２年 間
ねんかん

など）が設 定
せってい

された中
なか

での支援
しえん

は難
むずか

しいため。 

 

【伊澤
いざわ

委員
いいん

】 

○結論 

 事 業
じぎょう

の分 類
ぶんるい

によって、「事 業
じぎょう

も人
ひと

も機能
きのう

向 上
こうじょう

」という意図
い と

は示しながら
し めしな がら

も、

各 事 業
かくじぎょう

が果たして
は た し て

本 来
ほんらい

の役 割
やくわり

（ 名 称
めいしょう

による）を担って
になって

いるのかという疑問
ぎもん

は

禁じ得ない
き んじえ ない

。支援
しえん

メニュー
め に ゅ ー

に期限
きげん

があると「追い立てられて
お い た て ら れ て

いる感 覚
かんかく

」がつきまとう。」
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就 労
しゅうろう

に関して
かんして

は、福祉
ふくし

の枠
わく

で考える
かんがえる

のではなく、労 働
ろうどう

分野
ぶんや

の中
なか

で考えて
かんがえて

いくべ

きだと思う
おもう

。 

○理由 

 ある種
しゅ

名 称
めいしょう

から想起
そうき

される「本格化
ほんかくか

」（本 格 的
ほんかくてき

○○）からはほど遠い
ほどとおい

（ 名 称
めいしょう

と実 態
じったい

のズレ
ず れ

） 現 状
げんじょう

もある。「働 き 方
はたらきかた

」の多様性
たようせい

を、 障 害 者
しょうがいしゃ

だけの問 題
もんだい

で

は無く
な く

、全 体
ぜんたい

で整理
せいり

されれば、障 害 者
しょうがいしゃ

の働 く
はたらく

場
ば

の確保
かくほ

も見えて
み え て

来る
く る

。箱 物
はこもの

福祉
ふくし

の発 想
はっそう

から、マンパワー
ま ん ぱ わ ー

での支援
しえん

へとシフト
し ふ と

が必 要
ひつよう

であり、ジョブコーチ
じ ょ ぶ こ ー ち

支援
しえん

を

浸 透
しんとう

させる事
こと

により、障 害 者
しょうがいしゃ

だけでなく、多く
おおく

の労 働 者
ろうどうしゃ

支援
しえん

にもなるのではな

いか。 

 

【石 橋
いしばし

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

現 行
げんこう

の訓 練
くんれん

等
とう

給 付
きゅうふ

について 

 先 天 性
せんてんせい

の障 害 者
しょうがいしゃ

には不向
ふ む

きである。 

就 労
しゅうろう

移行
いこう

支援
しえん

、就 労
しゅうろう

継 続
けいぞく

支援
しえん

等
とう

のあり方
かた

をどう考
かんが

えるか？ 

 ６５歳
さい

での区分
く わ

け、最 低
さいてい

賃 金
ちんぎん

が保
たもつ

証
しょう

されない状 況 下
じょうきょうか

で雇用
こよう

関 係
かんけい

を結
むす

ぶこと

に矛 盾
むじゅん

がある。また、就 労
しゅうろう

移行
いこう

支援事
しえんこと

業 者
ぎょうしゃ

が育
そだ

たなかった。 

 就 労
しゅうろう

移行
いこう

のためには、しっかりとしたジョブコーチが必 要
ひつよう

。一時
いちじ

の技能
ぎのう

訓 練
くんれん

で

修
おさむ

得
とく

された技能
ぎのう

だけでは、継 続
けいぞく

した就 労
しゅうろう

は困 難
こんなん

。就 労
しゅうろう

継 続
けいぞく

とは名
な

ばかりの

就 労
しゅうろう

であり、事 実 上
じじつじょう

は福祉的
ふくしてき

就 労
しゅうろう

となっている。就 労
しゅうろう

と位置付
い ち づ

けるならば、

最 低
さいてい

賃 金
ちんぎん

の保 障
ほしょう

や労 働
ろうどう

規約
きやく

の整備
せいび

を伴
ともな

うべきでる。 

自立
じりつ

訓 練
くんれん

（機能
きのう

訓 練
くんれん

・生 活
せいかつ

訓 練
くんれん

)のあり方
かた

についてどう考
かんが

えるか？ 

 先 天 性
せんてんせい

の障 害 者
しょうがいしゃ

には、仕事
しごと

（就 労
しゅうろう

）をするためのプログラムを習 熟
しゅうじゅく

でききな

い状 況
じょうきょう

にある。機能
きのう

訓 練
くんれん

、生 活
せいかつ

訓 練
くんれん

に区分
くぶん

することはが難
むずか

しいと考
かんが

える。 

自立
じりつ

訓 練
くんれん

・生 活
せいかつ

訓 練
くんれん

も医 療 的
いりょうてき

モデルが原 点
げんてん

であり、訓 練
くんれん

をすることで社 会
しゃかい

生 活
せいかつ

が可能
かのう

になるとは考
かんが

え難
かた

い。医 療 的
いりょうてき

かかわりは当 然
とうぜん

保 障
ほしょう

されるべきであ

るが、目 的
もくてき

と求
もと

められる結果
けっか

が相
そう

応
おう

していないと考
かんが

える。 

○理由
りゆう

 

 先 天 性
せんてんせい

の障 害
しょうがい

による重 度
じゅうど

の肢体
したい

不自由者
ふじゆうしゃ

への有
ゆう

期限
きげん

のプログラム、就 労 先
しゅうろうさき

の

開 拓
かいたく

が労 働 界
ろうどうかい

と共 同
きょうどう

で進
すす

められていない。 
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 施設
しせつ

運営費
うんえいひ

は、利用者
りようしゃ

と事 業 者
じぎょうしゃ

（施設
しせつ

）が雇用
こよう

契 約
けいやく

を結
むす

ぶことに足
た

りていない。 

 先 天 性
せんてんせい

の障 害 者
しょうがいしゃ

には、機能
きのう

訓 練
くんれん

も生 活
せいかつ

訓 練
くんれん

も必 要
ひつよう

であり、身 体
しんたい

機能
きのう

の

向 上
こうじょう

は日々
ひ び

の訓 練
くんれん

によるもので、期限
きげん

を設 定
せってい

することができない。 

 

【氏
うじ

田
た

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 障 害
しょうがい

がなくても就 職
しゅうしょく

が困 難
こんなん

である今
いま

のような時代
じだい

に、障 害
しょうがい

のある人
ひと

が 2年 間
ねんかん

の就 労
しゅうろう

移行
いこう

支援
しえん

で就 職
しゅうしょく

するのは至難
しなん

の業
ぎょう

であると言
い

える。知的
ちてき

障 害
しょうがい

や発 達
はったつ

障 害
しょうがい

の特 性
とくせい

を踏
ふ

まえると不可能
ふかのう

であると言
い

っても過言
かごん

ではない。利用者
りようしゃ

の実 態
じったい

を勘 案
かんあん

しない利用
りよう

期限
きげん

は撤 廃
てっぱい

すべきと考
かんが

える。現 行
げんこう

の、就 労
しゅうろう

移行
いこう

支援
しえん

・就 労
しゅうろう

継 続
けいぞく

支援
しえん

は継 続
けいぞく

すべきであるが、それに加
くわ

えて、就 労
しゅうろう

定 着
ていちゃく

までを見通
みとお

して、支援
しえん

の濃度
のうど

を

徐 々
じょじょ

に調 節
ちょうせつ

していけるような弾 力 的
だんりょくてき

な支援
しえん

制度
せいど

が必 要
ひつよう

である。訓 練
くんれん

等
とう

給 付
きゅうふ

に

ついては、障 害 者
しょうがいしゃ

であるゆえに何 歳
なんさい

になっても訓 練
くんれん

なのかという疑問
ぎもん

もある。

「自立
じりつ

」に対
たい

する理念
りねん

を根 本 的
こんぽんてき

に問
と

い直
なお

す必 要
ひつよう

がある。 

○理由
りゆう

 

 年 齢
ねんれい

とともに本 人
ほんにん

がもつ社 会
しゃかい

適 応 力
てきおうりょく

が高
たか

められても知的
ちてき

障 害
しょうがい

や発 達
はったつ

障 害
しょうがい

の特 性
とくせい

はそのままなので、一人
ひとり

ひとりにあった、その人
ひと

にふさわしい仕事
しごと

を時間
じかん

をか

けて探
さが

すことが出来
で き

るような支援
しえん

体 系
たいけい

に変 更
へんこう

すべきであると考
かんが

える。事 業
じぎょう

を分
わ

け

ることにより生
しょう

じている障 害
しょうがい

のある人
ひと

が置
おき

かれている実 態
じったい

をしっかりと検 証
けんしょう

し

てほしい。本 人
ほんにん

主 体
しゅたい

を念 頭
ねんとう

におき、一人
ひとり

ひとりのニーズ
に ー ず

とライフステージ
ら い ふ す て ー じ

に応
おう

じ

て、事 業
じぎょう

を分
わ

けるのではなく、一人
ひとり

の人
ひと

を包 括 的
ほうかつてき

に支援
しえん

出来
で き

るような体 制
たいせい

が望
のぞ

ま

しいと考
かんが

える。 

 

【大久保
おおくぼ

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 就 労
しゅうろう

移行
いこう

支援
しえん

については、その実 績
じっせき

を評
ひょう

価
あたい

しつつ、労 働
ろうどう

分野
ぶんや

における就 労
しゅうろう

支援
しえん

施策
しさく

との整 合 性
せいごうせい

やそれぞれの機能
きのう

などを再整理
さいせいり

・再 検 討
さいけんとう

する必 要
ひつよう

はあると

考
かんが

える。また、就 労
しゅうろう

継 続
けいぞく

支援
しえん

Ｂ型
がた

については、生 産
せいさん

活 動
かつどう

に必
かなら

ずしも適 応
てきおう

しき

れない人
ひと

たちやしっかりと適 応
てきおう

できる人
ひと

たちがいるなど、その実 態
じったい

と機能
きのう

につい

て検 証
けんしょう

し、そのあり方
かた

を検 討
けんとう

する必 要
ひつよう

がある。 
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 なお、就 労
しゅうろう

継 続
けいぞく

支援
しえん

Ａ型
がた

は、その性 格
せいかく

から雇用
こよう

施策
しさく

の中
ちゅう

で取 扱
とりあつか

うことが望
のぞ

ま

しいと考
かんが

える。 

 自立
じりつ

訓 練
くんれん

については、その目 的
もくてき

に応
おう

じた支援
しえん

を有
ゆう

期限
きげん

で行
おこな

うことは妥当
だとう

と考
かんが

えるが、その期限
きげん

は個人差
こじんさ

に配 慮
はいりょ

し、個人
こじん

ごとの「サービス利用
りよう

計 画
けいかく

」の中
ちゅう

で設 定
せってい

すべきであると考
かんが

える。 

○理由
りゆう

 

 現 行
げんこう

の就 労
しゅうろう

継 続
けいぞく

支援
しえん

事 業
じぎょう

Ａ型
がた

の従 業 員
じゅうぎょういん

（利用者
りようしゃ

）である障 害 者
しょうがいしゃ

は、

労 働 者
ろうどうしゃ

としての雇用
こよう

契 約
けいやく

と福祉
ふくし

サービス利用者
りようしゃ

としての利用
りよう

契 約
けいやく

を結
むす

び、その

利用者
りようしゃ

負担
ふたん

（定 率
ていりつ

負担
ふたん

）を支払
しはら

う仕組
し く

みになっていることには無理
む り

がある。そこで、

同 従 業 員
どうじゅうぎょういん

は、明 確
めいかく

に労 働 者
ろうどうしゃ

として位置
い ち

づけることが望
のぞ

ましいと考
かんが

える。 

 自立
じりつ

訓 練
くんれん

の期限
きげん

は、個人
こじん

それぞれの状 況
じょうきょう

を考
かんが

えた場合
ばあい

、一 律
いちりつ

に設 定
せってい

できるも

のではなく、個人
こじん

ごとに設 定
せってい

すべきであると考
かんが

える。 

 

【小澤
おざわ

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

・就 労
しゅうろう

移行
いこう

支援
しえん

、就 労
しゅうろう

継 続
けいぞく

支援
しえん

Ａは、労 働
ろうどう

分野
ぶんや

の政 策
せいさく

へ移行
いこう

。 

・就 労
しゅうろう

継 続
けいぞく

支援
しえん

Ｂは、実 践
じっせん

の内 容
ないよう

および利用者像
りようしゃぞう

によって、労 働
ろうどう

分野
ぶんや

と福祉
ふくし

分野
ぶんや

に再整理
さいせいり

。 

・自立
じりつ

訓 練
くんれん

は、日 中
にっちゅう

活 動
かつどう

、社 会
しゃかい

参加
さんか

、居 住
きょじゅう

、移動
いどう

、コミュニケーション
こ み ゅ に け ー し ょ ん

の各支援
かくしえん

事 業
じぎょう

におけるリハビリテーション
り は び り て ー し ょ ん

（ハビリテーション
は び り て ー し ょ ん

を含
ふく

む）の取
と

り組
く

みに位置
い ち

づ

ける。 

○理由
りゆう

 

・労 働
ろうどう

政 策
せいさく

の中
なか

で対 応
たいおう

すべきものを精査
せいさ

して、労 働
ろうどう

政 策
せいさく

の充 実
じゅうじつ

を求
もと

めていく。 

 

【小野
お の

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 就 労
しゅうろう

分野
ぶんや

は、 障 害
しょうがい

のある 人
ひと

の 労 働 権
ろうどうけん

保 障
ほしょう

に 関
かん

する 法 令
ほうれい

を 新
あら

たに 定
さだ

め

位置付
い ち づ

ける。また、自立
じりつ

訓 練
くんれん

等
とう

は、社 会
しゃかい

生 活
せいかつ

移行
いこう

支援
しえん

や自立
じりつ

生 活
せいかつ

移行
いこう

支援
しえん

などと

いうような新
あら

たな制度
せいど

とすべきである。 

○理由
りゆう
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 労 働 権
ろうどうけん

保 障
ほしょう

と 公 的
こうてき

賃 金
ちんぎん

制度
せいど

を伴
ともな

った 社 会
しゃかい

支援
しえん

雇用
こよう

制度
せいど

(保護
ほ ご

雇用
こよう

制度
せいど

)を

確 立
かくりつ

するためである。 

 また自立
じりつ

訓 練
くんれん

は、これまで 更 生
こうせい

施設
しせつ

等
とう

での地域
ちいき

生 活
せいかつ

移行
いこう

のための ADL

トレーニング
と れ ー に ん ぐ

なども含
ふく

まれる。それらは必 要
ひつよう

な支援
しえん

であるため、新制度
しんせいど

として発 展
はってん

させる。 

 

【門屋
かどや

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 就 労
しゅうろう

については労 働
ろうどう

分野
ぶんや

において制度化
せいどか

されるべきと考
かんが

えます。生 活
せいかつ

維持
い じ

、

生 活
せいかつ

の質
しつ

の向 上
こうじょう

といった内 容
ないよう

の、自立
じりつ

訓 練
くんれん

は今後
こんご

も必 要
ひつよう

と考
かんが

えます。  

○理由
りゆう

 

 社 会
しゃかい

参加
さんか

・活 動
かつどう

支援
しえん

として、自立
じりつ

訓 練
くんれん

(機能
きのう

訓 練
くんれん

・生 活
せいかつ

技 術
ぎじゅつ

教 育
きょういく

・訓 練
くんれん

等
とう

)

と日課
にっか

資源
しげん

(地域
ちいき

活 動
かつどう

支援
しえん

センタ
せ ん た

ーなどのたまり場
ば

機能
きのう

とカルチャーセンタ
か る ち ゃ ー せ ん た

ー機能
きのう

な

ど)を 提 供
ていきょう

する。 

 就 労
しゅうろう

移行
いこう

支援
しえん

は職 業 前
しょくぎょうまえ

リハビリ
り は び り

や職 業
しょくぎょう

訓 練
くんれん

を含
ふく

んで労 働
ろうどう

分野
ぶんや

が 提 供
ていきょう

する。

就 労
しゅうろう

継 続
けいぞく

Aは労 働
ろうどう

分野
ぶんや

で、Bについては日課
にっか

資源
しげん

として存 続
そんぞく

し、その中
なか

で 収
しゅう

益
えき

活 動
かつどう

については、工 賃
こうちん

ではなく、分 配
ぶんぱい

金
きん

?として労 働
ろうどう

対価
たいか

に位置
い ち

づけないことは

不可能
ふかのう

か? 

 

【河 崎
かわさき

（建
たつ

）委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 就 労
しゅうろう

を大 前 提
だいぜんてい

とした現 行
げんこう

制度
せいど

には問 題
もんだい

がある。 

○理由
りゆう

 

 自立
じりつ

支援法
しえんほう

の成果
せいか

主義的
しゅぎてき

精 神
せいしん

は見直
みなお

すべきである。就 労
しゅうろう

せずとも精 神
せいしん

障 害 者
しょうがいしゃ

が地域
ちいき

の 中
なか

で 安 心
あんしん

して 生 活
せいかつ

できる 環 境
かんきょう

を 提 供
ていきょう

する 体 制
たいせい

を確保
かくほ

することが

重 要
じゅうよう

である。 

 

【川 崎
かわさき

（洋
よう

）委員
いいん

】 

○結論 

 一 般
いっぱん

就 労
しゅうろう

と福祉
ふくし

就 労
しゅうろう

という考 え 方
かんがえかた

はみなおされ、一元化
いちげんか

してシームレス
し ー む れ す

な
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就 労
しゅうろう

体 制
たいせい

の構 築
こうちく

が必 要
ひつよう

。 

○理由 

 福祉
ふくし

就 労
しゅうろう

では利 用 料
りようりょう

負担
ふたん

があり、また最 低
さいてい

賃 金
ちんぎん

減 額
げんがく

申 請
しんせい

制度
せいど

にいたっては

まったくの差
さ

別 法
べつほう

である。シームレス
し ー む れ す

にするためには、最 低
さいてい

賃 金 法
ちんぎんほう

を適 用
てきよう

すべき

である。 

 

【倉田
くらた

委員
いいん

】 

○
 

結 論
けつろん

 

 就 労
しゅうろう

移行
いこう

支援
しえん

事 業
じぎょう

を運 営
うんえい

している法 人
ほうじん

の中
なか

には、 報 酬
ほうしゅう

単価
たんか

が他
ほか

よりも

高 い
たか  

ことが主
おも

な理由
りゆう

になっている 所
ところ

もあり、尐なく
すく   

とも、実 績
じっせき

（ 実 習
じっしゅう

、就 職
しゅうしょく

、

職 場
しょくば

定 着
ていちゃく

）を踏まえた
ふ    

指定
してい

のあり方
   かた

を検 討
けんとう

すべき。 

 就 労
しゅうろう

継 続
けいぞく

支援
しえん

Ａ 型
  がた

・Ｂ 型
  がた

は、福祉的
ふくしてき

就 労
しゅうろう

への労 働
ろうどう

法規
ほうき

適 用
てきよう

論議
ろんぎ

の中
なか

で

根 本 的
こんぽんてき

に見直す
みなお  

べき。 

○理由
りゆう

 

 福祉的
ふくしてき

就 労
しゅうろう

への労 働
ろうどう

法規
ほうき

の適 用
てきよう

について平 成
へいせい

２３年
  ねん

１２月
  がつ

までに結 論
けつろん

を

得る
え  

ことが、既
すで

に方針化
ほうしんか

されているので。 

 

【近 藤
こんどう

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 就 労
しゅうろう

移行
いこう

支援
しえん

事 業
じぎょう

、就 労
しゅうろう

継 続
けいぞく

支援
しえん

事 業
じぎょう

については、基本
きほん

は税
ぜい

財 源
ざいげん

をもって

実施
じっし

し、事 業
じぎょう

運 営
うんえい

にあたっては、福祉
ふくし

施策
しさく

、労 働
ろうどう

施策
しさく

両 面
りょうめん

で充 実
じゅうじつ

を図
はか

るととも

にシームレス
し ー む れ す

な支援
しえん

制度
せいど

を構 築
こうちく

すべきである。なお、労 働
ろうどう

施策
しさく

への位置
い ち

づけにあた

っては、福祉的
ふくしてき

就 労
しゅうろう

の実 態
じったい

や、労 働
ろうどう

市 場
しじょう

における動 向
どうこう

等
とう

を踏
ふ

まえたうえでの

十 分
じゅうぶん

な議論
ぎろん

が必 要
ひつよう

である。 

 就 労
しゅうろう

移行
いこう

支援
しえん

は障 害 者
しょうがいしゃ

就 業
しゅうぎょう

・生 活
せいかつ

支援
しえん

センタ
せ ん た

ーと機能
きのう

統 合
とうごう

ないしは連 携
れんけい

充 実
じゅうじつ

を図
はか

り、アフターフォロ
あ ふ た ー ふ ぉ ろ

ーも事 業
じぎょう

内 容
ないよう

に盛
も

り込
こ

む「雇用
こよう

訓 練
くんれん

・定 着
ていちゃく

支援
しえん

」

事 業
じぎょう

とし、就 労
しゅうろう

継 続
けいぞく

支援
しえん

は、国
くに

の賃 金
ちんぎん

補填
ほてん

の下
もと

で労 働 者
ろうどうしゃ

としての権利
けんり

を保 障
ほしょう

される「社 会
しゃかい

支援
しえん

雇用
こよう

（保護
ほ ご

雇用
こよう

）」の場
ば

として体系化
たいけいか

するべきである。 

 自立
じりつ

訓 練
くんれん

は、生 活
せいかつ

介護
かいご

のなかのプログラム
ぷ ろ ぐ ら む

として位置
い ち

づけてはどうか。 

○理由
りゆう
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 障 害 者
しょうがいしゃ

の「働
はたら

く」を支援
しえん

する基本
きほん

施策
しさく

は、現 行
げんこう

労 働
ろうどう

施策
しさく

の納付
のうふ

金
きん

や助 成 金
じょせいきん

と

いった期間
きかん

限 定
げんてい

の制度
せいど

はなじまない。税
ぜい

で安 定
あんてい

した支援
しえん

を行
おこな

うべきであり、納付
のうふ

金
きん

や助 成 金
じょせいきん

は施策
しさく

のさらなる充 実
じゅうじつ

に向
む

けた活 用
かつよう

部分
ぶぶん

に位置
い ち

づけるべきである。 

 労 働
ろうどう

施策
しさく

に位置
い ち

づけた場合
ばあい

、現 状
げんじょう

の福祉的
ふくしてき

就 労
しゅうろう

で働
はたら

く障 害 者
しょうがいしゃ

の多
おお

くが施策
しさく

の

対 象
たいしょう

から除 外
じょがい

されてしまう懸念
けねん

がある。そうした人
ひと

たちの「働
はたら

きたい」という願
ねが

い

にどう応
こた

えるか、また、地域
ちいき

生 活
せいかつ

の保 障
ほしょう

の手立
て だ

てをどう考
かんが

えるか等
とう

が並 行
へいこう

して

検 討
けんとう

されなければならない。さらに、一 般
いっぱん

就 労
しゅうろう

ができなかった者
もの

、離 職
りしょく

せざるを

得
え

なかった者
もの

等
とう

のためにも、福祉
ふくし

施策
しさく

と労 働
ろうどう

施策
しさく

とのシームレス
し ー む れ す

な支援
しえん

制度
せいど

は重 要
じゅうよう

である。 

 就 労
しゅうろう

移行
いこう

支援
しえん

事 業
じぎょう

は、「訓 練
くんれん

し、つなぐ」機能
きのう

だけでなく、「就 労
しゅうろう

を支
ささ

える」機能
きのう

が充 実
じゅうじつ

しないと、安 定
あんてい

した雇用
こよう

とはならない。 

 就 労
しゅうろう

継 続
けいぞく

支援
しえん

事 業
じぎょう

は、障 害 者
しょうがいしゃ

の「働
はたら

く場
ば

」と位置
い ち

づけ、労 働 法
ろうどうほう

を適 用
てきよう

する

場
ば

とするべきである。そのためには、１事 業 者
じぎょうしゃ

の責 任
せきにん

だけを問
と

うのではなく、

社 会 的
しゃかいてき

責 任
せきにん

として賃 金
ちんぎん

補填
ほてん

制度
せいど

や仕事
しごと

の確保
かくほ

策
さく

（官 公 需
かんこうじゅ

・民 需
みんじゅ

）等
とう

を導 入
どうにゅう

す

る必 要
ひつよう

がある。自立
じりつ

訓 練
くんれん

は、日々
ひ び

のプログラム化
ぷ ろ ぐ ら む か

のむずかしさが表
あらわ

れてきており、

生 活
せいかつ

介護
かいご

のなかのメニュ
め に ゅ

ーとして、必 要
ひつよう

に応
おう

じた訓 練
くんれん

と位置
い ち

づけることが望
のぞ

まし

いと思
おも

われる。 

 

【齋 藤
さいとう

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 まず訓 練
くんれん

等
とう

給 付
きゅうふ

などという区分
くぶん

に捉
とら

われることが誤
あやま

りである。就 労
しゅうろう

政 策
せいさく

につ

いては、労 働
ろうどう

政 策
せいさく

の中
なか

に移行
いこう

できることが何
なに

であり、福祉
ふくし

政 策
せいさく

の中
なか

でやるべきこ

とが何
なに

であるかをこの総 合
そうごう

福祉
ふくし

部会
ぶかい

でも充 分
じゅうぶん

に議論
ぎろん

する必 要
ひつよう

がある。 

○理由
りゆう

 

 訓 練
くんれん

等
とう

給 付
きゅうふ

は介護
かいご

保険
ほけん

との一体化
いったいか

が難
むずか

しいものをあわせたものでしかなく、そ

んな区分
くぶん

自体
じたい

が必 要
ひつよう

ないから。 

 

【佐野
さ の

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 自立
じりつ

訓 練
くんれん

としての中 途 失 聴
ちゅうとしつちょう

・難 聴 者
なんちょうしゃ

に対
たい

するコミュニケーション等
とう

訓 練
くんれん
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事 業
じぎょう

の開始
かいし

が必 要
ひつよう

である。就 労
しゅうろう

移行
いこう

支援
しえん

、就 労
しゅうろう

継 続
けいぞく

支援
しえん

等
とう

では、障 害
しょうがい

を持
も

つ

中 途 失 聴
ちゅうとしつちょう

・難 聴 者
なんちょうしゃ

のコミュニケーション方 法
ほうほう

の獲 得
かくとく

を通
つう

じた、障 害 者
しょうがいしゃ

の自立
じりつ

支援
しえん

となるような権利
けんり

擁護
ようご

の基本
きほん

視点
してん

に基
もと

づいた訓 練
くんれん

が必 要
ひつよう

である。実施
じっし

に当
あ

たっ

ては、個人
こじん

や集 団
しゅうだん

に限 定
げんてい

しない、市 町 村
しちょうそん

単位
たんい

に限 定
げんてい

されない広 域 的
こういきてき

な連 携
れんけい

や

展 開
てんかい

が必 要
ひつよう

である。 

 

【竹 端
たけばた

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 昼
ひる

のあいだ社 会
しゃかい

にさんかする活
かつ

どうの場
ば

は「日 中
にっちゅう

活 動
かつどう

の場
ば

」としてまとめた方
かた

がいい。 

○理由
りゆう

 

 障
しょう

がいの重
おも

い・軽
かる

いや、活
かつ

どうの内
ない

ようで細
こま

かくわけすぎないほうがいい。ま

た、教
きょう

いくや労
ろう

どうに近
ちか

い支
し

えん（自立
じりつ

訓 練
くんれん

や就 労
しゅうろう

移行
いこう

）は、労
ろう

どうや教
きょう

いくを

支
ささ

えるしくみ（政 策
せいさく

）にいれたほうがいい。 

 

【田中
たなか

（正
まさ

）委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 就 労
しゅうろう

移行
いこう

は、労 働
ろうどう

施策
しさく

として一元化
いちげんか

が図
はか

られるよう支援
しえん

の提 供
ていきょう

体 制
たいせい

からの

見直
みなお

しについて検 討
けんとう

・整理
せいり

が必 要
ひつよう

である。 

 自立
じりつ

訓 練
くんれん

については、目 的
もくてき

と期限
きげん

を定
さだ

める意味
い み

として、地域
ちいき

資源
しげん

を利用
りよう

する際
さい

の

使
つか

い勝手
かって

を確 認
かくにん

するためと位置
い ち

づける。本 人
ほんにん

の暮
く

らしの全 体
ぜんたい

の適正化
てきせいか

を図
はか

る視点
してん

で、中 長 期
ちゅうちょうき

にわたる長
なが

い期間
きかん

のアセスメント
あ せ す め ん と

機能
きのう

として活 用
かつよう

する。 

○理由
りゆう

 

 就 労
しゅうろう

環 境
かんきょう

を整
ととの

える施策
しさく

として効果
こうか

が得
え

られた状 況
じょうきょう

については後 退
こうたい

させてはい

けない。特
とく

に、就 労
しゅうろう

のとらえ方
かた

が柔 軟
じゅうなん

になり、社 会
しゃかい

参加
さんか

する機会
きかい

が特 段
とくだん

に高
たか

ま

った点
てん

は高
たか

く評 価
ひょうか

する必 要
ひつよう

がある。 

 自立
じりつ

訓 練
くんれん

については、通 所
つうじょ

施設
しせつ

に在 籍
ざいせき

している状 況
じょうきょう

にスポット
す ぽ っ と

が当
あ

たりすぎて

いるため、個別
こべつ

給 付
きゅうふ

の位置
い ち

づけが、在 宅
ざいたく

支援
しえん

の各 種
かくしゅ

サービス
さ ー び す

との関 連
かんれん

づけも強
つよ

く

意識
いしき

したアセスメント
あ せ す め ん と

の土台
どだい

ととらえる必 要
ひつよう

がある。機能
きのう

訓 練
くんれん

においては PT.ST等
とう

に着 目
ちゃくもく

されがちで、居 宅
きょたく

支援
しえん

や入 浴
にゅうよく

サービス
さ ー び す

との整 合 性
せいごうせい

は弱
よわ

く、結果
けっか

として
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訓 練
くんれん

事 業
じぎょう

を活 用
かつよう

することが、在 宅
ざいたく

支援
しえん

を強 化
きょうか

する状 況
じょうきょう

につながっていない。

生 活
せいかつ

訓 練
くんれん

は通 所
つうじょ

機能
きのう

に通
かよ

うことが目 的
もくてき

となっており、利用
りよう

目 的
もくてき

が報 酬
ほうしゅう

の底上
そこあ

げとなっている実 態
じったい

が尐
すく

なくない。 

 

【中 西
なかにし

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 機能
きのう

訓 練
くんれん

、生 活
せいかつ

訓 練
くんれん

として労 働
ろうどう

市 場
しじょう

に 障 害 者
しょうがいしゃ

を追
お

い立
た

てるのではなく、あ

らゆる一 般 的
いっぱんてき

労 働
ろうどう

市 場
しじょう

の中
なか

に個
ここ

々の 障 害 者
しょうがいしゃ

に適
てき

した労 働
ろうどう

の場
ば

、適
てき

した

就 労
しゅうろう

の場
ば

を 創 出
そうしゅつ

することが国家
こっか

の義務
ぎ む

であるという、パラダイムシフト
ぱ ら だ い む し ふ と

を 行
おこな

う

必 要
ひつよう

がある。 

○理由
りゆう

 

 自立
じりつ

訓 練
くんれん

の給 付
きゅうふ

は 就 労
しゅうろう

を継 続
けいぞく

するための生 活
せいかつ

訓 練
くんれん

や機能
きのう

訓 練
くんれん

とされてお

り、労 働
ろうどう

市 場
しじょう

に 障 害 者
しょうがいしゃ

を送
おく

り込
こ

むことを目 的
もくてき

としている。労 働
ろうどう

市 場
しじょう

に適 応
てきおう

するように 障 害 者
しょうがいしゃ

を訓 練
くんれん

しようとするのは 誤
あやま

りであり、労 働
ろうどう

市 場
しじょう

のほうを

個
ここ

々の 障 害 者
しょうがいしゃ

の 働
はたら

きやすいように改 善
かいぜん

していくことが目 的
もくてき

とされなければな

らない。 

 

【中 原
なかはら

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 現行の
げんこう 

介護
かいご

給 付
きゅうふ

と訓 練
くんれん

等
とう

給 付
きゅうふ

は一本化
いっぽんか

すべきである。 

 就 労
しゅうろう

移行
いこう

支援
しえん

、 就 労
しゅうろう

継 続
けいぞく

支援
しえん

等
など

の機能
きのう

は必 要
ひつよう

であるが、機能
きのう

を分けた
わ   

こと

による弊 害
へいがい

も指摘
してき

されていることから、サービス
さ ー び す

体 系
たいけい

の在 り 方
    かた

全 体
ぜんたい

のなかでの

議論
ぎろん

が必 要
ひつよう

である。 

○理由
りゆう

 

 訓 練
くんれん

等
とう

給 付
きゅうふ

の 事 業
じぎょう

は 障 害
しょうがい

程度
ていど

区分
くぶん

に係わらず
かか    

事 業
じぎょう

毎
ごと

の 報 酬
ほうしゅう

単価
たんか

を

設けた
もう   

ことにより、個別
こべつ

給 付
きゅうふ

の意義
い ぎ

が 失 わ れ る
うしな      

とともに、支援
しえん

の必要度
ひつようど

に

応じた
おう   

給 付
きゅうふ

がされない仕組み
し く み

となっていることから、介護
かいご

給 付
きゅうふ

と一本化
いっぽんか

するととも

に、その人
ひと

の支援
しえん

の必要度
ひつようど

に応じた
おう   

給 付
きゅうふ

とすることが望ましい
のぞ     

。 

 現 状
げんじょう

の 就 労
しゅうろう

継 続
けいぞく

支援
しえん

については、一 般
いっぱん

企 業
きぎょう

に比べ
くら 

大きな
おお   

賃 金
ちんぎん

格差
かくさ

がある

ことは事実
じじつ

であるが、 障 害
しょうがい

の重い
おも 

人
ひと

の社 会
しゃかい

参加
さんか

や活 動
かつどう

の視点
してん

からみた場合
ばあい

、
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福祉的
ふくしてき

就 労
しゅうろう

の場
ば

で賃 金
ちんぎん

を得る
え  

ことや企 業
きぎょう

就 労
しゅうろう

への移行
いこう

を図って
はか   

いくことは

必 要
ひつよう

である。 

 

【西 滝
にしたき

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 就 労
しゅうろう

支援
しえん

サービス
さ ー び す

を「企 業
きぎょう

就 労
しゅうろう

」、「保護
ほ ご

雇用
こよう

」、「活 動
かつどう

支援
しえん

センタ
せ ん た

ー」などの 3

類 型
るいけい

とし、それぞれの相互
そうご

乗
の

り入
い

れを自由
じゆう

にすること。そのうえで、企 業
きぎょう

就 労
しゅうろう

にお

けるコミュニケーション
こ み ゅ に け ー し ょ ん

支援
しえん

の充 実
じゅうじつ

を図
はか

ることが望
のぞ

ましい。 

 「福祉
ふくし

」と「労 働
ろうどう

」の制度間
せいどかん

のばらつきについて、検 証
けんしょう

・整 合 性
せいごうせい

を図
はか

るべきで

ある。 

 そのため、「福祉的
ふくしてき

就 労
しゅうろう

」の定義
ていぎ

を明
あき

らかにし、その在
あ

り方
かた

について、労 働
ろうどう

法規
ほうき

の適 用
てきよう

の有無
う む

、工 賃
こうちん

(賃 金
ちんぎん

)の額
がく

、賃 金
ちんぎん

補填
ほてん

等
とう

の所 得
しょとく

保 障
ほしょう

をめざした「最 低
さいてい

賃 金
ちんぎん

減 額
げんがく

特 例
とくれい

措置
そ ち

」等
とう

について検 討
けんとう

すべきである。利 用 料
りようりょう

制度
せいど

は廃
はい

止
し

すべき

である。 

 就 労
しゅうろう

移行
いこう

支援
しえん

事 業
じぎょう

の利用
りよう

期間
きかん

について柔 軟
じゅうなん

な運 用
うんよう

を検 討
けんとう

すること。就 労
しゅうろう

継 続
けいぞく

支援
しえん

Ｂ型
がた

は、就 労
しゅうろう

移行
いこう

支援
しえん

または就 労
しゅうろう

継 続
けいぞく

支援
しえん

Ａ型
がた

の利
り

用後
ようご

でないと利用
りよう

できない仕組
し く

みを改 善
かいぜん

すること。 

 

【野原
のはら

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

  

 社 会
しゃかい

が「病 気
びょうき

をもっていても働
はたら

くことを受
う

け入
い

れる」啓 発
けいはつ

が不可欠
ふかけつ

… 

 難 病
なんびょう

・慢 性
まんせい

疾 患
しっかん

への理解
りかい

と、そういう疾 患
しっかん

をもちながら働
はたら

く人
ひと

たちの特 性
とくせい

（と

くに日 内
ひのうち

・日々
ひ び

・月
つき

ごとに体 調
たいちょう

が変化
へんか

したり、頻 繁
ひんぱん

な排 便
はいべん

・ 排 尿
はいにょう

や、数時間
すうじかん

の継 続
けいぞく

労 働
ろうどう

が困 難
こんなん

な場合
ばあい

があり、異 常
いじょう

な場合
ばあい

には医師
い し

との連 携
れんけい

が必 要
ひつよう

なことが

ある。さらに、日 常
にちじょう

のサイクルに病 院
びょういん

への通 院
つういん

や薬
くすり

の投与
とうよ

、適宜
てきぎ

休 憩
きゅうけい

をとること

などの配 慮
はいりょ

が必 要
ひつよう

なこと等
とう

）を理解
りかい

してもらうということでが必 要
ひつよう

。長 期
ちょうき

慢 性
まんせい

疾 患
しっかん

（難 病
なんびょう

も含
ふく

む）をもつ人
ひと

への理解
りかい

と配 慮
はいりょ

がなければ就 労
しゅうろう

継 続
けいぞく

は難
むずか

しい。 

 異
こと

なる個別
こべつ

のニーズに応
こた

えられる多様
たよう

な就 労
しゅうろう

形 態
けいたい

・在 宅
ざいたく

就 労
しゅうろう

の開 発
かいはつ

も必 要
ひつよう

 

 難 病
なんびょう

・慢 性
まんせい

疾 患
しっかん

をもつ人
ひと

も障 害 者
しょうがいしゃ

雇用
こよう

促 進 法
そくしんほう

の法 定
ほうてい

雇用率
こようりつ

にカウントで

きるようにすること。 
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【 東 川
ひがしがわ

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 措置
そ ち

制度
せいど

時代
じだい

の福祉
ふくし

工 場
こうじょう

、授 産
じゅさん

施設
しせつ

を「就 労
しゅうろう

」という冠
かん

に代
か

えただけの感
かん

はあ

るが、高次
こうじ

脳
のう

機能
きのう

障 害 者
しょうがいしゃ

にとっては自立
じりつ

訓 練
くんれん

、就 労
しゅうろう

移行
いこう

支援
しえん

などに期待
きたい

するとこ

ろはある。各地
かくち

の友
とも

の会
かい

が努 力
どりょく

して立
た

ち上
あ

げた支援
しえん

事 業
じぎょう

が効果
こうか

をあげている。ただ、

就 労
しゅうろう

継 続
けいぞく

について、日割
ひ わ

りの単価
たんか

ではなく月割
つきわ

り計 算
けいさん

が望
のぞ

ましい。 

 ただし、障 害 者
しょうがいしゃ

雇用
こよう

制度
せいど

全 体
ぜんたい

の問 題
もんだい

として、労 働
ろうどう

政 策 上
せいさくじょう

の抜
ぬ

本 的
ほんてき

見直
みなお

しが

必 要
ひつよう

と考
かんが

える。 

（就 労
しゅうろう

移行
いこう

支援
しえん

や就 労
しゅうろう

継 続
けいぞく

事 業
じぎょう

など現 在
げんざい

の福祉的
ふくしてき

就 労
しゅうろう

形 態
けいたい

も権利
けんり

条 約
じょうやく

に

照
て

らせば雇用
こよう

に含
ふく

まれると考
かんが

えられ、利 用 料
りようりょう

負担
ふたん

の対 象
たいしょう

外
そと

とすべきなど、見直
みなお

し

を図
はか

るべきではないか。） 

○理由
りゆう

 

 高次
こうじ

脳
のう

機能
きのう

障 害 者
しょうがいしゃ

の一部
いちぶ

には、体 調
たいちょう

が安 定
あんてい

しておらず毎 日
まいにち

通 所
つうじょ

できず、また

生 活 上
せいかつじょう

のトラブルなどに介 入
かいにゅう

する必 要
ひつよう

があることから、単
たん

に通 所
つうじょ

時
とき

のみの支援
しえん

でないこと。就 労
しゅうろう

継 続
けいぞく

支援
しえん

の施設
しせつ

としては、個別
こべつ

支援
しえん

計 画
けいかく

を立
た

ててきめ細
こま

かく実施
じっし

していても、日割
ひ わ

り計 算
けいさん

による収 入 減
しゅうにゅうげん

という矛 盾
むじゅん

があり、改 善
かいぜん

が必 要
ひつよう

であるた

め。 

 ＩＬＯ提訴
ていそ

の回 答
かいとう

なども視野
し や

に入
い

れた障 害 者
しょうがいしゃ

雇用
こよう

問 題
もんだい

の抜
ぬ

本 的
ほんてき

な見直
みなお

しが

必 要
ひつよう

である。 

（障 害
しょうがい

が重 度
じゅうど

であったり、一 般
いっぱん

就 労
しゅうろう

を望
のぞ

まない障 害 者
しょうがいしゃ

にとって、雇用
こよう

を一 般
いっぱん

企 業
きぎょう

等
とう

に狭
せば

めるのは好
この

ましくない。「全
すべ

ての人
ひと

が働
はたら

ける社 会
しゃかい

」実 現
じつげん

のためには、

ソーシャルエンタープライズ（社 会 的
しゃかいてき

企 業
きぎょう

）に一 定
いってい

の効果
こうか

が認
みと

められる。しかし

労 働
ろうどう

能 力
のうりょく

の問 題
もんだい

もあり、何
なん

らかの社 会 的
しゃかいてき

援 助
えんじょ

が無
な

ければ経 営
けいえい

が困 難
こんなん

（具体的
ぐたいてき

には、最 低
さいてい

賃 金
ちんぎん

保 障
ほしょう

や保険
ほけん

加 入
かにゅう

等
とう

）であるので、障 害 者
しょうがいしゃ

雇用
こよう

調 整
ちょうせい

金
きん

・報 奨 金
ほうしょうきん

の額
がく

を UPして経 営
けいえい

の下 支
したざさ

えを行
おこな

う。これは「働
はたら

く場
ば

」への支援
しえん

であるので、狭 義
きょうぎ

の福祉的
ふくしてき

予算
よさん

からの支 出
ししゅつ

でなく、労 働
ろうどう

分野
ぶんや

からの支 出
ししゅつ

、すなわち障 害 者
しょうがいしゃ

雇用
こよう

調 整
ちょうせい

金
きん

・報 奨 金
ほうしょうきん

制度
せいど

を利用
りよう

することが合理的
ごうりてき

である。） 
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【広田
ひろた

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 もっと労 働
ろうどう

行 政
ぎょうせい

が力
ちから

を入
い

れてほしい 

 職 員
しょくいん

の質
しつ

の向 上
こうじょう

 

○理由
りゆう

 

 精 神
せいしん

障 害 者
しょうがいしゃ

の就 職
しゅうしょく

希望者
きぼうしゃ

が多
おお

いから 

 うつの人
ひと

が会 社
かいしゃ

への復 職
ふくしょく

をするため 

 

【福井
ふくい

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 現 在
げんざい

の事 業
じぎょう

体 系
たいけい

で、介護
かいご

か訓 練
くんれん

かの二者択一
にしゃたくいつ

の枠組
わくぐ

みを持
も

ち込
こ

んだことは、

認
みと

められない。一人一人
ひとりひとり

のニーズ
に ー ず

に基
もと

づく適 切
てきせつ

な支援
しえん

が受
う

けられるようにすべきで

ある。現 行
げんこう

の地域
ちいき

活 動
かつどう

支援
しえん

センタ
せ ん た

ーは廃止
はいし

し、ニーズ
に ー ず

と 障 害
しょうがい

状 況
じょうきょう

によって必 要
ひつよう

な支援
しえん

が受
う

けられるようなシステム
し す て む

を、国 際
こくさい

水 準
すいじゅん

に沿
そ

ったものを目 標
もくひょう

として構 築
こうちく

すべきである。 

○理由
りゆう

 

 地域
ちいき

活 動
かつどう

支援
しえん

センタ
せ ん た

ーは 市 町 村
しちょうそん

事 業
じぎょう

に位置
い ち

づけられているので、小規模
しょうきぼ

作 業 所
さぎょうじょ

などの厳
きび

しい状 況
じょうきょう

は解
かい

決
けっ

されていない。しかも、成果
せいか

主義
しゅぎ

の導 入
どうにゅう

そのも

のも福祉
ふくし

分野
ぶんや

に馴染
な じ

まない。日 中
にっちゅう

活 動
かつどう

の場
ば

の不足
ふそく

は、すべての 障 害
しょうがい

者
しゃ

を対 象
たいしょう

と

していないところも問 題
もんだい

である。安 定
あんてい

した職 員
しょくいん

配置
はいち

、報 酬
ほうしゅう

単価
たんか

の引
ひ

き上
あ

げが必 要
ひつよう

である。 

 

【藤井
ふじい

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 就 労
しゅうろう

移行
いこう

支援
しえん

及
およ

び 就 労
しゅうろう

継 続
けいぞく

事 業
じぎょう

においては利用者
りようしゃ

負担
ふたん

を廃
はい

するべきであ

る。加
くわ

えて 就 労
しゅうろう

継 続
けいぞく

事 業 所
じぎょうしょ

に対
たい

しては、賃 金
ちんぎん

補填
ほてん

等
とう

必 要
ひつよう

な施策
しさく

を講
こう

じ、

労 働
ろうどう

法規
ほうき

の適 用
てきよう

を 行
おこな

うべきである。 

○理由
りゆう

 

 障 害 者
しょうがいしゃ

自立
じりつ

支援法
しえんほう

における 就 労
しゅうろう

移行
いこう

支援
しえん

や 就 労
しゅうろう

継 続
けいぞく

支援
しえん

事 業
じぎょう

は権利
けんり

条 約
じょうやく

に規定
きてい

する「あらゆる雇用
こよう

形 態
けいたい

」に含
ふく

まれると 考
かんが

えられるため。 
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【藤 岡
ふじおか

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 「一 般
いっぱん

就 労
しゅうろう

」への移行
いこう

を目 的
もくてき

とする「 就 労
しゅうろう

移行
いこう

支援
しえん

」の存 在
そんざい

意義
い ぎ

は大
おお

きい

と思
おも

う。 

 但し
ただし

、それは、受け容れる
う け い れ る

側
がわ

の企 業
きぎょう

が変わる
か

ことが出来る
で き る

様
よう

に、公 共 的
こうきょうてき

な責 任
せきにん

と費用
ひよう

に基
もと

づき企 業
きぎょう

の変 革
へんかく

、促 進
そくしん

を支援
しえん

することが今 回
こんかい

の改 革
かいかく

が意識
いしき

するべき

力 点
りきてん

（メインテーマ）であって、当 該
とうがい

障 害 者
しょうがいしゃ

個人
こじん

の努 力
どりょく

を支援
しえん

することはサブ

テーマくらいの位置付け
い ち づ け

である。 

 また、期限
きげん

については 柔 軟
じゅうなん

な制度
せいど

とされるべきである。 就 労
しゅうろう

実 績
じっせき

と 報 酬
ほうしゅう

が

連 動
れんどう

するような成果
せいか

主義
しゅぎ

は生 存 権
せいぞんけん

保 障
ほしょう

と相容れない
あいい

。 

 就 労
しゅうろう

継 続
けいぞく

Ａ型
Ａがた

は「一 般
いっぱん

就 労
しゅうろう

」に近い
ちか

が、福祉的
ふくしてき

支援
しえん

を並 存
へいぞん

しながら利用者
りようしゃ

負担
ふたん

完 全
かんぜん

撤 廃
てっぱい

。 

 就 労
しゅうろう

継 続
けいぞく

Ｂ型
Ｂがた

は労 働
ろうどう

基 準 法
きじゅんほう

、社 会
しゃかい

保険
ほけん

、最 低
さいてい

賃 金 法
ちんぎんほう

の適 用
てきよう

が実 現
じつげん

す

るように、 従 来
じゅうらい

の「福
ふく

祉
し

的
てき

就 労
しゅうろう

」と一 般
いっぱん

就 労
しゅうろう

の 中 間 的
ちゅうかんてき

なものとして、

賃 金
ちんぎん

補填
ほてん

を本 格
ほんかく

導 入
どうにゅう

する社 会 的
しゃかいてき

雇用
こよう

事 業
じぎょう

制
せいど

度を確 立
かくりつ

するべき。 

 自立
じりつ

訓 練
くんれん

は、地域生活
ちいきせいかつ

への期限付
きげんつ

きの移行支援
いこうしえん

プロジェクトとしての自律
じりつ

訓 練
くんれん

は

自立
じりつ

生 活
せいかつ

体 験 室
たいけんしつ

のような経 験
けいけん

を通して
とお

障害者
しょうがいしゃ

が地域
ちいき

での自立
じりつ

生 活
せいかつ

を実 践
じっせん

し

ていくプロセスとして 重 要
じゅうよう

な支援
しえん

と考える
かんが

。 

○理由
りゆう

  

 移行
いこう

支援
しえん

に期限
きげん

を付する
ふ

ことにプラス面
めん

があるとは思う
おも

が、一 律
いちりつ

で画 一 的
かくいつてき

な

運 用
うんよう

は 障 害 者
しょうがいしゃ

の特 性
とくせい

が個々
こ こ

それぞれであることから考えて
かんが

妥当
だとう

ではない。 

 小規模
しょうきぼ

作 業
さぎょう

授 産
じゅさん

、 共 同
きょうどう

作 業 所
さぎょうじょ

等
など

が果たして
は

きた 障 害 者
しょうがいしゃ

支援
しえん

の歴史的
れきしてき

重 要 性
じゅうようせい

は言うまでもな
い

いところ、 障 害 者
しょうがいしゃ

の労 働
ろうどう

基本権
きほんけん

完 全
かんぜん

保 障
ほしょう

の実 現
じつげん

の

ために発 展 的
はってんてき

な 変 革
へんかく

が 必 要
ひつよう

であり、そのためには 公 的 法
こうてきほう

整備
せいび

と予算
よさん

確保
かくほ

が

不可欠
ふかけつ

。 

 

【増田
ますだ

委員
いいん

】 

○結論 

 労 働
ろうどう

については，D
Ｄ

-
－

1
１

-
－

2
２

の通り
とおり

．自立
じりつ

訓 練
くんれん

も廃止
はいし

．訓 練
くんれん

ではなく，回 復
かいふく

のため
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のプログラム
ぷ ろ ぐ ら む

や社 会
しゃかい

参加
さんか

・ 障 害
しょうがい

を重度化
じゅうどか

させない支援
しえん

を行 う
おこなう

． 

 

【三浦
みうら

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 利用者
りようしゃ

の 実 態
じったい

を踏まえ
ふ   

、支援
しえん

が 後 退
こうたい

することなく、より 促 進
そくしん

されるために

求 め ら れ る
もと        

課題
かだい

を 洗 い 出 し
あら   だ   

、その上
うえ

で、福祉
ふくし

施策
せさく

と雇用
こよう

・労 働
ろうどう

施策
せさく

等
など

との

役 割
やくわり

分 担
ぶんたん

や連 携
れんけい

を整理
せいり

することが必 要
ひつよう

である。 

○理由
りゆう

 

 現 在
げんざい

これらの支援
しえん

を受ける
う   

利用者
りようしゃ

の実 態
じったい

を 十 分
じゅうぶん

に踏まえ
ふ   

、不利益
ふりえき

とならない

方 向
ほうこう

で検 討
けんとう

、改 善
かいぜん

がなされるべきと 考 え る
かんが    

。その前 提
ぜんてい

として、皆
みな

のニーズ
に ー ず

で

ある 働 く
はたら  

ことの意義
い ぎ

や制 度 上
せいどじょう

の定義
ていぎ

を明 確
めいかく

にし、労 働
ろうどう

施策
せさく

として支援
しえん

するべき

領 域
りょういき

、福祉
ふくし

施策
せさく

として支援
しえん

するべき 領 域
りょういき

等
とう

を整理
せいり

し、 障 害
しょうがい

のある人 々
ひとびと

が

働 く
はたら  

こと、活 動
かつどう

することが実 現
じつげん

される仕組み
し く  

を構 築
こうちく

すべき。また、自立
じりつ

訓 練
くんれん

（現 行
げんこう

の機能
きのう

訓 練
くんれん

・生 活
せいかつ

訓 練
くんれん

）については、就 労
しゅうろう

及 び
およ  

地域
ちいき

生 活
せいかつ

をめざす有 効
ゆうこう

なプログラム
ぷ ろ ぐ ら む

となっているかを 検 証
けんしょう

し、総 合
そうごう

福祉法
ふくしほう

でカバー
か ば ー

すべき支援
しえん

を検 討
けんとう

す

る必 要
ひつよう

があると 考 え る
かんが    

ため。 

 

【光 増
みつます

委員
いいん

】 

○結
けつ

論
ろん

 

 労
ろう

働
どう

分
ぶん

野
や

での支
し

援
えん

と 障
しよう

害
がい

福
ふく

祉
し

での支
し

援
えん

を整
せい

理
り

してはどうか。 

学
がつ

校
こう

を卒
そつ

業
ぎよう

して利
り

用
よう

する現
げん

在
ざい

の自
じ

立
りつ

訓
くん

練
れん

と 旧
きゆう

通
つう

勤
きん

寮
りよう

が移
い

行
こう

した自
じ

立
りつ

訓
くん

練
れん

（生
せい

活
かつ

訓
くん

練
れん

）（ 宿
しゆく

泊
はく

型
がた

）は支
し

援
えん

機
き

能
のう

が違
ちが

うので見
み

直
なお

しが必
ひつ

要
よう

。 

 自
じ

立
りつ

訓
くん

練
れん

（生
せい

活
かつ

訓
くん

練
れん

） は事
じ

業
ぎよう

名
めい

を変
へん

更
こう

すべきである。 

○理
り

由
ゆう

 

 旧
きゆう

通
つう

勤
きん

寮
りよう

がグループホーム等
とう

と 就
しゆう

労
ろう

系
けい

日
につ

中
ちゆう

活
かつ

動
どう

に移
い

行
こう

した 所
ところ

と自
じ

立
りつ

訓
くん

練
れん

（生
せい

活
かつ

訓
くん

練
れん

）（ 宿
しゆく

泊
はく

型
がた

）に移
い

行
こう

した 所
ところ

があるが、 旧
きゆう

通
つう

勤
きん

寮
りよう

の経
けい

過
か

的
てき

居
きよ

住
じゆう

（有
ゆう

期
き

限
げん

）の支
し

援
えん

と 就
しゆう

労
ろう

支
し

援
えん

の 両
りよう

面
めん

を機
き

能
のう

させる（仮
か

称
しよう

）自
じ

立
りつ

訓
くん

練
れん

ホームなどの創
そう

設
せつ

も検
けん

討
とう

する必
ひつ

要
よう

がある。 
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【森
もり

委員
いいん

】 

○結論 

 就 労
しゅうろう

移行
いこう

支援
しえん

、 就 労
しゅうろう

継 続
けいぞく

支援
しえん

等
など

の 就 労
しゅうろう

関 連
かんれん

事 業
じぎょう

については、利用者
りようしゃ

負担
ふたん

を廃止
はいし

し、事 業
じぎょう

の所 管
しょかん

も労 働
ろうどう

政 策
せいさく

部 局
ぶきょく

が担 当
たんとう

すべきと 考
かんが

える。 

○理由 

 障 害 者
しょうがいしゃ

権利
けんり

条 約
じょうやく

の規 定 上
きていじょう

からも、 職 業
しょくぎょう

能 力
のうりょく

開 発
かいはつ

学 校
がっこう

との整 合 性
せいごうせい

、

就 労
しゅうろう

継 続
けいぞく

支援
しえん

事 業 所
じぎょうしょ

のうち労 働
ろうどう

三 法
さんぽう

が適 用
てきよう

されている事 業 所
じぎょうしょ

もあること

など整理
せいり

すべき時期
じ き

に来
き

ている。 

 

【山 本
やまもと

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 就 労
しゅうろう

支援
しえん

について一 般
いっぱん

の労 働
ろうどう

法規
ほうき

および制度
せいど

に統
とう

合
ごう

されるべきである 

○理由
りゆう

 

 障 害
しょうがい

のないものの職 業
しょくぎょう

訓 練
くんれん

と同 等
どうとう

の位置
い ち

づけがなされるべきであり、また

就 労
しゅうろう

とするならば一 般
いっぱん

の労 働
ろうどう

法規
ほうき

が適 応
てきおう

されるべきであるから 
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論 点
ろんてん

D
でぃー

-1-4) 生 活
せいかつ

介護
かいご

、 療 養
りょうよう

介護
かいご

も含
ふく

めた 日 中
にっちゅう

活 動
かつどう

系
けい

支援
しえん

体 系
たいけい

の在
あ

り方
かた

をどうするか？  

 

【荒井
あらい

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

・生 活
せいかつ

介護
かいご

などまだまだサービス
さ ー び す

供 給
きょうきゅう

が十 分
じゅうぶん

でなく、基盤
きばん

整備
せいび

の充 実
じゅうじつ

が必 要
ひつよう

 

・利用
りよう

実 態
じったい

を踏
ふ

まえ、利用
りよう

期間
きかん

や対 象 者
たいしょうしゃ

に制 限
せいげん

を設
もう

けず、幅 広
はばひろ

く利用
りよう

しやすい

体 系
たいけい

にするべきである。 

・知的
ちてき

障 害 者
しょうがいしゃ

や 精 神
せいしん

障 害 者
しょうがいしゃ

、 障 害 児
しょうがいじ

の 日 中
にっちゅう

活 動
かつどう

の場
ば

である 新
あら

たな

「デイサービス
で い さ ー び す

」を創 設
そうせつ

すべきである。 

○理由
りゆう

 

 特 別
とくべつ

支援
しえん

学 校
がっこう

の生徒
せいと

が増加
ぞうか

しており、卒 業 後
そつぎょうご

の進路
しんろ

等
とう

を考
かんが

えると、日 中
にっちゅう

活 動
かつどう

支援
しえん

の基盤
きばん

整備
せいび

の一 層
いっそう

の充 実
じゅうじつ

が必 要
ひつよう

。 

 事 業
じぎょう

区分
くぶん

が細分化
さいぶんか

されているため利用
りよう

しづらい場合
ばあい

がある。また、就 労
しゅうろう

継 続
けいぞく

支援
しえん

Ｂ型
がた

における対 象 者
たいしょうしゃ

の条 件
じょうけん

、及
およ

び自立
じりつ

訓 練
くんれん

における利用
りよう

期間
きかん

の設 定
せってい

等
とう

の利用
りよう

制 限
せいげん

により障 害 者
しょうがいしゃ

の実 態
じったい

やニーズ
に ー ず

に合
あ

わない場合
ばあい

がある。 

 日 中
にっちゅう

活 動
かつどう

は「介護
かいご

給 付
きゅうふ

」か「訓 練
くんれん

給 付
きゅうふ

」しかないが、特
とく

に精 神
せいしん

障 害
しょうがい

や知的
ちてき

障 害
しょうがい

に関
かん

しては、地域
ちいき

活 動
かつどう

支援
しえん

センタ
せ ん た

ーだけでは不 十 分
ふじゅうぶん

。また、障 害 児
しょうがいじ

につい

ては児童
じどう

デイサービス
で い さ ー び す

Ⅱ
に

型
がた

を放課後
ほうかご

支援
しえん

として明 確
めいかく

に位置
い ち

づけるべきである。 

 

【伊澤
いざわ

委員
いいん

】 

○結論 

 メニュー
め に ゅ ー

の細分化
さいぶんか

には限度
げんど

を感じる
かんじる

。個別
こべつ

ニーズ
に ー ず

に沿う
そ う

ことを基本
きほん

に、 体 系
たいけい

は

シンプル
し ん ぷ る

なものがよい。またかっていずれの事 業
じぎょう

も有して
ゆうして

いた「 日 中
にっちゅう

の居場所
いばしょ

」と

しての機能
きのう

が損なわれて
そ こなわ れて

しまった。このことの評 価
ひょうか

と対 策
たいさく

を講じる
こうじる

必 要
ひつよう

がある。ま

た、医 療
いりょう

サービス
さ ー び す

を受けながら
う け な が ら

地域
ちいき

で暮らす
く ら す

仕組み
し く み

が、認知
にんち

される事
こと

と同時
どうじ

に 充 実
じゅうじつ

していく事
こと

が望まれる
のぞまれる

。 

○理由 

 居場所
いばしょ

機能
きのう

の評 価
ひょうか

と再 構 築
さいこうちく

は大きな
おおきな

地域
ちいき

課題
かだい

（ 後 述
こうじゅつ

）である。障 害
しょうがい

特 性
とくせい

に

合わせた
あ わ せ た

サービス
さ ー び す

の有り方
ありかた

が広まって
ひろまって

いくと良い
よ い

と思う
おもう

。身 体
しんたい

機能
きのう

中 心
ちゅうしん

のサービス
さ ー び す
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の組み立て
く み た て

なので、精 神 的
せいしんてき

サポート
さ ぽ ー と

も含めた
ふくめた

発 想
はっそう

が必 要
ひつよう

だと思う
おもう

。 

 

【石 橋
いしばし

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 障 害 児 者
しょうがいじしゃ

とその家族
かぞく

の生 活
せいかつ

維持
い じ

と利用者
りようしゃ

の数 尐
かずすく

ない社 会
しゃかい

参加
さんか

の場
ば

のために

存 続
そんぞく

。 

・コミュニケーション支援
しえん

の強 化
きょうか

や日 常
にちじょう

生 活 上
せいかつじょう

のサービス改 善
かいぜん

・充 実
じゅうじつ

 

・創 作 的
そうさくてき

活 動
かつどう

、生 産
せいさん

活 動
かつどう

の場
ば

への移動
いどう

支援
しえん

 

 また、療
りょう

護
ゆずる

介護
かいご

を医 療
いりょう

機関
きかん

に限 定
げんてい

せず、家族
かぞく

が行
おこな

っている医 療 的
いりょうてき

ケアについ

ては、一 定
いってい

の条 件
じょうけん

設 定
せってい

は不可欠
ふかけつ

であるが、療
りょう

護
ゆずる

施設
しせつ

、生 活
せいかつ

介護
かいご

の中
なか

ででも行
おこな

え

るように改 善
かいぜん

する 

○理由
りゆう

 

 サービス提 供
ていきょう

機関
きかん

が、さまざまな取
と

り組
く

みを適 切
てきせつ

に提 供
ていきょう

できていると言
い

い難
がた

い。

利用者
りようしゃ

の障 害
しょうがい

程度
ていど

が様 々
さまざま

であれば適 切
てきせつ

な活 動
かつどう

を用意
ようい

することは困 難
こんなん

となる。 

療 養
りょうよう

介護
かいご

は実 際
じっさい

提 供
ていきょう

できる機関
きかん

が尐
すく

ない。 

 また、利用
りよう

対 象
たいしょう

の障 害
しょうがい

も限 定
げんてい

されているため、同
おな

じ程度
ていど

の医 療
いりょう

を求
もと

められる

障 害 者
しょうがいしゃ

であっても、療 養
りょうよう

介護
かいご

が受
う

けられない場合
ばあい

が存 在
そんざい

する。 

 療
りょう

護
ゆずる

施設
しせつ

入 所 者
にゅうしょしゃ

が重度化
じゅうどか

し、医 療 的
いりょうてき

ケアを必 要
ひつよう

とする方
かた

が増
ふ

えてきている。 

 

【氏
うじ

田
た

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 日 中
にっちゅう

活 動
かつどう

全 般
ぜんぱん

について、 障
しょう

がいのある 人
ひと

のニード
に ー ど

に合
あ

わせて 目 的
もくてき

別
べつ

に

サービス
さ ー び す

を体系化
たいけいか

し、「社 会
しゃかい

参加
さんか

」から「企 業
きぎょう

への就 労
しゅうろう

支援
しえん

」までの支援
しえん

を切
き

れ目
め

なく、かつ、行
ゆ

き来
き

できるような体 系
たいけい

とすべきである。療 養
りょうよう

介護
かいご

でいえば、発 達
はったつ

障 害
しょうがい

の子
こ

どもや成 人
せいじん

が病 気
びょうき

になり手 術
しゅじゅつ

が必 要
ひつよう

な時
とき

に安 心
あんしん

して入 院
にゅういん

できるよ

うな制度
せいど

も必 要
ひつよう

であると考
かんが

える。 

○理由
りゆう

 

 自己
じ こ

決 定
けってい

に基
もと

づく自己
じ こ

実 現
じつげん

、生
い

き甲斐
が い

といった観 点
かんてん

での日 中
にっちゅう

活 動
かつどう

を支援
しえん

する

という考
かんが

え方
かた

であるべきではないか。介護
かいご

給 付
きゅうふ

と訓 練
くんれん

等
とう

給 付
きゅうふ

とに分
わ

けるのではな

く「日 中
にっちゅう

活 動
かつどう

支援
しえん

」という類 型
るいけい

にまとめ、本 人
ほんにん

のその時点
じてん

での状 態
じょうたい

に合
あ

わせて
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活 動
かつどう

内 容
ないよう

を決
き

め、障 害
しょうがい

のある人
ひと

と社 会
しゃかい

とをつなぐ仕組
し く

みになっていることが理想
りそう

である。現 行
げんこう

の「生 活
せいかつ

介護
かいご

と療 養
りょうよう

介護
かいご

（デイケア
で い け あ

部分
ぶぶん

）」、「就 労
しゅうろう

継 続
けいぞく

Ｂと小規模
しょうきぼ

作 業 所
さぎょうじょ

」、「就 労
しゅうろう

移行
いこう

と就 労
しゅうろう

継 続
けいぞく

Ａ」の 3つのタイプ
た い ぷ

に分 類
ぶんるい

し、「社 会
しゃかい

参加
さんか

」か

ら「企 業
きぎょう

絵
え

の就 労
しゅうろう

支援
しえん

」までの支援
しえん

を切
き

れ目
め

なく、かつ、行
ゆき

き来できるような体 系
たいけい

にすべきと考
かんが

える。 

 

【大久保
おおくぼ

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 日 中
にっちゅう

活 動
かつどう

支援
しえん

のサービス体 系
たいけい

の種 類
しゅるい

とサービスの単位
たんい

（事 業
じぎょう

）を再整理
さいせいり

する

ことが考
かんが

えられる。また、より身近
みぢか

な場所
ばしょ

で必 要
ひつよう

なサービスが提 供
ていきょう

できる仕組
し く

みが

重 要
じゅうよう

と考
かんが

える。 

○理由
りゆう

 

 利用者
りようしゃ

にとっては、日 中
にっちゅう

活 動
かつどう

を、趣味
しゅみ

・創 造
そうぞう

活 動
かつどう

か生 産
せいさん

活 動
かつどう

など、明 確
めいかく

に

切
き

り分
わ

けたり、固定的
こていてき

に対 応
たいおう

することが難
むずか

しい場合
ばあい

がある。利用者
りようしゃ

の状 況
じょうきょう

に応
おう

じ

て、柔 軟
じゅうなん

に対 応
たいおう

できる場
ば

や給 付
きゅうふ

体 系
たいけい

も考
かんが

える必 要
ひつよう

があると考
かんが

える。 

 例
たと

えば、個人
こじん

に対
たい

して様 々
さまざま

なサービスも提 供
ていきょう

できる「デイセンター」（現 行
げんこう

の

多機能型
たきのうがた

のようなもの）を設
もう

ける。利用者
りようしゃ

個々
こ こ

に対
たい

する給 付
きゅうふ

額
がく

は、その支援
しえん

ニーズ

から一 定
いってい

の基 準
きじゅん

により設 定
せってい

する。この場合
ばあい

、現 行
げんこう

の 6名
めい

以 上
いじょう

というような事 業
じぎょう

単位
たんい

は無
な

くなることになる。ただし、職 員
しょくいん

配置
はいち

基 準
きじゅん

は別途
べっと

検 討
けんとう

する必 要
ひつよう

はある。 

 

【大 濱
おおはま

委員
いいん

】 

○結論
けつろん

 

 医療的
いりょうてき

ケアが必要
ひつよう

な障害者
しょうがいしゃ

が地域
ちいき

生活
せいかつ

をするためには、可能
かのう

な限
かぎ

り、医療的
いりょうてき

ケアを

介護
かいご

職
しょく

にゆだねる必要
ひつよう

がある。 

 

【小澤
おざわ

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

・生 活
せいかつ

介護
かいご

は、日 中
にっちゅう

活 動
かつどう

支援
しえん

サービス
さ ー び す

へ。 

・療 養
りょうよう

介護
かいご

は、医 療 的
いりょうてき

ケア
け あ

をともなう日 中
にっちゅう

活 動
かつどう

支援
しえん

サービス
さ ー び す

へ 

・日 中
にっちゅう

活 動
かつどう

支援
しえん

サービス
さ ー び す

には、医 療 的
いりょうてき

ケアサービス
け あ さ ー び す

、介護
かいご

サービス
さ ー び す

だけでなく、見守
みまも
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りサービス
さ ー び す

も含
ふく

まれる。 

○理由
りゆう

 

・医 療 的
いりょうてき

ケアサービス
け あ さ ー び す

を位置
い ち

づけることによって、重 度
じゅうど

障 害
しょうがい

の人
ひと

の日 中
にっちゅう

活 動
かつどう

支援
しえん

を、施設
しせつ

、地域
ちいき

、問
と

わず同 一
どういつ

の制度
せいど

体 系
たいけい

での対 応
たいおう

が可能
かのう

になる。 

 

【小野
お の

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 廃止
はいし

し新
あら

たな体 系
たいけい

を整備
せいび

する。その際
さい

、デイアクティビティセンタ
で い あ く て ぃ び て ぃ せ ん た

ー(地域
ちいき

活 動
かつどう

支援
しえん

事 業
じぎょう

)として制度化
せいどか

し、医 療
いりょう

機関
きかん

と提 携
ていけい

した地域
ちいき

での医 療 的
いりょうてき

ケア
け あ

等
とう

の支援
しえん

体 系
たいけい

・体 制
たいせい

を整備
せいび

する。 

○理由
りゆう

 

 生 活
せいかつ

介護
かいご

・療 養
りょうよう

介護
かいご

は、介護
かいご

保険
ほけん

との統 合
とうごう

を前 提
ぜんてい

として体系化
たいけいか

されたためであ

る。また療 養
りょうよう

介護
かいご

は、重 症
じゅうしょう

心 身
しんしん

障 害 児
しょうがいじ

施設
しせつ

の移
い

行
こう

先
さき

として想 定
そうてい

されていた。

むしろ重 症
じゅうしょう

心 身
しんしん

障 害 児
しょうがいじ

施設
しせつ

は、年 齢
ねんれい

超 過
ちょうか

やリハビリ
り は び り

の抑 制
よくせい

制度
せいど

などの矛 盾
むじゅん

を

解
かい

決
けっ

し、地域
ちいき

における障 害
しょうがい

専 門
せんもん

医 療
いりょう

・リハビリテーション
り は び り て ー し ょ ん

機関
きかん

としての役 割
やくわり

を

明 確
めいかく

にする必 要
ひつよう

がある。 

 

【門屋
かどや

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 引
ひ

き続
つづ

き必 要
ひつよう

。時間
じかん

、内 容
ないよう

について拡 大
かくだい

することを検 討
けんとう

すべき。 

 例
たと

えば普
ふ

通
つう

高 校
こうこう

・大 学
だいがく

など教 育
きょういく

現場
げんば

における移動
いどう

、身 体
しんたい

介護
かいご

、療 養
りょうよう

介護
かいご

等
とう

も

必 要
ひつよう

。 

○理由
りゆう

 

 支援
しえん

不足
ふそく

による生 活
せいかつ

の困 難
こんなん

は差別
さべつ

を生
う

み、合理的
ごうりてき

配 慮
はいりょ

から排 除
はいじょ

されていること

がある。 

 

【川 崎
かわさき

（洋
よう

）委員
いいん

】 

○結論 

 日中
ひなか

活 動
かつどう

の場
ば

は働きたい
はたらきたい

人
ひと

は訓 練
くんれん

、働 く
はたらく

ことが困 難
こんなん

な場合
ばあい

は介護
かいご

となってしま

い、介護
かいご

の場
ば

合
ごう

は「働かない
はたらかない

」ということにつながってしまいかねない。働いて
はたらいて

いる人
ひと
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にも 生 活
せいかつ

介護
かいご

は必 要
ひつよう

とされることがあり、ニーズ
に ー ず

に応じて
おうじて

必 要
ひつよう

適 切
てきせつ

な支援
しえん

が

受けられる
う け ら れ る

ような仕組み
し く み

が必 要
ひつよう

。 

○理由 

 障 害
しょうがい

の 状 況
じょうきょう

や本 人
ほんにん

のニーズ
に ー ず

にあわせた日中
ひなか

活 動
かつどう

の場
ば

が整備
せいび

されることが

必 要
ひつよう

。精 神
せいしん

障 害 者
しょうがいしゃ

にとっては仲間
なかま

との出会い
で あ い

・交 流
こうりゅう

の場的
ばてき

なものが必 要
ひつよう

とさ

れている。 

 

【北 浦
きたうら

委員
いいん

】 

○結論 

 生 活
せいかつ

介護
かいご

事 業
じぎょう

にあっても 医 療 的
いりょうてき

ケアを必 要
ひつよう

とする者
もの

を受
う

け入
い

れる必 要
ひつよう

が

あるものについては、看護師
かんごし

を手厚く
てあつ 

配置
はいち

するものや、 療 養
りょうよう

介護
かいご

事 業
じぎょう

は、 入 所
にゅうしょ

医 療
いりょう

施設
しせつ

のみに限 定
げんてい

せず、通 所
つうしょ

の医 療
いりょう

施設
しせつ

にも認
みと

めるべきである。なお、地域
ちいき

生 活
せいかつ

支援
しえん

事 業
じぎょう

に包 括
ほうかつ

されている中
なか

に、移動
いどう

支援
しえん

や、 日 中
にっちゅう

短期
たんき

入 所
にゅうしょ

など生 活
せいかつ

介護
かいご

とすべきものがあることを配 慮
はいりょ

し是正
ぜせい

する必 要
ひつよう

がある。 

○理由 

 医 療 的
いりょうてき

ケアが必 要
ひつよう

な 重 症
じゅうしょう

心 身
しんしん

障 害 児 者
しょうがいじしゃ

の通 所
つうしょ

支援
しえん

については、看護師
かんごし

を手厚く
てあつく

配置
はいち

する生 活
せいかつ

介護
かいご

支援
しえん

体 系
たいけい

や、通 所
つうしょ

医 療
いりょう

施設
しせつ

での 療 養
りょうよう

介護
かいご

の実施
じっし

が

必 要
ひつよう

とされる。 

 

【君 塚
きみづか

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 濃 厚
のうこう

な医 療
いりょう

が必 要
ひつよう

な人
ひと

では日 中
にっちゅう

活 動
かつどう

の場
ば

は同
おな

じ病 棟 内
びょうとうない

で実施
じっし

せざるを得
え

ないことがあり、場所
ばしょ

や時間帯
じかんたい

などに柔 軟 性
じゅうなんせい

を持
も

たせるべきである。 

そしてそのためのマンパワ
ま ん ぱ わ

ーの保 障
ほしょう

が必 要
ひつよう

である。 

○理由
りゆう

 

 医 療 的
いりょうてき

なニーズ
に ー ず

の高
たか

い人
ひと

では濃 厚
のうこう

な看護師
かんごし

や医師
い し

が相
そう

応
おう

できる体 制
たいせい

が求
もと

め

られる。 

 可能
かのう

な限
かぎ

り居 室
きょしつ

とは別
べつ

の場
ば

での活 動
かつどう

や所 外
しょがい

活 動
かつどう

を行
おこな

うように努 力
どりょく

すべきで

あり、意味
い み

のある毎 日
まいにち

の活 動
かつどう

を保 障
ほしょう

するためには人 的
じんてき

な保 証
ほしょう

が必 要
ひつよう

である 
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【倉田
くらた

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 医 療
いりょう

と介護
かいご

を必 要
ひつよう

とするかたのニーズに応える
こた  

べく、 療 養
りょうよう

介護
かいご

の指定
してい

手 続
てつづき

や

報 酬
ほうしゅう

体 系
たいけい

の見直し
みなお  

、あるいは生 活
せいかつ

介護
かいご

において看護師
かんごし

が 常 駐
じょうちゅう

する場合
ばあい

に加算
かさん

を設ける
もう   

など、基盤
きばん

整備
せいび

のための誘 導
ゆうどう

策
さく

が必 要
ひつよう

である。 

○理由
りゆう

 

 療 養
りょうよう

介護
かいご

の基盤
きばん

は極めて
きわ  

尐なく
すく   

、生 活
せいかつ

介護
かいご

においても、医 療 的
いりょうてき

ケアに対応で

きる体 制
たいせい

にはなっていないことから、医 療
いりょう

と介護
かいご

を必 要
ひつよう

とするかたの切 実
せつじつ

なニー

ズに対 応
たいおう

できていないため。 

 

【近 藤
こんどう

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 生 活
せいかつ

介護
かいご

については、ディアクティビティ
で ぃ あ く て ぃ び て ぃ

、広
ひろ

い社 会
しゃかい

参加
さんか

の場
ば

として「活 動
かつどう

支援
しえん

」

事 業
じぎょう

とし、現 行
げんこう

生 活
せいかつ

介護
かいご

、地域
ちいき

活 動
かつどう

支援
しえん

センタ
せ ん た

ーの一部
いちぶ

で構 成
こうせい

する。療 養
りょうよう

介護
かいご

については、医 療
いりょう

としての位置
い ち

づけとの調 整
ちょうせい

が必 要
ひつよう

である。 

○理由
りゆう

 

 常 時
じょうじ

介護
かいご

と医 療
いりょう

が必 要
ひつよう

であっても、「介護
かいご

」のために事 業
じぎょう

を利用
りよう

するのではな

く、活 動
かつどう

のために利用
りよう

するスタンス
す た ん す

を重 視
じゅうし

すべきである。 

 

【齋 藤
さいとう

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 前 項
ぜんこう

の自立
じりつ

訓 練
くんれん

も含
ふく

めて、日 中
にっちゅう

活 動
かつどう

系
けい

メニュー全 体
ぜんたい

の見直
みなお

しが必 要
ひつよう

である。

事 業
じぎょう

種 別
しゅべつ

によって報 酬
ほうしゅう

単価
たんか

を分
わ

けるどんな意味
い み

があるのかも一
いち

から考
かんが

え直
なお

さな

ければならない。 

○理由
りゆう

 

 事 業 所
じぎょうしょ

は障 害 者
しょうがいしゃ

にとって適 切
てきせつ

な事 業
じぎょう

内 容
ないよう

の選 択
せんたく

を行
おこ

なうよりも経 営 上
けいえいじょう

の理由
りゆう

で報 州
ほうしゅう

単価
たんか

の多 尐
たしょう

によってそれを行
おこ

なっている場合
ばあい

が多
おお

く、事 情
じじょう

種 別
しゅべつ

の

決 定
けってい

が意味
い み

をなしていないから。 
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【清水
しみず

委員
いいん

】 

○結論 

 どんなに 障 害
しょうがい

の重い
おも

人
ひと

もその存 在
そんざい

そのものの価値
か ち

を発揮
はっき

し、はたらきを持つ
も

人
ひと

として私たち
わたし

の地域
ちいき

をより豊か
ゆた

にしていく担い手
にな て

として、活 動
かつどう

を展 開
てんかい

していける

支援
しえん

の体 系
たいけい

とする。 

○理由 

 これまで 障 害
しょうがい

の重い
おも

人
ひと

たちが地域
ちいき

の中
なか

で取り組んで
と   く

きたはたらきを正 当
せいとう

に

認め
みと

、そのことを後押し
あとお

していく体 制
たいせい

を整備
せいび

すべき。どんなに 障 害
しょうがい

の重い
おも

人
ひと

も、

介護
かいご

を受けて
う

いるだけではない。地域
ちいき

に「居る
い

」「要る
い

」一人
ひとり

ひとりとして、役 割
やくわり

を

果たして
は

いこうとしている。その「活 動
かつどう

」の理念
りねん

形 成
けいせい

と展 開
てんかい

方 法
ほうほう

をより明 確
めいかく

に

し、展 開
てんかい

の体 系
たいけい

を構 築
こうちく

していくことが必 要
ひつよう

。 

 

【末 光
すえみつ

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 日 常 的
にちじょうてき

な医 療 的
いりょうてき

ケア
け あ

を必 要
ひつよう

とする人 々
ひとびと

が日 中
にっちゅう

活 動
かつどう

支援
しえん

を受
う

けることがで

き、かつ、医 療 的
いりょうてき

ケア
け あ

の程度
ていど

に応
おう

じて柔 軟
じゅうなん

な支援
しえん

を受
う

け入
い

れられるように、また、

高度
こうど

の 医 療 的
いりょうてき

ケア
け あ

があっても地域
ちいき

での 日 中
にっちゅう

活 動
かつどう

支援
しえん

が受
う

けられるように、

スタッフ
す た っ ふ

の専 門 性
せんもんせい

が生
い

かされる日 中
にっちゅう

活 動
かつどう

支援
しえん

体 系
たいけい

とすべきである。看護師
かんごし

の配置
はいち

を厚
あつ

くしたり、１対
たい

１に相 当
そうとう

する職 員
しょくいん

配置
はいち

を新 設
しんせつ

するなどの体 制
たいせい

が必 要
ひつよう

である。 

○理由
りゆう

 

 医 療
いりょう

を必 要
ひつよう

とする障 害 者
しょうがいしゃ

が安 全
あんぜん

に地域
ちいき

生 活
せいかつ

をおくれるための一
ひと

つとしての

日 中
にっちゅう

支援
しえん

活 動
かつどう

支援
しえん

体 系
たいけい

を築
きず

く必 要
ひつよう

があり、そのためには、医 療 的
いりょうてき

ケア
け あ

の担
にな

い手
て

の非医療
ひいりょう

職
しょく

への拡 大
かくだい

とともに、医 療
いりょう

スタッフ
す た っ ふ

配置
はいち

が保 障
ほしょう

されるような体 制
たいせい

も

必 要
ひつよう

である。現 在
げんざい

の生 活
せいかつ

介護
かいご

の職 員
しょくいん

配置
はいち

は、日 常 的
にちじょうてき

に医 療
いりょう

を必 要
ひつよう

とする

障 害 児 者
しょうがいじしゃ

を支援
しえん

するには不 十 分
ふじゅうぶん

であり、療 養
りょうよう

介護
かいご

という病 院
びょういん

の体 制
たいせい

がない

施設
しせつ

では支援
しえん

困 難
こんなん

となっている場合
ばあい

もかなりある。 

 

【竹 端
たけばた

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 論 点
ろんてん

D-1-3の結 論
けつろん

、理由
りゆう

とおなじ 
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【田中
たなか

（正
まさ

）委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 日 中
にっちゅう

の社 会
しゃかい

参加
さんか

の場
ば

として、個別
こべつ

支援
しえん

計 画
けいかく

による日割
ひ わ

りの活 用
かつよう

などを前 提
ぜんてい

と

した柔 軟
じゅうなん

なプログラム
ぷ ろ ぐ ら む

が提 供
ていきょう

できる仕組
し く

みとして、機能
きのう

させる方 法
ほうほう

についての

検 討
けんとう

が必 要
ひつよう

である。具体的
ぐたいてき

には、働
はたら

く事
こと

が工 賃
こうちん

を得
え

る得
え

ないのどちらかになって

しまう事
こと

や、社 会
しゃかい

参加
さんか

が通 所
つうじょ

施設
しせつ

に通
かよ

うことになってしまう現 状
げんじょう

を変
か

える必 要
ひつよう

がある。また、医 療
いりょう

との関 係
かんけい

については、加齢
かれい

等
とう

による慢 性
まんせい

疾 患
しっかん

が増
ふ

えている

現 状
げんじょう

を重 視
じゅうし

し、訪 問
ほうもん

看護
かんご

など外部
がいぶ

の機能
きのう

を活 用
かつよう

できる仕組
し く

みの構 築
こうちく

に向
む

けての

検 討
けんとう

が必 要
ひつよう

である。具体的
ぐたいてき

には柔 軟
じゅうなん

なサービス
さ ー び す

提 供
ていきょう

体 制
たいせい

と支援度
しえんど

が高
たか

い方
かた

へ

の十 分
じゅうぶん

な報 酬
ほうしゅう

見合
み あ

いの検 討
けんとう

が項 目
こうもく

として必 要
ひつよう

と考
かんが

える。 

○理由
りゆう

 

 支援費
しえんひ

制度
せいど

までの、月割
つきわ

りによる報 酬
ほうしゅう

の支払
しはら

いの弊 害
へいがい

で、暮
く

らしに必 要
ひつよう

な支援
しえん

を

提
てい

供
きょう

する視点
してん

が十 分
じゅうぶん

に育
はぐく

まれていないため、個別
こべつ

支援
しえん

計 画
けいかく

に基
もと

づくサービス
さ ー び す

提 供
ていきょう

が行
おこな

われておらず、本 人
ほんにん

の日 常
にちじょう

が施設
しせつ

によるサービス
さ ー び す

提 供
ていきょう

ありきで位置付
い ち つ

い

ているため、ままでの仕組
し く

みで生 活
せいかつ

介護
かいご

、療 養
りょうよう

介護
かいご

をとらえても高齢化
こうれいか

を軸
じく

にした

多様
たよう

な暮
く

らしの変化
へんか

には応
おう

じられなくなっている。 

 

【中 西
なかにし

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 日 中
にっちゅう

活 動
かつどう

の場
ば

は、 障 害
しょうがい

当事者
とうじしゃ

の自主
じしゅ

運 営
うんえい

によるべきであり、 運 営
うんえい

の

主 体 者
しゅたいしゃ

は当事者
とうじしゃ

であり、サービス
さ ー び す

提 供
ていきょう

はそのニーズ
に ー ず

に基
もと

づいてサービスメニュー
さ ー び す め に ゅ ー

が作
つく

られる必 要
ひつよう

がある。 

○理由
りゆう

 

 生 活
せいかつ

介護
かいご

、 療 養
りょうよう

介護
かいご

など施設側
しせつがわ

から 提 供
ていきょう

される 日 中
にっちゅう

活 動
かつどう

の場
ば

は、施設
しせつ

の

収 入 源
しゅうにゅうげん

の一 助
いちじょ

となっており、施設側
しせつがわ

の都合
つごう

で動
うご

かされていることが多
おお

い。

従 来
じゅうらい

から自主
じしゅ

活 動
かつどう

系
けい

の 日 中
にっちゅう

活 動
かつどう

、センター
せ ん た ー

と言
い

われたものを国
くに

の制度
せいど

にして

いくべきである。 活 動
かつどう

内 容
ないよう

は当事者
とうじしゃ

が 選
えら

んだコンピューター
こ ん ぴ ゅ ー た ー

の 研 修
けんしゅう

や移動
いどう

サービス
さ ー び す

の 提 供
ていきょう

やたまり場的
ばてき

な 交 流
こうりゅう

の場
ば

であってもよく、その地域
ちいき

で必 要
ひつよう

とさ

れる活 動
かつどう

が当事者
とうじしゃ

の手
て

によって 提 供
ていきょう

されることが望
のぞ

ましい。それが今後
こんご

の新
あら

たな
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就 労
しゅうろう

や 社 会
しゃかい

参加
さんか

の場
ば

の 形 成
けいせい

につながることを 目 的
もくてき

とする、 障 害 者
しょうがいしゃ

を

エンパワメント
え ん ぱ わ め ん と

させる地域
ちいき

活 動
かつどう

の場
ば

であるべきである。これまでの 生 活
せいかつ

介護
かいご

、

療 養
りょうよう

介護
かいご

は 障 害
しょうがい

当事者
とうじしゃ

が望
のぞ

んで通
かよ

い 自
みずか

らエンパワメント
え ん ぱ わ め ん と

して 成 長
せいちょう

してい

く場
ば

とはなっていなかった。当事者
とうじしゃ

運 営
うんえい

と変
か

えることによって主 体 的
しゅたいてき

な参加
さんか

がされ

るだけでなく、その時代
じだい

が求
もと

める、障 害 者
しょうがいしゃ

への 日 中
にっちゅう

活 動
かつどう

の場
ば

として、形 成
けいせい

さ

れていくことが望
のぞ

まれる。 

 

【中 原
なかはら

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 重 症
じゅうしょう

心 身
しんしん

障 害
しょうがい

の人
ひと

たちについては、児童
じどう

福祉
ふくし

施設
しせつ

としての 重 症
じゅうしょう

心 身
しんしん

障 害 児
しょうがいじ

施設
しせつ

が児童期
じどうき

から継 続
けいぞく

した医 療
いりょう

ケア
け あ

の 提 供
ていきょう

により生 命
せいめい

・安 全
あんぜん

を確保
かくほ

し

ている現 実
げんじつ

を考 慮
こうりょ

する必 要
ひつよう

がある。よって、療 養
りょうよう

介護
かいご

については、重 症
じゅうしょう

心 身
しんしん

障 害 児
しょうがいじ

施設
しせつ

との関 係 性
かんけいせい

からの議論
ぎろん

が必 要
ひつよう

である。 

 生 活
せいかつ

介護
かいご

については、「介護
かいご

」という 名 称
めいしょう

の変 更
へんこう

も含め
ふくめ

個々
こ こ

人
じん

のニーズ
に ー ず

に

応じた
おう   

支援
しえん

が 提 供
ていきょう

できる事 業
じぎょう

とすべきである。 

 日 中
にっちゅう

活 動
かつどう

サービス
さ ー び す

全 体
ぜんたい

としては、 障 害 者
しょうがいしゃ

自立
じりつ

支援法
しえんほう

の施行
しこう

により複 雑
ふくざつ

と

なったサービス
さ ー び す

体 系
たいけい

を簡素化
かんそか

すべきである。 

○理由
りゆう

 

 日 中
にっちゅう

活 動
かつどう

サービス
さ ー び す

が 複 雑
ふくざつ

となったことで利用者
りようしゃ

支援
しえん

や事務
じ む

に煩雑化
はんざつか

が

生 じ て
しょう   

いる。サービス
さ ー び す

内 容
ないよう

の選 択
せんたく

は個別
こべつ

支援
しえん

計 画
けいかく

等
など

を 行 う
おこな  

ことで可能
かのう

である

ことから、一人
ひとり

ひとりのニーズ
に ー ず

に 柔 軟
じゅうなん

に対 応
たいおう

できるサービス
さ ー び す

体 系
たいけい

にすべきである。 

 

【西 滝
にしたき

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 生 活
せいかつ

介護
かいご

、療 養
りょうよう

介護
かいご

にも生 産
せいさん

活 動
かつどう

のニーズ
に ー ず

に対 応
たいおう

し提 供
ていきょう

できる体 制
たいせい

を確保
かくほ

すること 

 土
ど

・日
にち

祝 日
しゅくじつ

についても、平 日
へいじつ

の生 活
せいかつ

介護
かいご

・療 養
りょうよう

介護
かいご

同 等
どうとう

の支援
しえん

体 制
たいせい

が確保
かくほ

できるよう、支援
しえん

体 系
たいけい

を見直
みなお

し、必 要
ひつよう

な職 員
しょくいん

配置数
はいちすう

を定
さだ

め、人 員
じんいん

配置
はいち

が可能
かのう

な

報 酬
ほうしゅう

の大 幅 増
おおはばぞう

をおこなう。 

○理由
りゆう
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 重度化
じゅうどか

・高齢化
こうれいか

が進
すす

む中
ちゅう

で、日 中
にちちゅう

の支援
しえん

(活 動
かつどう

)内 容
ないよう

は、平 日
へいじつ

のみならず土
ど

・

日
にち

祝 日
しゅくじつ

も同
どう

様
よう

の支援
しえん

をおこなっている。にも関
かか

わらず、平 日
へいじつ

の 3分
ぶん

の 1程度
ていど

の

職 員
しょくいん

で支援
しえん

をせざるを得
え

ない実 態
じったい

がある。 

 

【野原
のはら

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 介護
かいご

・療 養
りょうよう

施設
しせつ

が、難 病
なんびょう

を受
う

け入
い

れるための医 療
いりょう

との連 携
れんけい

を密 接
みっせつ

に 

 個人
こじん

のニーズを尊 重
そんちょう

して難 病
なんびょう

ケアに関
かか

わる人 材
じんざい

養 成
ようせい

が急 務
きゅうむ

（看護
かんご

・介護
かいご

含
ふく

め

て） 

 療 養
りょうよう

介護
かいご

を利用
りよう

できる対 象
たいしょう

範囲
はんい

を拡
ひろむ

大
たい

して、緊 急
きんきゅう

時
じ

や通 院
つういん

、通 学
つうがく

、通 勤
つうきん

時
じ

の移動
いどう

に関
かん

しても柔 軟
じゅうなん

に対 応
たいおう

できるように見直
みなお

すこと。 

○理由
りゆう

 

 現 在
げんざい

の制度
せいど

は、かなりの重 度
じゅうど

でなければ対 象
たいしょう

とならない。もっと柔 軟
じゅうなん

にすべき

であり、慢 性
まんせい

疾 患
しっかん

患 者
かんじゃ

や内部
ないぶ

障 害 者
しょうがいしゃ

にとって、負担
ふたん

の大
おお

きい移動
いどう

時
じ

の介護
かいご

にも

利用
りよう

できるように改 善
かいぜん

してほしい。 

 

【 東 川
ひがしがわ

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 施設
しせつ

入 所
にゅうしょ

と日 中
にっちゅう

活 動
かつどう

系
けい

支援
しえん

との分離
ぶんり

は、デメリットもある。遷 延 性
せんえんせい

意識
いしき

障 害
しょうがい

の方 々
かたがた

などに日 中
にっちゅう

活 動
かつどう

の場
ば

をと言
い

われても、動
うご

かすだけで命
いのち

にかかわる。 

 それぞれのニーズに合
あ

わせて選 択
せんたく

可能
かのう

となるようなより適 切
てきせつ

な支援
しえん

体 系
たいけい

を整備
せいび

するべきである。 

○理由
りゆう

 

 重 度
じゅうど

の障 害 者
しょうがいしゃ

にとって、明 確
めいかく

に日 中
にっちゅう

活 動
かつどう

と夜間
やかん

時
とき

に切
き

り分
わ

けることができな

い場合
ばあい

があり、むしろ一人
ひとり

ひとりの障 害
しょうがい

に応
おう

じた体 系
たいけい

が必 要
ひつよう

であり、現 行
げんこう

制度
せいど

は

机 上
きじょう

の分 類
ぶんるい

であるため。 

 

【福井
ふくい

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 D-1-3でも指摘
してき

したとおり、暮
く

らしの場
ば

のあり方
かた

をどうするかは、重 要
じゅうよう

な課題
かだい

であ
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る。何
なに

よりも、多様性
たようせい

や個別性
こべつせい

を勘 案
かんあん

したその人
ひと

らしい豊
ゆた

かな生 活
せいかつ

の保 障
ほしょう

が考
かんが

えられるべきである。 

○理由
りゆう

 

 家族
かぞく

同 居
どうきょ

や 単 身
たんしん

などの 一 般
いっぱん

住 居 者
じゅうきょしゃ

と、 入 所
にゅうしょ

施設
しせつ

やグループホーム
ぐ る ー ぷ ほ ー む

・

ケアホーム
け あ ほ ー む

に分
わ

けられるが、現 行
げんこう

では機能
きのう

障 害
しょうがい

を中 心
ちゅうしん

にした 障 害
しょうがい

程度
ていど

区分
くぶん

によ

り利用
りよう

が規
き

制
せい

される。個性
こせい

を尊 重
そんちょう

した暮
く

らしをどうするか、選択肢
せんたくし

も拡
ひろ

げながら、

当事者
とうじしゃ

を含
ふく

む関 係 者
かんけいしゃ

での一 層
いっそう

の検 討
けんとう

が望
のぞ

まれる。 

 

【藤 岡
ふじおか

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 常 時
じょうじ

介護
かいご

の必 要
ひつよう

な比較的
ひかくてき

重 度
じゅうど

の人
ひと

の介護
かいご

が保 障
ほしょう

された 日 中
にっちゅう

活 動
かつどう

の場
ば

の

保 障
ほしょう

は 障 害 者
しょうがいしゃ

福祉
ふくし

の 重 要
じゅうよう

な役 割
やくわり

である。ただ、「介護
かいご

」それ自体
じたい

が生きがい
い

を

生
う

み出
だ

すものではない以
い

上
じょう

、排 泄
はいせつ

、食 事
しょくじ

等
など

の生 活
せいかつ

介護
かいご

のしっかりとした支援
しえん

を

前 提
ぜんてい

に、生き生き
い き い き

とした活 動
かつどう

が 保 障
ほしょう

され、利用者
りようしゃ

にも 職 員
しょくいん

にも笑顔
えがお

がある

環 境
かんきょう

が望まれる
のぞ

。 

 また、多く
おお

の 一 般
いっぱん

市民
しみん

との触
ふ

れ合
あ

いの場
ば

が 重 要
じゅうよう

と考える
かんが

（もちろん 重 度
じゅうど

障 害 者
しょうがいしゃ

も一 般
いっぱん

市民
しみん

であることは前 提
ぜんてい

）。 

○理由
りゆう

 

 すべての人
ひと

の幸 福
こうふく

追 求 権
ついきゅうけん

（憲 法
けんぽう

第１３条
だい１３じょう

）と生 存 権
せいぞんけん

（憲 法
けんぽう

第２５条
だい２５じょう

）

の保 障
ほしょう

が 重 要
じゅうよう

であり、全て
すべ

の人
ひと

が社 会
しゃかい

から隔 絶
かくぜつ

されることなく、共
とも

に生きる
い

社会
しゃかい

こそが全て
すべ

のひとの幸 福
こうふく

につながると考える
かんが

から。 

 

【増田
ますだ

委員
いいん

】 

○結論 

 すべて廃止
はいし

．医 療 的
いりょうてき

ケア
け あ

が必 要
ひつよう

な人
ひと

たちや 障 害
しょうがい

の重い
おもい

人
ひと

たちのための社 会
しゃかい

参加
さんか

の場
ば

を用意
ようい

する． 

 

【三浦
みうら

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

① 

 既存
きそん

の各サービス
か くさー びす

における課題
かだい

を明 確
めいかく

にし、問 題 点
もんだいてん

を解 決
かいけつ

する支援
しえん

体 系
たいけい

を
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構 築
こうちく

すべき。 

 例えば
たと   

、生 活
せいかつ

介護
かいご

の支援
しえん

内 容
ないよう

は、医 療 的
いりょうてき

ケア
け あ

から 日 常 的
にちじょうてき

生 活
せいかつ

支援
しえん

、そして、

生 産
せいさん

活 動
かつどう

まで幅 広 く
はばひろ  

包 括
ほうかつ

されている。個々
こ こ

の利用者
りようしゃ

の希望
きぼう

やニーズ
に ー ず

に応じた
おう   

プログラム
ぷ ろ ぐ ら む

が可能
かのう

となる点
てん

において利点
りてん

があるものの、個別的
こべつてき

な支援
しえん

を 追 求
ついきゅう

する

場合
ばあい

において、人 員
じんいん

配置
はいち

を含 め
ふく  

課題
かだい

がある。 

極めて
きわ   

尐 数
しょうすう

の 療 養
りょうよう

介護
かいご

事 業 所
じぎょうしょ

との関 係
かんけい

整理
せいり

も必 要
ひつよう

な部分
ぶぶん

であるが、現 状
げんじょう

の生 活
せいかつ

介護
かいご

における医 療 的
いりょうてき

ケア
け あ

については、介護
かいご

従 事 者
じゅうじしゃ

によるケア
け あ

の実 態
じったい

を

サポート
さ ぽ ー と

する医 療
いりょう

専 門
せんもん

職
しょく

の配置
はいち

や地域
ちいき

の医 療
いりょう

関 係
かんけい

機関
きかん

との連 携
れんけい

の仕組み
し く  

を

構 築
こうちく

し、機能
きのう

強 化
きょうか

が図られる
はか     

べきである。 

○理由
りゆう

① 

 総 合
そうごう

福祉法
ふくしほう

の 対 象
たいしょう

となる人 々
ひとびと

を明 確
めいかく

にした上
うえ

で、これらの人 々
ひとびと

のニーズ
に ー ず

に

応じた
おう   

個別的
こべつてき

な支援
しえん

が、各地域
かくちいき

において適 切
てきせつ

に提
てい

供 さ れ る
きょう      

ためには、 障 害
しょうがい

程度
ていど

区分
くぶん

による事 業
じぎょう

対 象 者
たいしょうしゃ

の制 限
せいげん

等
とう

が検 討
けんとう

され、利用者
りようしゃ

への支援
しえん

給 付
きゅうふ

であり、

サービス
さ ー び す

を選べる
えら   

ことが、実施
じっし

体 系
たいけい

として位置づけられる
い ち      

必 要
ひつよう

があると 考 え る
かんが    

ため。 

 

○結 論
けつろん

② 

 入 所
にゅうしょ

支援
しえん

とあわせて実施
じっし

される 日 中
にっちゅう

活 動
かつどう

支援
しえん

についても検 討
けんとう

されることが

必 要
ひつよう

である。まず、障 害 者
しょうがいしゃ

支援
しえん

施設
しせつ

における 日 中
にっちゅう

活 動
かつどう

事 業
じぎょう

と施設
しせつ

入 所
にゅうしょ

支援
しえん

の基 準
きじゅん

・ 報 酬
ほうしゅう

を見直し
みなお  

、人 員
じんいん

配置
はいち

について２４時間
   じかん

を通 じ て
つう    

適 切
てきせつ

に人 員
じんいん

が

配置
はいち

される構 造
こうぞう

を確 立
かくりつ

すべきである。また、 就 労
しゅうろう

支援
しえん

を利用
りよう

する人 々
ひとびと

の施設
しせつ

（夜間
やかん

）入 所
にゅうしょ

支援
しえん

の利用
りよう

について、必 要
ひつよう

とする現利用者
げんりようしゃ

への支援
しえん

の継 続
けいぞく

が必 要
ひつよう

である。 

○理由
りゆう

② 

 現 在
げんざい

、 障 害 者
しょうがいしゃ

支援
しえん

施設
しせつ

における人 員
じんいん

配置
はいち

については、生 活
せいかつ

介護
かいご

事 業
じぎょう

におけ

る人 員
じんいん

配置
はいち

+
 ぷらす 

α
あるふぁ

により夜間
やかん

部分
ぶぶん

の人 員
じんいん

を配置
はいち

する基 準
きじゅん

・報 酬
ほうしゅう

の構 造
こうぞう

と

なっているため、夜間
やかん

支援
しえん

を 日 中
にっちゅう

支援
しえん

の人 員
じんいん

でカバー
か ば ー

しなければならず
ば な ら

、厳しい
きび   

体 制
たいせい

となっている。これを改 善
かいぜん

し、昼 夜
ちゅうや

を通 じ て
つう    

必 要
ひつよう

な人 員
じんいん

を確保
かくほ

できる

体 制
たいせい

を担
たん

保する
ぽ   

ため。 
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【光 増
みつます

委員
いいん

】 

○結
けつ

論
ろん

 

 現
げん

在
ざい

の介
かい

護
ご

給
きゆう

付
ふ

、訓
くん

練
れん

等
とう

給
きゆう

付
ふ

を分
わ

けないで一
いつ

本
ぽん

化
か

して事
じ

業
ぎよう

体
たい

系
けい

を見
み

直
なお

す。 

 施
し

設
せつ

入
にゆう

所
しよ

支
し

援
えん

と一
いつ

体
たい

化
か

した生
せい

活
かつ

介
かい

護
ご

、医
い

療
りよう

施
し

設
せつ

（ 重
じゆう

症
しよう

心
しん

身
しん

障
しよう

害
がい

者
しや

施
し

設
せつ

、一
いつ

般
ぱん

病
びよう

院
いん

等
とう

）と一
いつ

体
たい

化
か

した日
につ

中
ちゆう

活
かつ

動
どう

と、 入
にゆう

所
しよ

・ 入
にゆう

院
いん

を 伴
ともな

わな

い日
につ

中
ちゆう

活
かつ

動
どう

は分
わ

けるべきだ。地
ち

域
いき

から通
かよ

う日
につ

中
ちゆう

活
かつ

動
どう

事
じ

業
ぎよう

の場
ば

合
あい

、自
じ

力
りき

で

通
つう

所
しよ

できない利
り

用
よう

者
しや

には送
そう

迎
げい

サービスを義
ぎ

務
む

付
づ

けるべきだ。 

現
げん

在
ざい

は介
かい

護
ご

給
きゆう

付
ふ

なので「生
せい

活
かつ

介
かい

護
ご

」になっているが、事
じ

業
ぎよう

名
めい

も含
ふく

めて見
み

直
なお

し

が必
ひつ

要
よう

。 

 生
せい

活
かつ

介
かい

護
ご

事
じ

業
ぎよう

に 重
じゆう

症
しよう

心
しん

身
しん

障
しよう

害
がい

児
じ

・者
もの

も利
り

用
よう

できるよう通
つう

常
じよう

報
ほう

酬
しゆう

単
たん

価
か

に上
うわ

乗
の

せ、医
い

療
りよう

加
か

算
さん

を設
もう

けるべき。 

○理
り

由
ゆう

 

 介
かい

護
ご

という 表
ひよう

現
げん

を変
か

えるべきだ。生
せい

活
かつ

介
かい

護
ご

は施
し

設
せつ

入
にゆう

所
しよ

支
し

援
えん

と一
いつ

体
たい

化
か

して

いる内
ない

容
よう

と、地
ち

域
いき

から通
かよ

う生
せい

活
かつ

介
かい

護
ご

の内
ない

容
よう

は違
ちが

うので分
わ

けるべきだ。 

 送
そう

迎
げい

にかかる経
けい

費
ひ

は自
じ

己
こ

負
ふ

担
たん

となっているため、就
しゆう

労
ろう

継
けい

続
ぞく

系
けい

に通
かよ

う低
てい

所
しよ

得
とく

に分
ぶん

類
るい

される人
ひと

たちは預
よ

貯
ちよ

金
きん

を取
と

り崩
くず

しながら、 就
しゆう

労
ろう

支
し

援
えん

を受
う

けるおかしな

状
じよう

況
きよう

がある。支
し

援
えん

費
ひ

制
せい

度
ど

の 障
しよう

害
がい

者
しや

デイサービスを復
ふつ

活
かつ

させる事
こと

も検
けん

討
とう

して

はどうか。 

 現
げん

行
こう

生
せい

活
かつ

介
かい

護
ご

事
じ

業
ぎよう

における医
い

療
りよう

職
しよく

の配
はい

置
ち

が不
ふ

明
めい

確
かく

。日
につ

中
ちゆう

活
かつ

動
どう

の場
ば

の

尐
すく

ない 重
じゆう

症
しよう

心
しん

身
しん

障
しよう

害
がい

児
じ

・者
もの

も設
せつ

置
ち

数
すう

の尐
すく

ない B型
がた

通
つう

園
えん

事
じ

業
ぎよう

に代
か

えて利
り

用
よう

できる事
じ

業
ぎよう

でもあるべき。 

 

【森
もり

委員
いいん

】 

○結論 

 日 常
にちじょう

活 動
かつどう

系
けい

支援
しえん

体 系
たいけい

における選 択
せんたく

可能
かのう

な支援
しえん

メニュー
め に ゅ ー

の 充 実
じゅうじつ

を図
はか

るとと

もに、そのメニューに関
かん

する広 報
こうほう

や、利用者
りようしゃ

、家族
かぞく

への円 滑
えんかつ

な説 明
せつめい

を可能
かのう

にする

相 談
そうだん

支援
しえん

が求
もと

められる。ただし、障 害
しょうがい

によって、病 気
びょうき

のための通 院
つういん

などを含
ふく

め

て利用
りよう

できない場合
ばあい

も想 定
そうてい

されるので、通 所
つうしょ

施設
しせつ

運 営
うんえい

の不安定
ふあんてい

さを取
と

り除
のぞ

くため

にも、日払
ひばら

い方 式
ほうしき

の改 善
かいぜん

を図
はか

る必 要
ひつよう

がある。 
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 また、生 活
せいかつ

介護
かいご

においても、医 療
いりょう

関 係
かんけい

の人 材
じんざい

確保
かくほ

が求
もと

められる。医 療 的
いりょうてき

ケア
け あ

における専 門
せんもん

職
しょく

などの配置
はいち

におけるインセンティブ
い ん せ ん て ぃ ぶ

がはたらくようなシステム
し す て む

を

設
もう

けるべきである。 

○理由 

 生 活
せいかつ

介護
かいご

、 療 養
りょうよう

介護
かいご

も含
ふく

めた 日 中
にっちゅう

活 動
かつどう

系
けい

支援
しえん

体 系
たいけい

の問 題 点
もんだいてん

は、速
すみ

やか

に解
かい

決
けつ

すべきである。 

 

【山 本
やまもと

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 セルフヘルプ
せ る ふ へ る ぷ

活 動
かつどう

という障 害 者
しょうがいしゃ

のみの活 動
かつどう

の意義
い ぎ

がある場合
ばあい

以外
いがい

はできるだけ

統 合
とうごう

された地域
ちいき

活 動
かつどう

や社 会
しゃかい

活 動
かつどう

への障 害 者
しょうがいしゃ

の参加
さんか

を進
すす

めるべき 

○理由
りゆう

 

 障 害 者
しょうがいしゃ

のみを集
あつ

めた活 動
かつどう

は分離
ぶんり

であり、望
のぞ

ましくないから 


